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 日程第19 議第80号  平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第20 議第81号  山県市土地開発公社定款の一部を変更する定款について 

 日程第21 議第82号  山県市青波福祉プラザの指定管理者の指定について 

 日程第22 議第83号  土地の取得について 

                                         

○本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 発議第11号 山県市議会会議規則の一部を改正する規則について 

 日程第５ 質  疑 

 日程第６ 討  論 

 日程第７ 採  決 

 日程第８ 承第10号  山県市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例の一部

を改正する条例の専決処分について 

 日程第９ 議第73号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第10 質  疑 

      承第10号  山県市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例の一部

を改正する条例の専決処分について 

      議第73号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第11 討  論 

      承第10号  山県市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例の一部

を改正する条例の専決処分について 

      議第73号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第12 採  決 

      承第10号  山県市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例の一部

を改正する条例の専決処分について 

      議第73号  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 日程第13 議第74号  山県市税条例の一部を改正する条例について 

 日程第14 議第75号  山県市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ
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いて 

 日程第15 議第76号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第４号） 

 日程第16 議第77号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第17 議第78号  平成20年度山県市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第18 議第79号  平成20年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第19 議第80号  平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第20 議第81号  山県市土地開発公社定款の一部を変更する定款について 

 日程第21 議第82号  山県市青波福祉プラザの指定管理者の指定について 

 日程第22 議第83号  土地の取得について 
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午前10時00分開会 

○議長（藤根圓六君） ただいまの出席議員は16名であります。定足数に達しております

ので、平成20年第４回山県市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

                                         

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（藤根圓六君） 日程第１、会議録署名議員の指名については、会議規則第81条の

規定により、議長において、４番 尾関律子君、16番 久保田 均君を指名いたします。 

                                         

 日程第２ 会期の決定について 

○議長（藤根圓六君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会は、本日から12月19日までの17日間としたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、会期は、本日より12月19日までの

17日間と決定しました。 

                                         

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（藤根圓六君） 日程第３、諸般の報告。 

 監査委員から、地方自治法第235条の２第３項の規定により、平成20年９月分から11

月分の例月出納検査を執行した結果の報告がありました。関係書類は事務局に保管して

おります。 

 以上をもちまして、諸般の報告を終わります。 

                                         

 日程第４ 発議第11号 山県市議会会議規則の一部を改正する規則について 

○議長（藤根圓六君） 日程第４、発議第11号 山県市議会会議規則の一部を改正する規

則について、提案者の説明を求めます。 

 議会運営委員長 久保田 均君。 

○議会運営委員会委員長（久保田 均君） 発議第11号 山県市議会会議規則の一部を改

正する規則について、趣旨説明をいたします。 
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 本案は、地方自治法の一部改正に伴い、第100条第12項に、「議会は、会議規則の定め

るところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設け

ることができる。」とする条項が新たに加えられることにより、今まで法的な根拠を持

たない全員協議会と議会報編集委員会の２つの会合を会議規則に定め、正規の議会活動

として位置づけるものです。 

 この改正により、全員協議会、議会報編集委員会についても公務災害補償制度におけ

る公務としての位置づけ、また、会議については会議録が義務づけられます。 

 以上、地方自治法第109条の２第５項及び山県市議会会議規則第14条第２項の規定によ

り提出をいたします。 

 御賛同賜りますようよろしくお願いを申し上げまして、趣旨説明といたします。 

                                         

 日程第５ 質疑 

○議長（藤根圓六君） 日程第５、質疑を行います。 

 発言を許します。どうぞ。 

 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） それでは、提案者に３点ほど質問します。 

 まず、今回提案の会議の名称は、１つは全員協議会、１つは議会報編集委員会という

ことになっていますが、山県市議会にはこれ以外の会議というものが過去にあったのか、

あるいは現在行われているのか、今後行われる予定はあるのかということの説明をお願

いします。 

 それから、２点目ですけれども、今回の改正の趣旨というのは、総務省などの通知も

ありますけど、透明性を高めるということが大きな主眼とされていますが、今回、新し

く定めるこの会議について、本会議同様に会議の公開の原則と、これは法律で定まって

いるわけですけど、こういったものは徹底されるのでしょうか。 

 それと、３つ目ですけれども、今回とほぼ同内容の請願というのが９月議会にこの議

場に出て議論がされて委員会付託されました。提案者の久保田さんの所属される議会運

営委員会が継続審査ということを決めたということまでは委員会でも出ていますが、し

かし、この12月議会に議案から消えているような状況です。どういった経過があって、

どうしてこんな状態になっているのか、今ないのかということの説明をお願いしたい。 

 それから、そのことについて議運の委員長としてどのようにお考えでしょうか。 

○議長（藤根圓六君） 久保田 均君。 

○議会運営委員会委員長（久保田 均君） 最初でありますが、市議会には公的な会合は
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これ以外にはございません。議会報とこの２つだけで、あとは公的会合はないと思って

おりますので、必要がないと、議会報編集委員会、全員協議会以外はありません。 

 それから、２つ目に、徹底されるのが公開原則ですが、これは明確にうたっておりま

すので、公開は実施されますし、徹底されます。 

 それから、最後の９月議会で廃案になりましたこの議案につきましては、市長にも提

案権がございませんし、たびたび今まで議長を通じて廃案になりましたから、憲法で定

められた16条の請願につきましては、請願者からもう一度差し出してほしいと、こうい

うお願いを再三いたしましたが、その辺がどうも、行き届いているとは思いますが、請

願者が出されなかったということだと思いますし、寺町議員は紹介議員でありますが、

今までのいきさつで見ますと、請願者か紹介者かわからんような物の言い方をされてお

りますが、この辺も寺町議員から直接請願者に再度提出をということで促してもらった

ほうがいいんじゃないかなと思っておりますし、事務局が請願者にお伺いをするという

のも何か門前払いを食ったと、そんな話を聞いておりますので、この件につきましては、

私が答弁するところじゃないと思っていますが、廃案は事実でありますし、議会運営委

員会の傍聴につきましては、寺町議員は最初からずっと我々の議事内容はお聞きのとお

りでありますし、あえて私どもが無理をして廃案にしたということじゃなくて、たまた

ま事務上のミスで廃案とはなりましたが、道は開けておりますので、再度請願の提出を

されたらいいんじゃないかと、そう思っております。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 一応、３点お答えいただきましたので、順次再質問しますけど、

まず、この会議２つ以外にあるのかということについては、ないということでしたので、

じゃ、今後、もし新しい会議の場というものができた場合は、それを速やかに今回と同

じような位置づけとして正式にされるのかどうかというところをお聞きします。 

 それから、２番目の公開のことですけれども、今のお答えでは明確にうたっていると

いうことでしたが、議案に出された書類を見る限り、明確なところは何も一行も一文字

も書いていないので、どこに明確にということなのか。少なくともどういった方法で担

保するのか、今の公開しますということを。そこを明らかにしていただきたい。どのよ

うに担保するのか。もちろん、この議場では、９月議会の先ほどの請願の関係で副議長

が紹介議員への質問という形で、こう述べておられます。「説明責任の徹底及び透明性

の向上を図ることも重要であると総務省通知に書かれておりますが、私もそのとおりだ

と思います――ということで続けておられますが――山県市議会委員会条例第18条の傍

聴の取り扱いについては、委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴するこ
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とができると規定されております。現行の委員会はすべて傍聴を許可しております」と

いうふうに副議長はおっしゃられて質疑をされました。それを考えると、今の提案者の

明確にというのは、事実上明確である、過去はそうだったということなのか、どこかに

きちっと公開をしますと明記するのかというところをきちっとお答えいただきたいとい

うことです。 

 それから、請願の関係ですけど、廃案になったというさらっとした説明でした。請願

者から再度出したらどうかと、紹介議員もそのように促してはどうかというお答えでし

たけれども、私は請願者からも聞いていますが、突然議長のところに話においでと書か

れてきて、少なくともトラブルがあったら起こしたほうが謝罪をして、こうだからこう

いう状況なんですと謝って、そこから話が始まるのにというところの怒った電話をいた

だきました。そういった意味で、入口として議会サイド、議長なのかもしれませんけど、

まず謝るということがされていないことが話をストップさせている問題であって、廃案

にされた請願者はもう一回出せばいいじゃないかというのは、その次の話だということ

です。そこを抜きにして、廃案にした側が謝罪もせずに、出し直さないほうがいけない

というのはちょっと筋違いだろうということで、その点について議運の委員長は、この

議場に出てこなかったことについてどう考えるかは、やはり答える責任があると思うん

ですが、いかがですか。 

 それから、もう一点、今回の改正の１つの大きな疑問と言われているのは、議会運営

委員会が既に法律で定められて実際に位置づけられています。議会運営委員会は、議案

などについても中身の審査はしないけれども、議会でどの委員会で扱うとか、いつ扱う

とか、そういう相談をする場ですね。そことの関係で、法律もそうですし、今回の159

条にもそうですけれども、議案の審査または議会の運営に関し協議または調整というこ

とだと、議会運営委員会との位置関係、どういう関係なのか、すみ分けなのか、そこは

どのようなお考えで提案されたのかということです。その点、いかがでしょうか。 

○議長（藤根圓六君） 久保田 均君。 

○議会運営委員会委員長（久保田 均君） さっき公開原則ということを言いましたが、

これはもう公開原則だから、特別に傍聴が認められないとか、公開しないということは

ないので、事実上これは徹底されるということで、いわゆる普通の委員会あるいは本議

会、これと同等ということの解釈をしております。 

 請願につきましては、私が答弁をしないかんのかどうかよくわかりませんが、いきさ

つ上、答弁をしておきます。この12月議会になぜ提出されないかということは先ほど申

し上げましたとおりですので、提出は請願者より提出できないんじゃないですか。です
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からこの議会に議案としてのっていないというのが、これは常識です。ですから、先ほ

ど言いましたように、寺町さん、今日までに、寺町議員がこの議会で審議できるような

場所をつくっておかないと、そういう私とあなたのやりとりだけで終わってしまうので、

なぜ、再提出をされなかったのか。謝りだとか謝罪だとかいろいろ言われましたが、そ

れはもう過ぎたことでありますし、もし謝罪がなかったから出さないという理由には私

はならないと思うし、これだけ住民が、皆さんがこぞってこれを改正してほしいと、そ

ういう要望のたまものであるのなら、どういう形でも、謝罪がなくても、再提出という

のが普通じゃないんですか。そして、我々の場所に出していただいて審議をする。これ

も紹介議員の務めじゃないかなと思っております。 

 寺町さん、再度聞きますが、もう一つは何でした。 

○１２番（寺町知正君） １つ目の、今後、新しい会議ができたらということが漏れてい

るのと、４つ目は議運との位置関係。 

○議会運営委員会委員長（久保田 均君） 議運と何の位置関係。 

○１２番（寺町知正君） 今回の全員協議会とか議会報編集委員会。特に全員協議会です

ね。議案の審査または議会の運営に関しと159条に書いてありますので。 

○議会運営委員会委員長（久保田 均君） 最初につきましては、これは会議の問題です

ね。 

○１２番（寺町知正君） はい、新しい会議。 

○議会運営委員会委員長（久保田 均君） これは、必要があればそのときに認めていく

ということですので、あえて今、あるとかないとか言わなくてもいいんじゃないかと思

います。 

 それから、最後の問題は議会運営委員会で内容の審議はいたしません。しなくてもい

いんですから。ですから、寺町さんがおっしゃったように、確かに日程だとかいろいろ

やりますし、それから議案のどういうものが出されるんだというのを副市長からいつも

説明を聞きます。それでいいと思っていますので、例えば、委員会付託というのは、議

会運営委員会で妥当なところへ付託をしようという決めをするわけで、その辺の位置関

係といいますか、そういう難しい問題じゃなくて、いわゆる議会のルールにのっとって、

そして我々が決めていく、議運が決めていくと、こういうことだと思っておりますが、

それ以外にまだ何かありますか。 

○１２番（寺町知正君） だから、そういう議運と今度新しく位置づけられる全員協議会

との中身の関係です。従来、議会運営委員会の中身って規定がなかったけど、今回、網

をかけたわけでしょう、議案の審査または議会の運営と、159条で。 
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○議会運営委員会委員長（久保田 均君） 159条に２つぐらいの項が追加されただけじゃ

ないんですか。 

○１２番（寺町知正君） 議案の審査または議会の運営に関し協議または調整を行うため

の場を別表のとおり設けると。 

○議会運営委員会委員長（久保田 均君） ちょっと休憩してください。 

○議長（藤根圓六君） 暫時休憩します。 

午前10時17分休憩 

 

午前10時20分再開 

○議長（藤根圓六君） 会議を再開いたします。 

 久保田 均君。 

○議会運営委員会委員長（久保田 均君） 全協というところは、今もいろいろ休憩中に

言いましたが、確かに正式に議案の審議はしません。しませんが、しかし、何か説明に

よっては質疑みたいなやりとりがあっても普通だと思うし、議員として承知すべきもの

が、もう既に議案としてできておるものについていろいろお聞きをし、例えばどうなん

だとお聞きをすること自体は別に法律に違反すると思っていないので、全協というとこ

ろの意味合いは、寺町さんがおっしゃるほど難しいものじゃないと思っています。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） まず、これ以外の会議について、当面予定がないので必要ない

ということですが、私は今回提案の159条の４に別に定めるというところを位置づけてい

ますので、その別に定めるものの中で、新たな会議が必要になったら速やかにこの別表

に位置づけるというような趣旨を明確にすべきだと。それをやっておかないと、今ここ

に任期としている議員はこの議論を承知していますが、新しい任期に変わったとき、将

来の人たちにはなかなか通じないということもありますので、やはり安定的に担保する

ためには、別に定めるところに明記すべきだと思うのですが、いかがでしょうか。 

 それから、公開についてですけど、事実上公開だからいいんじゃないかということで

すが、やはり、規則の本文に書くのか、今回の改正する規則ですね。あるいは別に定め

る部分に公開とすると書くべきであるというふうに思うのですが、その点、再確認をし

たい。 

 それと、もう一つ、議事録という形ですね、会議録。その点はどういったものが予定

されていくのかということです。特に、会議をオープンにされない場合に、会議録とい

うのは非常に中身を記録するとして重要なものなんですが、そういった意味で今回の２
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つのものについて、会議録はどのように予定されているのかということです。 

 それと、請願の関係は、やはり請願者がもう一回出せばいいじゃないかと言われるけ

ど、謝罪もないのに次のことができるのか。これは当然の市民感覚であります。そこを

飛ばしてもう一回出せばいいという議論は暴論でありまして、そのようなことが通用す

るとしたら、議会のルールはおかしいよということになると思うんです。 

 先ほどの最後の答えですけど、議案の審査についてはするのかしないのか。しかし、

いろいろな解説を見ても、開会前の議会の会議で中身の審査はいけませんよというのは

もう定説になっているわけです。やはり、執行者が許されるのはこういうことを出した

いんですよという、いわば説明だよと、その中身に踏み込むのは開会後の会議、議員協

議会だとか議員総会とか、そういう形をとっている議会が多いわけです。ですから、中

身を審査することを許容したいなら、開会前にもちろんあってもいいけども、開会後の

提案後の全員協議会なり議員の会議を開いて、そこで議論をする、そういう道筋を踏む

べきであると。それが法律にかなったやり方だと思うわけです。その点、いかがでしょ

うか。 

○議長（藤根圓六君） 久保田 均君。 

○議会運営委員会委員長（久保田 均君） いろいろ会議をしちゃっているが、必要があ

れば議員、例えば今の議員じゃなくても、今度、改正になってからでも、必要があれば

議員さんが常識を持って、これをつけ加えなさいとか、あるいはこれは削除しなさいと

やるべきであって、今、寺町議員がおっしゃるほどこれを問題にして論議をせなならん

かどうか、僕は本当に君の常識を疑う。こんなものは、必要ならば、当然、市長が提案

をして、これは出しましょうとか、議員提案でも出せるわけで、追加になれば。問題に

することはないと思うんだ。 

 それから、次の公開ということにつきましては、事実上、常任委員会を含めて公開に

されておりますし、するべきであって、別に断る理由がなければ公開でいきますので、

どこに明示していなくても、常任委員会並みにいけるということなので、あえてそれも

公開の明示をせよとおっしゃるけども、しなくてもいいんじゃないかなと思っています。 

 それから、最終の例の問題の会議規則ですが、謝罪とかおっしゃっていますが、謝罪

をしたかどうか私は確認しておりませんが、謝罪がないから再度提案はしない、しかし、

さっき言いました憲法16条に倣って、いわゆる請願権を剥奪したとかいろいろおっしゃ

っているので、言われる前に、繰り返しになりますが、チャンスはまだあるんですし、

今日、議会もこうやって開かれておりますから、請願者に紹介議員がどうだろうという

ことでお話をいただいて、再度提出いただければ問題もないと思っていますが。何か紹
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介議員そのものが表に立って、謝罪がないから置いたほうがいいんじゃないかというふ

うに私にはとれるので、もうちょっと協力的に、やっぱり議会運営に寺町議員も協力を

してもらえると、山県市議会もスムーズにいくんじゃないかなと思っております。 

 質疑はまだ続きますか、もうないんじゃないですか。 

○議長（藤根圓六君） もう終わりです。 

 他に質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 質疑はないものと認めます。これをもちまして、質疑を終了いた

します。 

                                         

 日程第６ 討論 

○議長（藤根圓六君） 日程第６、討論を行います。 

 最初に、反対討論はありませんか。 

 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 提案者にいろいろとお聞きしたわけですけれども、要は、現状、

こうであるからいいんじゃないかという趣旨が一番あります。例えば、新たな委員会が

できた場合にどうするのか、それはやっぱり今後のためにも別に定めるという４項の部

分で明記すべきであって、そうしなければ担保されないというふうに思いますし、会議

の公開についても、事実上公開であるから、それでいくからいいじゃないかということ

ですが、それはやはり会議の公開、特に本会議は自治法でもう定められている公開と。

それと同じように、議会の委員会についても、今回の新しい会議についても、規則の本

文中、少なくとも別に定めるという運用の要綱ないし要領、規定、そういった中で明確

に公開というのをうたうべきであるけれども、それはしないという説明でした。 

 それから、議会運営委員会と同様の内容が想定される全員協議会について、しかも議

案の審査もいいじゃないかと、質疑もいいんじゃないかという趣旨の答弁でしたけれど

も、やはり、まず議運とのすみ分けを明確にし、かつ適法な全員協議会の運営方法を目

指すべきなのに、現状でいいじゃないかという答弁。それらを聞いていくと、非常に規

則に位置づけた新しい会議、特に全員協議会がどういった内容でされていくのか強い懸

念があります。 

 そういった意味で、私はこのような認識のもとに提案される今回の規則の改正につい

ては反対いたします。 

○議長（藤根圓六君） 次に、賛成討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 討論はないものと認めます。これをもちまして、討論を終結いた

します。 

                                         

 日程第７ 採決 

○議長（藤根圓六君） 日程第７、採決を行います。 

 発議第11号 山県市議会会議規則の一部を改正する規則について、本案を原案のとお

り可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議がありますので、本案を原案のとおり可決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤根圓六君） お座りください。起立多数であります。よって、本案は原案のと

おり可決されました。 

                                         

 日程第８ 承第10号及び日程第９ 議第73号 

○議長（藤根圓六君） 日程第８、承第10号 山県市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明

に関する条例の一部を改正する条例の専決処分について、日程第９、議第73号 人権擁

護委員の推薦につき意見を求めることについて、以上２議案を一括議題とし、平野市長

に提案理由の説明を求めます。 

 平野市長。 

○市長（平野 元君） 皆さん、おはようございます。 

 本日は、平成20年山県市議会第４回定例会を招集しましたところ、議員の皆様方には、

師走に入り大変御多忙の中、御参集賜りましてまことにありがとうございます。 

 さて、御承知のように、米国のサブプライムローン問題に端を発しました世界的な金

融不安が広がっている中で、政府は景気対策として約２兆円の定額給付金の支給と道路

特定財源の一般財源化に際し、１兆円を地方へ移すことなどの方針を発表されたところ

でございます。 

 この定額給付金の給付に際しましては、給付方法等に係る相当量の事務量が市町村に

依存される形となります。山県市といたしましては、今後各関係機関、他の市町村との

連携、調整をとりながら、混乱を招くことのないよう慎重を期してまいる所存でござい

ます。 
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 また、この10月から11月にかけまして、自治会連合会との共催によりまして、市内各

地域６カ所の会場におきまして市政座談会を開催いたしたところでございます。議員各

位には大変お忙しい中、御出席を賜りましてありがとうございました。合計520名の市民

の皆様に御出席をいただきまして、貴重な御意見、御提言、御要望などをいただきまし

た。何と申しましても、少子高齢化に伴います福祉や教育などの充実や、各地域におけ

る道路整備等の促進が市民の皆様の共通した強い思いであると改めて認識をいたしたと

ころでもございます。 

 今回の市政座談会における市民の皆様方の声を今後の市政に反映させながら、本市の

まちづくりの基本理念である豊かな自然と活力ある都市が調和した安らかで快適な21世

紀の住みよいまちづくりに向けて一層進めてまいる所存でございます。今後とも皆様方

により一層の御支援と御協力を切にお願い申し上げる次第でございます。 

 さて、本日提案いたしております案件は、専決処分案件１件、人事案件１件、条例案

件２件、補正予算案件５件、その他の案件３件の計12案件でございます。 

 それでは、ただいま上程されました２案件について御説明を申し上げます。 

 初めに、承第10号 山県市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を

改正する条例の専決処分につきましては、地方自治法施行規則の一部を改正する省令が

平成20年11月６日に公布され、12月１日に施行されることになりましたので、平成20年

11月17日に、地方自治法第179条第１項の規定により、山県市認可地縁団体の印鑑の登録

及び証明に関する条例の一部を改正する条例を専決処分いたしましたので、同条第３項

の規定により、議会に報告をして承認を求めるものでございます。 

 次に、議第73号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきましては、人権

擁護委員法第６条第３項の規定により、山県市平井784番地の１にお住まいの鬼頭 勇氏

を人権擁護委員に推薦することについて、議会の意見を求めるものでございます。任期

は３年でございます。 

 鬼頭氏は、これまでも人権擁護委員として活躍されておりまして、地元住民の方々と

の交流が深く、地域の状況をよく把握され、住民の方々からの信望も厚い上、人権の重

要性をより認識され適任と思われますので、改めて推薦しようとするものでございます。 

 よろしく御審議の上、適切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。 

 ありがとうございました。 

                                         

 日程第10 質疑 

○議長（藤根圓六君） 日程10、質疑を行います。 



－ 15 － 

 発言を許します。どうぞ。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 質疑はないものと認めます。これをもちまして、質疑を終結いた

します。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております承第10号及び議第73号は、会議規

則第37条第３項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、委員会の付託を省略することに決

定しました。 

                                         

 日程第11 討論 

○議長（藤根圓六君） 日程第11、討論を行います。 

 最初に反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 次に、賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 討論はないものと認めます。これをもちまして、討論を終結いた

します。 

                                         

 日程第12 採決 

○議長（藤根圓六君） 日程第12、採決を行います。 

 承第10号 山県市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する

条例の専決処分について、本案を原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されまし

た。 

 議第73号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、本案を原案のとお

り同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意されまし
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た。 

                                         

 日程第13 議第74号から日程第21 議第82号まで 

○議長（藤根圓六君） 日程第13、議第74号 山県市税条例の一部を改正する条例につい

て、日程第14、議第75号 山県市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、日程第15、議第76号 平成20年度山県市一般会計補正予算（第４号）、日程第1

6、議第77号 平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、日程第17、

議第78号 平成20年度山県市介護保険特別会計補正予算（第２号）、日程第18、議第79

号 平成20年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）、日程第19、議第80号

 平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号）、日程第20、議第81号 山県市土

地開発公社定款の一部を変更する定款について、日程第21、議第82号 山県市青波福祉

プラザの指定管理者の指定について、以上９議案を一括議題とし、提案者の説明を求め

ます。 

 平野市長。 

○市長（平野 元君） それでは、ただいま上程されました９案件につきまして御説明申

し上げます。 

 初めに、議第74号 山県市税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法の

一部を改正する法律が平成20年４月30日に公布され、平成21年４月１日施行分では、個

人住民税における寄附金制度につきまして、現行の対象寄附金に地方公共団体が条例で

指定した寄附金を追加することができることになりましたので、その指定をするために

規定の改正をするものでございます。 

 次に、議第75号 山県市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例につきま

しては、山県市立西武芸小学校、富波小学校、乾小学校の３校を平成22年４月１日に統

合するため、当該小学校３校を廃止し、現西武芸小学校の位置に新たな学校、美山小学

校を設置するための規定の改正をするものでございます。 

 続きまして、資料ナンバー３、議第76号 平成20年度山県市一般会計補正予算（第４

号）につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に3,651万5,000円を追加し、歳入歳出

の予算の総額を138億372万5,000円とするものでございます。 

 歳出の款ごとに順次概要を御説明申し上げます。 

 まず、総務費につきましては、各種基金の運用益の積立金と有線テレビ局の光熱水費

不足分の増額補正でございます。 

 民生費につきましては、社会福祉費では、国民健康保険特別会計と介護保険特別会計
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の繰出金のほか、過年度精算による障害者自立支援事業の国庫支出金等返還金、灯油代

高騰による美山老人福祉センター施設管理委託料を増額補正し、児童福祉費では、第３

子以降の出産予定者増加による出産祝い金の増額と、過年度精算による母子家庭等自立

支援の国庫支出金等の返還金の追加で、生活保護費では、過年度実績に基づく国庫支出

金の返還金を追加計上いたしております。 

 次に、衛生費につきましては、クリーンセンターのごみ処理委託料と最終処分場の水

処理の増加などに伴う光熱水費不足分の増額補正でございます。 

 教育費につきましては、小学校費で光熱水費不足分を増額補正し、富岡小学校ほか３

校の給水管漏水修繕工事費と白山荘教職員住宅の修繕工事費を追加補正するほか、児童

扶養手当受給者の増加に伴い、小学校就学援助費を増額補正するものでございます。 

 歳入につきましては、４月の暫定税率廃止期間の減収補てんとしての自動車取得税減

収補てん臨時交付金と、地方道路譲与税減収補てん臨時交付金のほか、救助工作車購入

事業に対する県市町村振興補助金、クリーンセンター解体撤去工事による有価物売却代

金の財産収入などの追加計上をするものでございます。 

 また、財源余剰となる分につきましては、当初見込んでおりました財政調整基金繰入

金のうち、381万3,000円を取りやめることにいたしております。 

 次に、議第77号 平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、既定の歳入歳出予算の総額に65万円を追加し、歳入歳出の予算の総額を34億

9,785万円とするものでございます。これは、国保連の処理システムが新電算システムに

移行することに伴うシステムの開発のための委託料の増額でございます。 

 次に、議第78号 平成20年度山県市介護保険特別会計補正予算（第２号）につきまし

ては、既定の歳入歳出予算の総額に2,695万2,000円を追加し、歳入歳出の予算の総額を

18億4,919万9,000円とするものでございます。 

 また、総務費につきましては、総務管理費には３年に１度の介護報酬改定に伴うシス

テム改修委託料、法改正による認定システム改修の委託料、国保連との連携システム用

パソコンのリース期間終了に伴い、新規に購入するための費用を追加補正し、介護認定

費には制度改正により既存のシステムを要介護認定システムモデル事業に対応できるよ

う改修するための委託料を追加計上するものでございます。 

 次に、保険給付費につきましては、介護予防サービス等諸費には要支援者のサービス

利用が増加したため要支援者給付費負担金を増額し、高額介護サービス等費につきまし

ては、低所得者に対して一定の上限を超えた分の払い戻しをする低所得者対策費負担金

を増額し、特定入所者介護サービス等費には、施設での食事、住居費の負担のうち上限
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を超えた分の給付費負担金を増額補正するものでございます。 

 どれもサービス利用者が増加したため、不足となる分の増額補正をするものでござい

ます。 

 基金積立金につきましては、介護給付費基準基金の運用益の積立金を増額いたしてお

ります。 

 次に、議第79号 平成20年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、既定の歳入歳出予算の総額に81万2,000円を追加し、歳入歳出の予算の総額を

１億3,290万円とするものでございます。これは、確定申告により今年度支払う消費税が

確定したため増額補正をするものでございます。 

 次に、議第80号 平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、

収益的支出は800万円の増額補正、資本的支出は440万円の増額補正をするものでござい

ます。 

 収益的支出につきましては、市内の配水管修繕費が不足するための増額でございまし

て、そのうちの300万円につきましては、県の中濃用水事業の橋梁工事において水道管が

支障となったための修繕費で、同額を県の補償金として収益的収入に計上いたしており

ます。 

 資本的支出につきましては、鳥羽川改修に伴う富岡排水機場東側の新川にかかる橋の

かけかえに伴う配水管移設工事費であり、同額を県の補償金として資本的収入に計上い

たしております。 

 次に、議第81号 山県市土地開発公社定款の一部を変更する定款につきましては、公

有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴いまして、山県市土地開発公社の定款を

変更することについて、同法第14条第２項の規定により、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 次に、議第82号 山県市青波福祉プラザの指定管理者の指定につきましては、山県市

青波福祉プラザの指定管理者に特定非営利活動法人どんぐり会を選定いたしましたので、

平成21年４月１日から平成24年３月31日までの３年間、指定管理者とすることについて、

地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 どんぐり会は、この施設の設置目的及び効率的な管理運営が可能でございまして、地

域の活性化が見込まれるとともに、各種福祉事業に対して意欲的でございまして、福祉

事業においても多くの実績を有し、施設の円滑な運営に不可欠な地域との信頼関係も既

に確立されていることなどから、山県市青波福祉プラザの指定管理者としての運営管理

を行うのにふさわしい団体であると判断をいたしましたので、今回、指定を提案するも
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のでございます。 

 以上、御説明を申し上げましたが、よろしく御審議を賜りまして、適切な議決を賜り

ますようお願い申し上げます。 

 ありがとうございました。 

                                         

 日程第22 議第83号 土地の取得について 

○議長（藤根圓六君） 日程第22、議第83号 土地の取得についてを議題といたします。 

 地方自治法第117条の規定により、石神 真君、杉山正樹君、尾関律子君の除斥を求め

ます。 

〔石神 真議員、杉山正樹議員、尾関律子議員 退場〕 

○議長（藤根圓六君） 平野市長に提案理由の説明を求めます。 

 平野市長。 

○市長（平野 元君） それでは、ただいま上程されました１案件につきまして御説明を

申し上げます。 

 議第83号 土地の取得につきましては、山県市土地開発公社が平成６年11月25日に契

約及び平成10年12月25日契約の公共用地の先行取得に関する契約により先行取得した土

地を（仮称）福祉健康広場用地として買い戻すため、地方自治法第96条第１項第８号及

び山県市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により、議会の議決を求めるものでございます。 

 取得する土地は、山県市大字大桑字椿野地内の70筆で、取得金額は９億1,441万6,257

円、取得面積は６万979平米、取得目的は（仮称）福祉健康広場用地、土地の取得先は山

県市高木1000番地の１、山県市土地開発公社でございます。 

 よろしく御審議賜りまして、適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。 

 ありがとうございました。 

○議長（藤根圓六君） 石神 真君、杉山正樹君、尾関律子君の入場を許可します。 

〔石神 真議員、杉山正樹議員、尾関律子議員 入場〕 

                                         

○議長（藤根圓六君） 以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。議案精読のため、あす４日より10日までの７日間、休会としたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、あす４日より10日までの７日間、
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休会とすることに決定いたしました。 

 11日は午前10時より会議を再開いたします。 

 本日はこれにて会議を閉じ、散会いたします。御苦労さまでした。 

午前10時54分散会 
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平成２０年第４回 

山県市議会定例会会議録 

第２号 １２月１１日（木曜日） 

                                         

○議事日程  第２号 平成２０年１２月１１日 

 日程第１ 議第84号  山県市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第２ 議第85号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第３ 議第86号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第４ 質  疑 

      議第74号  山県市税条例の一部を改正する条例について 

      議第75号  山県市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

      議第76号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第４号） 

      議第77号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

      議第78号  平成20年度山県市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

      議第79号  平成20年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

      議第80号  平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号） 

      議第81号  山県市土地開発公社定款の一部を変更する定款について 

      議第82号  山県市青波福祉プラザの指定管理者の指定について 

      議第84号  山県市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

      議第85号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第５号） 

      議第86号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第５ 委員会付託 

      議第74号  山県市税条例の一部を改正する条例について 

      議第75号  山県市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

      議第76号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第４号） 

      議第77号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

      議第78号  平成20年度山県市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

      議第79号  平成20年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

      議第80号  平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号） 

      議第81号  山県市土地開発公社定款の一部を変更する定款について 
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      議第82号  山県市青波福祉プラザの指定管理者の指定について 

      議第84号  山県市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

      議第85号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第５号） 

      議第86号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第６ 質  疑 

      議第83号  土地の取得について 

 日程第７ 委員会付託 

      議第83号  土地の取得について 

                                         

○本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議第84号  山県市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 日程第２ 議第85号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第５号） 

 日程第３ 議第86号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第４ 質  疑 

      議第74号  山県市税条例の一部を改正する条例について 

      議第75号  山県市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

      議第76号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第４号） 

      議第77号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

      議第78号  平成20年度山県市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

      議第79号  平成20年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

      議第80号  平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号） 

      議第81号  山県市土地開発公社定款の一部を変更する定款について 

      議第82号  山県市青波福祉プラザの指定管理者の指定について 

      議第84号  山県市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

      議第85号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第５号） 

      議第86号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第５ 委員会付託 

      議第74号  山県市税条例の一部を改正する条例について 

      議第75号  山県市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

      議第76号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第４号） 



－ 23 － 

      議第77号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

      議第78号  平成20年度山県市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

      議第79号  平成20年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

      議第80号  平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号） 

      議第81号  山県市土地開発公社定款の一部を変更する定款について 

      議第82号  山県市青波福祉プラザの指定管理者の指定について 

      議第84号  山県市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

      議第85号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第５号） 

      議第86号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第６ 質  疑 

      議第83号  土地の取得について 

 日程第７ 委員会付託 

      議第83号  土地の取得について 

                                         

○出席議員（１６名） 

    １番  上 野 欣 也 君    ２番  石 神   真 君 

    ３番  杉 山 正 樹 君    ４番  尾 関 律 子 君 

    ５番  横 山 哲 夫 君    ６番  宮 田 軍 作 君 

    ７番  田 垣 隆 司 君    ８番  谷 村 松 男 君 

    ９番  武 藤 孝 成 君   １０番  影 山 春 男 君 

   １１番  後 藤 利 ﾃﾙ 君   １２番  寺 町 知 正 君 

   １３番  藤 根 圓 六 君   １４番  小 森 英 明 君 

   １５番  村 瀬 伊 織 君   １６番  久保田   均 君 

                                         

○欠席議員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

  市  長  平 野   元 君  副 市 長  嶋 井   勉 君 

  教 育 長  森 田 正 男 君  総務部長  林   宏 優 君 

  市民環境             保健福祉         松 影 康 司 君        笠 原 秀 美 君 
  部  長             部  長 

  産業経済             基盤整備 
        土 井 誠 司 君        梅 田 修 一 君   部  長             部  長 
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  教育委員会                  
        恩 田   健 君  会計管理者  山 田 利 朗 君   事務局長                  

  消 防 長  上 野 敏 信 君  総務部次長  城戸脇 研 一 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員の職氏名 

  事務局長  舩 戸 時 夫    書  記  髙 橋 幸 弘 

  書  記  林   強 臣 
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午前10時00分開議 

○議長（藤根圓六君） ただいまの出席議員数は16名であります。定足数に達しておりま

すので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

                                         

 日程第１ 議第84号から日程第３ 議第86号まで 

○議長（藤根圓六君） 日程第１、議第84号 山県市国民健康保険条例の一部を改正する

条例について、日程第２、議第85号 平成20年度山県市一般会計補正予算（第５号）、

日程第３、議第86号 平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）、以

上３議案を一括議題とし、提案者の説明を求めます。 

 平野市長。 

○市長（平野 元君） 皆さん、おはようございます。 

 本日提案いたしております案件は、条例案件１件、補正予算案件２件の計３案件でご

ざいます。 

 ただいま上程されました３案件につきまして、御説明を申し上げます。 

 初めに、議第84号 山県市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、

健康保険法施行令等の一部を改正する政令が平成20年12月５日に公布され、平成21年１

月１日に施行されることに伴い、出産育児一時金について、出産１件につき、現行の35

万円に３万円を上限に加算できるよう改正を行うものでございます。 

 次に、資料ナンバー７、議第85号 平成20年度山県市一般会計補正予算（第５号）に

つきましては、既定の歳入歳出予算の総額に47万6,000円を追加し、歳入歳出の予算の総

額を138億420万1,000円とし、債務負担行為の追加を行おうとするものでございます。 

 債務負担行為の追加につきましては、山県市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要

綱に基づき、申請のありました資金の利子につきまして、農業者等の借入金利負担を軽

減するために利子助成を行うものでございまして、実質金利から農山漁村振興基金の助

成率を除いた率の２分の１を県が助成し、２分の１を市が助成するものでございます。 

 なお、期間は平成21年度から35年度まで、限度額は265万5,000円でございます。 

 歳出の款ごとに順次概要の御説明を申し上げます。 

 まず、民生費につきましては、条例改正によります国民健康保険特別会計の増額補正

に伴う繰出金の24万円を増額補正するものでございます。 

 農林水産業費につきましては、債務負担行為で御説明申し上げましたとおり、農業経

営基盤強化資金利子補給金23万6,000円を追加補正するものでございます。 
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 歳入につきましては、前年度繰越金47万6,000円を計上いたしております。 

 次に、議第86号 平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につき

ましては、既定の歳入歳出予算の総額に36万円を追加し、歳入歳出の予算の総額を34億

9,821万円とするものでございます。 

 条例改正に伴い、出産育児一時金が平成21年１月から出産１件につきまして３万円を

上限として加算できるようになることに伴い36万円を計上し、歳入といたしましては一

般会計繰入金24万円と財政調整基金繰入金12万円を計上いたしております。 

 以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議を賜りまして、適切な議決を賜りま

すようお願い申し上げます。ありがとうございました。 

                                         

 日程第４ 質疑 

○議長（藤根圓六君） 日程第４、質疑。 

 議第74号 山県市税条例の一部を改正する条例についてから、議第82号 山県市青波

福祉プラザの指定管理者の指定についてまでの９議案及び議第84号 山県市国民健康保

険条例の一部を改正する条例についてから、議第86号 平成20年度山県市国民健康保険

特別会計補正予算（第２号）までの３議案に対する質疑を行います。 

 質疑の通告がありますので、発言を許します。 

 上野欣也君。 

○１番（上野欣也君） それでは、内容がよくわからないものですから御質問をいたしま

す。 

 資料３の17ページにかかわる内容でございますが、まず、介護保険特別会計補正予算

の保険給付費のうち介護予防サービス給付費の増加分、これはあらかじめ予測されてい

たものか、あるいはこういうものは想定できなかったものかという点と、補正額の内訳

について、先般ちょっと説明を聞きましたけれども、もう少し詳しく御説明をいただけ

ないかということが１点。 

 同じく、第２号のところで、保険給付費のうちの特定入所者の介護サービス費の施設

での食事の上限を超えた分という説明がございましたけど、これは本年度から新たにで

きた制度なのか、その辺、ちょっと教えていただきたいということと、この補正額の内

容をもう少し詳しく説明していただけないか、２点お願いいたします。 

○議長（藤根圓六君） 笠原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（笠原秀美君） 介護予防サービス給付につきましては、平成18年度から

要支援１、２の方に支払う給付費の内容で、新たに18年度からスタートしております。
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18年度にはいろんな規制がされておりましたので予測より伸びておりません。今年度に

入って、制度の周知が図られてきたことにより給付が伸びたことによるものでございま

す。 

 主な内容といたしまして、介護予防通所サービス、420万円程度、介護予防訪問介護が

194万3,000円、介護予防福祉用具貸与が169万円、介護予防短期入所療養介護が11万3,000

円という内容でございます。 

 それから、２番目の御質問の内容になるかというふうに思いますが、それにつきまし

ては、この制度は平成17年の10月から施設入所に対する住居費及び食費を保険給付から

廃したことの内容になります。それ以前は介護保険の給付の中で賄ってまいりましたが、

在宅生活者との負担の公平性を欠くという点から、17年の10月から廃止になっておりま

す。ただし、所得が低い方に関しては、負担増になることによって施設に入所できなく

なることを避けるために、負担限度額を認定申請という形で手続することによって住居

費及び食費の一部を引き続き介護保険から費用として受けられるようになっております。 

 主な内容といたしまして、食費にかかる費用が564万7,000円、住居費が116万円という

ふうになっております。 

○１番（上野欣也君） ありがとうございました。 

○議長（藤根圓六君） 上野欣也君の質疑を終わります。 

 発言通告書による質疑は終わりました。ほかに質疑はありませんか。 

 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 通告はしませんでしたが、何点かありますので、順番に議案の

順に行きたいと思います。 

 まず、資料１、提出議案書の中の４ページにあります議第74号ですけど、市税条例の

改正ということでお聞きします。対照表にもあり、詳しい説明もお聞きしたんですが、

要は法律が変わって自治体が条例で定めると適用できるという趣旨かと理解しています。

今回の提案は、県が定めたから市もそのままスライドして改正するのかなと思っている

んですが、それでいいのでしょうか。 

 そして、それでよいとすると、県はこのように決めたんですが、市は全く何もしない

のか、何も新たに定めないのかというところの疑問が出るんですが、その点、いかがで

しょうか。 

○議長（藤根圓六君） 松影市民環境部長。 

○市民環境部長（松影康司君） お答えします。 

 今回の税改正でございますが、県が定めましたもので山県市もその県の条例にのっと
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って行いました。 

 山県市が何も定めないかということでありますが、一応、今回ここにございますよう

に、３から12につきまして、市内にもこういう法人等がございますもので、これにのっ

とりまして、そういうふうで市内外について定めております。 

 以上でございます。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） そうすると、この改正の条文の読み取り方として、県が定める

部分がそのままスライドしてきた。そして、山県市独自としてこの部分はというところ

があるんですか、それとも法律や県のほうに書いてあるからすっと持ってきて対象とす

る団体が市内にあるところはこれだけですよということなのか、裏返せば、山県市がこ

の部分を書き込まなかったら山県市の団体でも適用になりませんという意味であるのか

ということです。そうであれば、何号と何号というところを示してください。 

○議長（藤根圓六君） 松影市民環境部長。 

○市民環境部長（松影康司君） お答えします。 

 ３号につきましては、一応これは県内にしかございませんし、４号につきましては県

内外ございませんで、国だけです。それから、市内につきましては９号がございます。

一応社会福祉法人のあしたの会とか若松学園等がございます。あとは県外しかございま

せんけど、一応市内に住んでみえる方も県のほうに恩恵があるということで、あずかっ

ている方も多くみえるということで、県内外を対象にして行いました。 

 以上でございます。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） ちょっと不勉強でごめんなさい。 

 今、９号は市内の団体があるという趣旨だと思うんですが、９号は山県市が入れたか

ら９号ができるのか、裏返せば県にはない９号なのか。じゃなくて、多分県は全部１か

ら12まで入れていると、そこを条例改正すれば山県市の中で対象になる団体は、９号の

ところが保有の市内の団体がありますよという答弁だと思うんですが、お聞きしたいの

は、まださらに自治体独自で定める範囲があろうかと思うんです。その部分について、

県はこれだけ出したんだよと、そこら辺はわかったんですが、山県市はさらに独自に対

象とする部分を足してはいないんですか、足さないんですかであり、なぜ足さないんで

すかということをお聞きしたいわけです。 

 県がこれだけ範囲をかけたから、山県市の中に対象となるのは当然出てきます。そこ

はわかるんです。山県市長として、ここは市独自で加えたんですよという条文、箇所は
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あるんでしょうかということ。 

○議長（藤根圓六君） 松影市民環境部長。 

○市民環境部長（松影康司君） お答えします。 

 山県市独自で加えたことはございませんけど、新旧対照表にございますように、県に

おける教育または化学の振興、文化の向上、社会福祉の貢献、その他公益の増進に寄与

するものについて県が別に定めるとございます。県が別に定めたものにつきまして、県

が一応２月に規則等を定めますもので、それにつきまして、私どもはそれにのっとって

４月１日から施行する予定をしています。 

○議長（藤根圓六君） 寺町君、質問を変えてください。 

○１２番（寺町知正君） 何か市が独自に加えられる余地がありそうに思ったんですがと

思います。 

 次に、議案書の10ページの議第82号ですけど、青波の福祉プラザの指定管理というこ

とでお尋ねします。 

 一応、これは最初の契約の期間が過ぎたので、次の更新的な提案かと思うんですけれ

ども、この間を見ていて、十分に目的が達せられる事業がなされたのかなというところ

の評価を確認したいということです。当然、そう思うから次が出てくるんでしょうけど、

指定管理というのは、これ、結局どこでもそうですけど、同じところに出し続けると、

ついついルーズになっていくというのが人間社会の常なんですよね。そこを、例えば役

所が直営だったものを民間の知恵と工夫でよりよいものにしようというのが指定管理だ

と思うんですが、次をまたすっとここにしか出さない、入札にもかけないというところ

に疑問を感じるんです。そのあたりの説明をお願いします。 

○議長（藤根圓六君） 笠原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（笠原秀美君） 青波福祉プラザにつきましては、福祉施設ということで、

世代間交流を活発化させていくというのが目的で設置しております。この３年間で見せ

ていただきますと、まず第１点が、市内の唯一の福祉のＮＰＯ法人であるということ。

それの中で、中年女性が中心とした活動の場への視点ということで、非常に中年女性の

活発な活動がなされているということ。 

 それから、２点目に、国土交通省の「新たな公」によるコミュニティ創生支援モデル

事業という指定を今年度受けて、これは地域に密着した、青波という地域に密着した事

業を今回展開していらっしゃいます。 

 それから、３番目に、非常に熱心で意欲的であるという、その１つの根拠といたしま

して、平成19年だったと思いますが、東海ろうきんの助成事業、これは起業をする個人
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や団体を主に出している事業でありますが、そこで配食サービスを展開するというよう

な、新たな事業をやっていらっしゃるというようなところから指定させていただきたい

というふうに思っております。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 現実に、私もここはいいと思って見ているんですけれども、た

だ、先ほど申し上げたように、一般論として、将来もずっと大丈夫だよと思ってしまう

と、ついついルーズになるというのが多くの事業の傾向だと思うので、そういう意味で、

行政のほうはフォローするのはいいんですが、その辺はしっかりするようにということ

を常に言い続けてほしいと思うんですが、そこは大丈夫でしょうか。 

○議長（藤根圓六君） 笠原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（笠原秀美君） 定期的な行政とのかかわりも持っておりますし、そうい

った中で報告を受けながら指導のほうも進めていきたいというふうに思っております。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 次は補正予算です。資料の３のほうですけど、議第76号です。

予算書の９ページの下段です。衛生費の清掃費です。ここのところの説明のところを見

ますと、ごみ処理ということで、委託料、不燃ごみ・粗大ごみ処理委託料ということで

1,200万円ほど、非常に高額な補正が出ているんですが、ここの部分、この時期にこのよ

うな大きな額が出るのはどうしてなのかということ。 

 それから、もともとこの不燃ごみ、粗大ごみの処理委託の当初予算は幾らであったの

か、その比較もちょっと教えてください。 

○議長（藤根圓六君） 松影市民環境部長。 

○市民環境部長（松影康司君） お答えします。 

 不燃ごみ・粗大ごみ処理委託料の補正の理由でございますが、不燃ごみ、粗大ごみの

過去の搬入データによりますと、重量しか必要でなかった、今回重量によるデータ管理

であるため、重量しかございません。しかし、民間の委託に対する場合につきましては、

容積による単価、１立米当たりであったので、重量単価を容積に換算する必要がありま

した。そこで容積換算は一般的な想定、見かけ比重により換算したもので当初予算の委

託処理金額を算出したものでございます。実際には、想定見かけ比重と異なった容積と

なったことから、処理委託金額の増額をお願いしなければならなくなりました。 

 それから、もう一つにつきましては、粗大ごみの搬入量が昨年と比べまして増えまし

た件と、それから美山地域に２カ所ばかり火災が起きましたもので、それにつきます粗

大ごみがたくさん出たことにつきまして、当初予算より想定が増えたことでございます。 
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 それから、当初予算のお金でございますが、3,411万2,000円でございます。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 当初3,400万のところを1,200万ですから、３分の１以上を追加

しなければならないという事情かと思いますけど、１つは、搬入量が増えたという後半

の説明ですけど、火災のことはともかく、なぜことしそんなに搬入量が増えたか、火災

以外で。そのような特殊な事情はなかったと思います。特殊な事情がないということは、

変動はもちろんありますが、通常の変動の中ですから、その３分の１に貢献するような

大きな移動というのは通常は想定されないと思うんですが、そこの説明をお願いしたい。 

 それから、もう一点、もともとの重量と容積の考え方ですけど、今の説明を初めて聞

いて思うのは、当初予算の段階は重量で見積もったと、予算を積んだ。ところが、途中

で方法が変わって容積ということになったので、その計算の結果が変わってきたと。今、

答弁を理解したんですが、それで間違っていないなら間違っていない、間違っているな

らもう一度説明をしていただきたいということと、当然１年間の契約ですよね、ごみ処

理は。予算も。そうすると、年度途中でそのような本質的な変更があるということは通

常は考えがたいし、逆に言えば受け入れがたいことですよね。しかもそれが上がるんだ

ったら。下がるんならまだともかく、そのあたりをわかりやすく説明してください。 

○議長（藤根圓六君） 松影市民環境部長。 

○市民環境部長（松影康司君） １点目の搬入量が増えたということでございますが、先

ほどお話ししましたように火災等もございますし、最近、引っ越し等でいろんな方が持

ってきますもので、そういうのが増えたこと等ありますし、ごみの点数、１点当たりの

点数がございまして、いろんなものを持ってきますもので、その点数が増えたことがご

ざいます。 

 それから、容積率の関係でございますが、例えばで言いますけど、不燃・粗大ごみが

当初では一応立米当たり400キロを予定していましたんですけど、実際には190キロと小

さくなったようなことがございますし、布団類につきましても家具類につきましても同

じようなことがございます。 

 それから、３点目は何やったかね。 

○１２番（寺町知正君） 年度途中でそんな大幅な、本質的な変更があったのは理解でき

ない。 

○市民環境部長（松影康司君） これは、先ほどずっとるる御説明しましたような理由で、

年度途中に今のこういう粗大ごみの量が増えたとか、そういうようなことで増えたんで

ございまして、そこら辺は御理解願いたいと思います。 
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○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 最後の点ですけど、重量と容積の関係ですけど、単純に、最初

に見積もった立米400キロぐらいが190キロぐらいであったので、つまり、ことしのごみ

が軽かったよということなので、予算が随分違ってきましたということなのか、そうす

ると何か400が190というのは半分以下ですから、それぐらいの変動って、多分通常もあ

るでしょう、上がることも減ることも。想定の中ぐらいじゃなきゃおかしいわけですよ

ね。ことしだけこんなにぽんと軽くなったというふうには普通考えられないわけですよ。

ということは、予算の段階でそれぐらいの変動は想定して予算を積んでいるのが普通じ

ゃないんですか。毎年毎年変動があってやってきた。ことしはどうしてこんなに大幅に

30％も上げなきゃいけないのか。量が増えたことの部分はわかりましたが、計算方法の

変更によるというところがどうしてもまだ理解できないんですけど。 

○議長（藤根圓六君） 松影市民環境部長。 

○市民環境部長（松影康司君） 何度も言いますように、当初予算は一応400キロで想定し

たんですけど、ごみはいろいろな種類がございますもので、そこで計算しますと、今お

話ししましたように、不燃・粗大ごみでは400キロですけど190キロとなったようなこと

でございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） それでは、きょう提案された出産関係の条例改正と補正予算と

セットだと思いますけど、どちらを使ってもいいんですが、とりあえず資料７の補正予

算です。これの一番最後のページですけど、一時金を増加するということでした、36万

円。一般会計から24万、それから財調から16万という説明でしたけど、そもそも３万円

を上限としてというふうに条例、法律の関係ですね、改正するわけですよね。そうする

と、山県市はその上限でいくのか、幾らでいくのかというところと、その額にした理由

をまず説明いただきたい。 

○議長（藤根圓六君） 松影市民環境部長。 

○市民環境部長（松影康司君） 先ほど市長の提案説明にございましたように、産科医療

補償制度が変わりますもので、現行の35万円を、新旧対照表にございますように、市長

が必要と認めた場合は３万円を上限に加算するとございまして、これは市長が必要と認

めた場合というのは産科医療補償制度に加入される病院とか診療所がございますので、

そこでされた場合につきましては３万円を上限として加算するということでございます。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 
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○１２番（寺町知正君） そうすると、山県市は３万円なんですか、それとも２万5,000

円なんですかというところを。３万円を上限はわかりますけど、幾らでいくんですか。

あるいは、ケースによって違う、もともとのこうであるという表があって、そこが適用

されるのかというところですね。そして、今のお答えだと、出産する医療機関の場所、

方法によって３万円以内が適用されるケース、されないケースがあるのかなということ

です。やっぱり市民からすると、どうしたらいいかというところに大きく影響するので、

そのあたりをきちっとわかりやすく説明してください。 

○議長（藤根圓六君） 松影市民環境部長。 

○市民環境部長（松影康司君） 先ほどお話ししましたように、産科医療補償制度に加入

されている病院、診療所または助産所に出産されたところにつきましては、一応３万円

を加算しますし、そこにされていない方につきましては３万円を加算しません。それは

規則等を定めまして、それにのっとって出資するようにしております。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） そうしたら、加入しているかどうかは行政の人はすぐわかるで

しょうけど市民はわからないので、例えば加入しているのはどこですよとか、どういっ

たところですとか、加入していないのはどういったところですとかって線引き、あるい

は固有名詞でいいからちょっと教えていただけませんか。広報で周知するとかも必要だ

し。 

○議長（藤根圓六君） 松影市民環境部長。 

○市民環境部長（松影康司君） これは１月１日から３万円を上限として加算しますもの

で、それにつきまして、今、広報に出すように準備しておりますので、済みません、よ

ろしくお願いします。 

 診療所とか病院等につきましては、今、資料等を持っておりませんもので、また後日

お答えさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） ほかに質疑はございませんか。 

 小森英明君。 

○１４番（小森英明君） 資料３の10ページですけど、款10教育費という中で、説明のと

ころで、白山荘の教職員住宅の修繕工事というところで漏水工事があるということです

が、どの程度の漏水工事なのか。また、漏水工事だけなのか、それとも小学校を修繕さ

れるので、外観なんかも同時にやられるのかどうかということを聞きたいと思っておる

のと、せっかく学校も近くにあって塗装もきれいになっておるもので、この白山荘もき

れいに外観も塗装したらいいんじゃないかと思っておりますが、どのようにされておる
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んですか。 

○議長（藤根圓六君） 恩田教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（恩田 健君） お答えいたします。 

 漏水工事につきましては、富岡小学校、梅原小学校、大桑小学校、西武芸小学校の４

校の漏水工事ですが、これにつきましては漏水調査をしまして、大きな漏水ではござい

ませんでしたので、この予算の範囲内で十分できるということでございます。 

 それから、白山荘教員住宅修繕工事につきましては、白山荘の２階に３部屋、１階に

世帯用が２部屋ございますが、１階の２部屋が床がシロアリで２部屋とも住める状態で

はございませんので、それの改修をするということでございます。 

 それから、西武芸小学校の改造につきましては、統合に向けまして、ことしと来年で

改修をしますが、外壁等もきれいに塗り直し、修繕をいたします。漏水調査は、先ほど

申し上げましたように、若干の漏水でございましたので、今年度、この補正によりまし

て改修を行います。 

 以上でございます。 

○議長（藤根圓六君） 小森英明君。 

○１４番（小森英明君） 小学校のほうはきれいになるんですけど、それで、白山荘の教

員住宅も外壁なんかもきれいにしたらいいんじゃないかと私は思っておるんですけど、

その点もこの修繕の中に入っているのかどうかということを先ほどお尋ねしたわけです。 

○議長（藤根圓六君） 恩田教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（恩田 健君） この補正予算の中には白山荘の外壁の修繕は入っ

てございません。 

 以上です。 

○議長（藤根圓六君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 質疑はないものと認めます。よって、これをもちまして、議第74

号から議第82号及び議第84号から議第86号までの質疑を終結いたします。 

                                         

 日程第５ 委員会付託 

○議長（藤根圓六君） 日程第５、委員会付託。 

 議第74号から議第82号及び議第84号から議第86号は、会議規則第37条第１項の規定に

より、お手元に配付してあります議案付託表１のとおり、それぞれ所管の常任委員会に

付託します。 



－ 35 － 

                                         

 日程第６ 質疑 

○議長（藤根圓六君） 日程第６、議第83号 土地の取得についてに対する質疑を議題と

します。 

 地方自治法第117条の規定により、石神 真君、杉山正樹君、尾関律子君の除斥を求め

ます。 

〔石神 真議員、杉山正樹議員、尾関律子議員 退場〕 

○議長（藤根圓六君） 発言を許します。どうぞ。 

 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） それでは、お尋ねしますけれども、これは資料１の一番最後で

すね。土地の面積、金額も書いてありますけど、まず１点は、そもそもこの土地を取得

したときの価格と今回市がまた取得するという、この間には諸経費及び金利があると思

うんですが、それは幾らが幾らになって、この９億1,400何がしが出ているのかというこ

とですね。要は、この間の上乗せ部分の額を明らかにしていただきたい。 

 それから、もう一点、一応（仮称）福祉健康広場用地ということになっていますが、

国体にもという話は以前からあるわけですけど、そういう近いところの利用計画、それ

から１つのイベントが済んだ後の利用計画、それはどのようでしょうか。 

○議長（藤根圓六君） 林総務部長。 

○総務部長（林 宏優君） １点目の御質問のこの用地の取得費用等でございますが、３

つに分類いたしますと、まず取得用地費と附帯費用と、それから金利の累計に分けて御

説明いたしますと、用地の取得費用でございますが、８億3,928万1,861円でございます。 

 次に、附帯費用といたしまして、登記等の費用でございますが、364万6,852円でござ

います。それと金利の累計でございますが、7,148万7,544円でございます。合計といた

しまして、９億1,441万6,257円でございます。 

○１２番（寺町知正君） 差額の合計が計算されていません。 

○総務部長（林 宏優君） 済みません、計算しておりません。 

○１２番（寺町知正君） あと、利用計画も。 

○議長（藤根圓六君） 暫時休憩します。 

午前10時36分休憩 

 

午前10時37分再開 

○議長（藤根圓六君） 会議を再開します。 
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 梅田基盤整備部長。 

○基盤整備部長（梅田修一君） 椿野の公園用地のほうなんですけども、馬術競技の跡地

利用など、利用計画はどうなっているかということでございますけども、現在、まだ国

体の馬術競技の計画もまだ具体的になっておりませんので、まだ私のほうも、市として

も具体的にどうするかということは決めておりませんけども、この国体の馬術競技場の

跡地などを利用いたしまして福祉面を考慮した公園づくりをしていきたいというように

現在のところは考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 今の利用計画ということですけれども、まだ具体的にはなって

いないけれども、イベントの後は福祉面を考慮した公園の方向だということです。そう

すると、幾つかあるんですけど、現地の地図などは資料としてもらったんですけど、１

つは、現地に県有地が隣接して、それなりに広大な面積がありますし、もう一点、昔の

養蚕組合の施設があるわけですけど、例えば養蚕施設ってすごい今荒れ放題で、倉庫で

すよ。中はがらくたの山みたいになっているわけですが、そうすると、国体をするにも、

市はその周辺を、県はいいにしても、周辺をさらに取得して整備をしていくのか、周辺

は知りませんというのか。といって、国体をするのに周辺が荒れ放題で、本当に倉庫が

壊れそうで、中はがらくただらけなんですけど、そんな状態で置いておけないと思うん

ですが、その辺はどう考えてみえるのかということと、例えば、その整備費を結局市が

持つなんていったらまたおかしな話だと思うんですが、その辺をどうお考えかというこ

とです。そういう、いわゆる周辺。 

 それから、もう一点は、やはり大きなイベントということで、進入路といいますか、

そこにアクセスする道路の整備ということは当然考えられて、以前、地元から要望があ

ったということは聞いていますけど、そのあたりについては、現在、どのようにお考え

なんでしょうか。 

○議長（藤根圓六君） 嶋井副市長。 

○副市長（嶋井 勉君） それでは、お答えいたします。 

 １点目の養蚕施設等があるが、あそこら辺をどうするかという問題でございますが、

ただいまの計画は、一番多くの養蚕施設の用地につきましては、馬運車の駐車場という

ことで、県の国体準備室と今、協議を重ねております。それで、整備に関しましても、

県の費用でお願いできないかというふうで要望してまいりたいというふうに思っており

ます。 

 ２点目でございますが、地点的に言いますと、高富運輸さんのところから国体の競技
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場へ入るわけでございますが、現在はどういう方法がいいかということを検討しており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） まだ将来、先のことで余り具体的に考えておみえじゃないよう

ですが、少なくとも、例えば荒れ放題になった施設を、市が、しようがない、事業をや

るんだからという、周辺設備という意味で公費で整備するというのは、どう考えても筋

がおかしいので、そこはきちっと関係者と調整をして、県だからいいというわけでもな

いわけですから、県民の税金ですし、市民の税金ですから。そういった点はきちっと地

権者との調整をうまく進めてほしいということを念押ししますので、そこはちゃんとす

るという、あるいはしない、適当に任せる、返事をいただきたいですね。 

 それから、もう一点、道路についてですが、私は以前この議場でも、非常に大きな金

で取得することに結局なるわけですけれども、それは歴史があるから仕方ないとして、

やはり道路整備自体も市の大きな財産を使うことになりますので、極力最低限にする必

要がある。というのは、将来、やっぱり利用者の数は必ず減るわけですから、イベント

が済めば。そこもきちっとした方針を示してほしいんですが、いかがでしょうか。 

○議長（藤根圓六君） 嶋井副市長。 

○副市長（嶋井 勉君） １点目の御質問でございますけれども、現在の考え方は、公費

でやるのはおかしいという御質問でございますけれども、あそこは競技場の駐車場とい

うことでございますので、用地のほうは、あれは財産区の持ち物でございますが、無償

で駐車場としてお借りして、そこを整備するという考え方でございます。それも県費で

お願いできないかというふうに思っております。 

 ２点目でございますが、ただいま議員の御発言のとおり、財政が厳しいということで

ございますので、財政面を考慮して検討してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（藤根圓六君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 質疑はないものと認めます。これをもちまして、議第83号の質疑

を終結いたします。 

                                         

 日程第７ 委員会付託 

○議長（藤根圓六君） 日程第７、委員会付託。 

 議第83号は、会議規則第37条第１項の規定により、議案付託表２のとおり、産業建設
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常任委員会に付託します。 

 石神 真君、杉山正樹君、尾関律子君の入場を許可します。 

〔石神 真議員、杉山正樹議員、尾関律子議員 入場〕 

                                         

○議長（藤根圓六君） 以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 お諮りいたします。議案精査のため、あす12日より16日までの５日間、休会といたし

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、あす12日より16日までの５日間、

休会とすることに決定しました。 

 12日は総務文教委員会、15日は産業建設委員会、16日は厚生委員会がそれぞれ午前10

時より開催されます。 

 なお、17日は午前10時より会議を再開いたします。 

 本日はこれにて会議を閉じ、散会いたします。御苦労さまでした。 

午前10時44分散会 
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午前10時00分開議 

○議長（藤根圓六君） ただいまの出席議員数は16名であります。定足数に達しておりま

すので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

                                         

 日程第１ 請願第２号 議会運営における法令の遵守を求める請願 

○議長（藤根圓六君） 日程第１、請願第２号 議会運営における法令の遵守を求める請

願を議題といたします。 

 本日までに受理いたしました請願は、お手元に配付の請願文書表のとおりであります。 

 事務局に朗読を求めます。 

（事務局朗読） 

○議長（藤根圓六君） この請願の紹介議員において発言の申し出がありますので、これ

を許可します。 

 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） それでは、請願の紹介議員として、請願の要点を説明させてい

ただきます。 

 まず最初に、議会運営における法令の遵守を求める請願というタイトル、あるいはそ

の中身から……。 

○議長（藤根圓六君） 暫時休憩します。 

午前10時02分休憩 

 

午前10時02分再開 

○議長（藤根圓六君） 会議を再開いたします。 

○１２番（寺町知正君） それでは、改めて請願の説明をさせていただきます。 

 まず、最初に申し上げますけれども、タイトルが議会運営における法令の遵守を求め

る請願というタイトルに始まり内容があります。それをぱっと受け取っていただくと、

山県市議会、あるいは議場の皆さんがいつも法令を守っていないのではないかと受け取

られがちですが、決してそうではありませんので、最初にお断りいたします。 

 ただ、実際、この９月の議会に市民の方から出された請願を手続上のミスという形の

中で廃案にしてしまったということは、やっぱり消すことができない、全国にも例がな

い事実だということで、そういったことの次の反応として出てきているものというふう

に私は受けとめて紹介議員となっています。 
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 内容について細かいことは申し上げませんけれども、今後、気をつけてほしいという、

ざっくばらんに言えばそういうことだというふうに考えます。 

 それから、この12月定例会の冒頭に、９月に出た請願の実質的な内容に近い形、議会

のいろいろな会議を規則で位置づけるということも定められたところであります、そう

いったことから、その内容については請願を出しても一時不再議という形で取り上げら

れませんので、そういったことも考慮してであろうというふうに考えています。 

 ９月にそのようなことが起きたというところについてですけれども、この請願の第２

段落、しかしから始まるところに書いてあると思うんですけれども、あのようなことに

なった原因というのは、日常的に議会の運営や議会の手続を簡略にしようとする意識が

あったのではないかと。そういったことから、継続審査という委員会の結果は本会議へ

の報告と議決を省いてもよいという誤った判断をしてしまったのではないかなというふ

うに考えられます。そういったことから、議会の手続については、やはり簡略ではなく

しっかりするということをしてほしいという意味でもあろうというふうに思います。 

 思うに、山県の市議会は昨年から、例えば特別委員会の中間報告という形で毎定例会

の最後に状況の報告が委員長からされていました。それについてもやめになっていると

いうことですね。この中間報告というのは、会議規則の中に中間報告という形でしっか

り位置づけられていて、もちろんそれをするかしないかはそのときの裁量ではあります

けれども、きちっと制度がありますので、それを従来はきちっと議場の皆さんに、委員

会に所属していない人にも報告しようという趣旨から、毎定例会ごとに特別委員会の報

告がされてきたわけであります。それが最近、それを省いてきたという実際のこともあ

りますし、例えば閉会中の審査についても、毎定例会後に申し出て、議場でオーケーで

すよという議決を与えて審査するという形をとってきたんですが、これも昨年あたりか

ら省いているという形。そういったような傾向が９月の請願を廃案にしてしまうという

ところにつながったのではないかと、そういったことに分析されます。 

 そういったことから、今回、市民の方が一番下に書いてある請願項目、３つあります。

議会は憲法及び地方自治法を遵守すること。議会は会議規則及び委員会条例を遵守する

こと。議会運営、議会手続を簡略しないこと。この３つをぜひ議会として、請願として

通してほしいという趣旨だということであります。 

 どうぞ、ぜひよろしくお願いいたします。 

                                         

 日程第２ 質疑 

○議長（藤根圓六君） 日程第２、本請願について、紹介議員への質疑を行います。 
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 発言を許します。どうぞ。 

 質疑はありませんか。 

 村瀬伊織君。 

○１５番（村瀬伊織君） 紹介議員に質問いたしますけれども、冒頭に、この文書につい

ては議会がそういうことやないということは言っていただいたんですが、これが一般の

機関紙というか、寺町さんたちが書かれる一般に、チラシというか、新聞の中でこうい

うのが書かれると、一般の市民の方は、やはりこれを重視されるわけですね。その辺が

私たちには、山県市の議会はやっぱり寺町さんがまともにやっておって、あとの者は全

部だめやというような文書になって出回って。 

〔「請願者が出しているんですもの」と呼ぶ者あり〕 

○１５番（村瀬伊織君） 傍聴者は入っておらんぞ。何言っておるんだ。 

○議長（藤根圓六君） 傍聴者は静かにしてください。 

○１５番（村瀬伊織君） 紹介議員に質問しておるんやろう。 

 そんなもので、私たちはその辺が、一生懸命やっておる中で議員全部がそういう誤解

を招くようなこういう文書は、これは趣旨でいいんですけど、その辺はどうですか。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 今のお尋ねの趣旨というのは、例えば、この内容がそのまます

っと説明なしに市民に伝わると誤解を受けるのではないかということの懸念かというふ

うに受けとめました。それについて、今、私の考えは、ある意味当然であるし、決して

申し上げたように、山県市議会がいつもそんなてけてけやっているわけじゃないよとい

うことはみんな承知しているわけですから、こういう請願が通れば、別にそれはそのま

ま事実としてお互いの、市長側もそうですけど、こういった認識を持ってもらえればい

いので、それはそのように特別どうこうではないと、宣伝することはないんじゃないか

というふうには受けとめていますし、それで答えにはなっていませんでしょうか。 

○議長（藤根圓六君） 村瀬伊織君。 

○１５番（村瀬伊織君） 一般に言って、私たち、いろいろ市民の方から御批判を受ける

分も多々あることもあるんですけど、こういうのが基本になって、いろいろ御批判を受

けるのが多いわけなんです。その辺も、寺町さん、きょう、冒頭にあんな余計なことを

言っていただいたのでいいんですけど、その辺も十分文書なんかで流される場合は御注

意をいただけるとありがたいなと。よろしくお願いします。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 質問の趣旨、私が受けとめた範囲では理解できている範囲では
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配慮するところは配慮いたしますので、よろしくお願いします。 

○議長（藤根圓六君） ほかに質疑はありませんか。 

 久保田 均君。 

○１６番（久保田 均君） 今、言われたように、冒頭の言葉で多少私も納得しておりま

すが、山県市議会が決して法律違反、あるいは規則をめちゃめちゃ破っているわけでも

ないわけでありまして、中には多少判断の誤りということもありますし、そして条例規

則の読み違え、あるいは本人が、事務家さんが、例えばこれでいいという結論を出す、

そういう文面もありますし、条例規則以外な、いろいろ議員必携みたいなもので、いわ

ゆるちゃんぺらみたいなものが出てまいりますので、そういうのを読みますと、中には

間違った判断をしたかもしれませんし、今回のことに関しましては。私どもも責任は感

じておりますが、決して議会が簡略にするとか、あるいは意図的に廃止をしたんだとか、

廃案をしたんだとか、そういうことはもちろん気持ちも持っておりませんし、同じ議員

仲間ですので紹介議員に対してはそれなりに誠意を持ち、それから請願者に対しても我々

もきっちり誠意を示し、そして議決をしていこうと、こういう姿勢でおりますので、寺

町議員も仲間ですので、ひとつこれからも議会運営に関してはできるだけの御協力をい

ただき、そして、あなたは最高学部を出ておられるんですから、我々に教えるとか、そ

れぐらいの大きな気持ちで私どもを引っ張っていってくれるといいかなとも思っており

ますが、最後に、やっぱり規則違反だとか条例違反が余りうたわれますと、事実かもし

れませんけれども、判断の誤りということもありますし、それから、私どもも、例えば

議運の委員長としても、これでいいという判断をして、それがあなたに関して過ちだっ

たということもあるかもしれません。そういうことですので、お互いに協力をし合って

議会運営をやっていきたいと思います。ただ１つ、寺町議員も紹介議員ということをひ

とつ念頭に置いて、この請願が出されてからの発言にも御留意はいただきたいなと、そ

う思います。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 答弁すべき部分はどの部分かよくわからなかったんですけども、

おっしゃることの意味は１つずつ理解はしていますので、そのような答えでよろしいで

しょうか。 

○議長（藤根圓六君） 久保田 均君、よろしいですか。 

 久保田 均君。 

○１６番（久保田 均君） 広く議会運営に御協力をということを私は申し上げたので、

その辺、よろしく紹介議員にはお願いいたしたいと思います。 
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○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） どの部分に答えたらいいのかよくわからないんですが、おっし

ゃっている意味は頭では理解できていますのでということで、よろしければお答えとさ

せてください。 

○議長（藤根圓六君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 質疑はないものと認めます。これをもちまして、質疑を終結いた

します。 

                                         

 日程第３ 委員会付託 

○議長（藤根圓六君） 日程第３、委員会付託。 

 請願第２号につきましては、会議規則第134条第１項の規定により、議会運営委員会に

付託します。 

                                         

 日程第４ 一般質問 

○議長（藤根圓六君） 日程第４、一般質問。 

 ただいまより、通告順位に従いまして一般質問を行います。 

 通告順位１番 小森英明君。 

○１４番（小森英明君） お許しをいただきましたので、通告に従いまして質問を２問い

たします。 

 まず、１問目に、除雪対策について。 

 ことしは例年より早く、11月に山県市の山間部で降雪がありました。美山の伊往戸地

区では約20センチの積雪があり、鉱山の重機で約４キロメートルの道を除雪されました。

この様子だと、今冬は多く雪が降ると思います。 

 そんなとき、通勤・通学や仕事で車を使う人々にとっては、まず道路の除雪がされな

いと１日が始まりません。生活に大きな影響が出ます。過去にも除雪についてはいろい

ろ問われ、検討されていますが、建設業者などの協力で早朝の３時、４時ごろには、既

に除雪作業をしておられました。これからまだまだ寒さが増してくると、本格的に雪が

降り、美山北部では積雪も数十センチとなる日が多くなります。 

 しかし、山県市の財政も大変厳しく、また、最近は世界的な金融・経済不況により市

内の土木、建設業界関係の仕事も少なくなり、従業員を減らしたり、除雪に使う重機な

ども少なくしている業者もあると聞いております。こんな中で、除雪に対し今までどお
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り対応できるかお聞きいたします。 

 また、一般家庭では、玄関から道路までの除雪をしておくと、除雪車が通って道路端

をふさいでしまうという苦情がありますが、業者が重機で通っていくと自然にふさがっ

てしまいます。一々対応していては除雪がはかどりません。そんなとき、広報や自治会

を通じて、市民の皆様に十分理解してもらえるよう対応できていますか。梅田基盤整備

部長にお聞きいたします。 

○議長（藤根圓六君） 梅田基盤整備部長。 

○基盤整備部長（梅田修一君） 御質問にお答えをいたします。 

 現在、除雪作業を委託する業者数は、町村合併時の平成15年度は46社ありましたが、

本年度の受託業者数は42社に減少をしております。また、受託業者が所有する除雪機械

も減少しており、今までのような早期除雪作業が物理的に困難な状況となっております。

また、経費削減ということで、除雪作業の基準を20センチ以上の積雪時とさせていただ

いているのが現状でございます。 

 それでは、除雪に対し今までどおり対応できるかという御質問についてですが、市は

除雪を委託します業者の担当エリアを効率的に配分し、早期対応を心がけております。

しかし、何分減少する受託業者と除雪機械での対応となりますので、業者には最大限努

力をしていただきますが、積雪量及び場所によっては除雪作業がおくれることもありま

すので、除雪がスムーズに行えるよう皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 また、除雪車が通行するたびに宅地入り口の道路端をふさぐ件につきましては、道路

交通の早期確保の観点から、公道上の除雪を速やかに完了させる必要があるため、各個

人の皆様に協力をお願いしているのが現状でございます。 

 次に、広報や自治会を通じて市民の皆様に十分理解してもらえるよう対応しているか

という御質問についてですが、広報やまがたにおいては、「所有される木や竹が、道路

側にはみ出さないかを確認し、除雪作業に支障がないように伐採してください。」、ま

た、「路上駐車や普通タイヤ装着車によるスリップなどの通行障害は、除雪作業の支障

になります。渋滞や交通事故などを引き起こし、皆さんに多大な迷惑がかかりますので

ご遠慮ください。」などを掲載させていただいておりますし、ＣＣＹの文字放送や市の

ホームページでも周知を行っております。 

 また、自治会につきましては、12月に開催されます自治会連合会長会議におきまして、

除雪に対する御理解と御協力をお願いさせていただいておりますし、各自治会にも文書

を送付し、回覧していただくなど周知を図ってまいります。 

 いずれにしましても、早期除雪を行うため、市民の皆様の御理解と御協力をお願いい
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たします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 小森英明君。 

○１４番（小森英明君） それでは、再質問をいたします。 

 経費節減ということで、年々いろいろな予算が少なくなっていますが、除雪について

は、その年度の気象状況により経費の多い、少ないは変わりますが、十分な対応をお願

いしたいと思います。 

 また、山間部で道路が少ない地域はすべての道を除雪すればよいが、何本も農道や市

道が交差している地域については、すべての道を除雪するのではなく、必要な道路のみ

を除雪して経費を削減してはどうかと思いますが、基盤整備部長にお聞きいたします。 

○議長（藤根圓六君） 梅田基盤整備部長。 

○基盤整備部長（梅田修一君） 再質問にお答えをいたします。 

 除雪につきましては、今、御質問のありましたとおり、気象状況によりいろいろ変わ

るわけでございますけども、現在、業者数も減っておる、また、除雪の機械も減ってお

るというような課題はございますけども、これは山県市だけでなく、県とか、また近隣

市町でも同じような大きな課題となっております。我々のこういった県とか近隣市町の

状況を見定めることも重要でございますけども、市の方針を定めまして、また、そうい

った他の市町の状況も参考として、よりよい除雪対策というものを進めてまいりたいと

思っております。 

 また、必要な道路のみを除雪して経費を削減してはどうかという御質問でございます

けども、現在、除雪につきましては経費の削減ということもございますが、先ほどから

申し上げておりますように、限られた業者及び除雪機械での対応となりますので、原則、

幹線道路、通学路、それから生活道路、この３つについて対応をいたしております。 

 したがいまして、生活道路以外の道路につきましては、市民の皆様の御協力をお願い

申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 小森英明君。 

○１４番（小森英明君） 除雪対策については、以上で終わります。 

 次に、西武芸・富波・乾小学校統合について。 

 平成22年度に西武芸小、富波小、乾小の３校を統合して美山小学校が誕生の予定です。

現在、西武芸小学校では、統合に向けて校舎、体育館、ランチルームなど、耐震及び大

規模改造１期工事が、市内の建設会社によって工事が進められています。私も改造中の
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校舎を見ましたが、既に終わっている部分もあり、予定どおり進んでいる部分もありま

すが、進捗状況をお聞かせください。 

 また、学校の運動場は校舎の前に位置するのが一般的ですが、西武芸小学校は職員室

から運動場が見えないので、児童の安全保護のため監視カメラを取りつけないと危険だ

と思います。しかし、職員の数も少なく、カメラばかり見ていることもできません。そ

こで、音声が入っていると耳からもグラウンドの様子が把握できると思いますが、どの

ようにするのかお聞きいたします。 

 富波小、乾小の父兄にとって、遠い西武芸小までの通学に大きな不安があると思いま

すが、説明が十分なされていますか、お聞きします。統合していきなりきょうから友達

ですよと言われても、幾ら子供であってもすぐには溶け込めません。既にスポーツにつ

いては一部児童間の交流がなされていますが、学校間の交流はどの程度行われているの

かお聞かせください。 

 また、地域の住民にも十分な説明と理解が得られていますか。なぜこのことを聞くか

と言いますと、７月に西武芸地区で説明会があったとき、地域の出席者が非常に少なか

ったからです。保護者や児童には十分説明がなされていると思いますが、地域住民には

広報63号で校名募集をしたぐらいで、詳しいことを知らない方も多いと思います。地元

でも統合自体を知らない人もいますが、これからどのように広報活動をするのか、森田

教育長にお聞きします。 

 また、学校の大規模改造とともに周辺整備も必要だと思います。学校への進入路や運

動場近くの歩道拡幅、その他いろいろあると思いますが、今、予定されている整備計画

を梅田基盤整備部長にお聞きいたします。 

○議長（藤根圓六君） 森田教育長。 

○教育長（森田正男君） 御質問にお答えいたします。 

 西武芸・富波・乾小学校を統合し、平成22年４月１日に（仮称）美山小学校が開校で

きますよう準備を進めております。 

 御質問の１点目の耐震及び大規模改造事業の進捗につきましては、本年度を１期工事、

来年度を２期工事として事業を進めています。本年度は調理室及びランチルームを含む

特別教室棟を初め体育館の耐震及び改造を行うとともに、運動場の北側にスクールバス

の発着場及び校舎までの通路舗装等整備を行うことになっております。 

 特別教室棟及び体育館につきましては、授業等に支障がないように既に夏休み中に工

事を終えております。残りのバス発着場等の整備につきましては、現在、施工中で12月

末をもって１期工事の完了となっております。 
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 来年度につきましては、児童数増加による２教室分の増築を初め、東西の教室棟の耐

震及び改造を行うとともに、トイレの増築、廊下等の改造を行ってまいります。また、

校舎玄関前の西側の駐車場を廃止いたしまして、小運動場として整備する計画となって

おります。 

 ２点目の職員室から運動場が見えない件につきましては、議員のお考えのとおり、西

武芸小学校の形状を見たとき、少なからずも問題点がございます。学校統合を契機に最

善策をとってまいりたいと考えております。その対策の１つとして、現在、駐車場とし

て使用している校舎玄関前の用地を小運動場として、職員の目の届くところで低学年児

童を中心に安心して遊具等で遊ばせることができるよう整備をいたします。 

 ２つ目に、校舎裏の運動場の監視ができるよう監視カメラを設置し、不審者対策等児

童の安全について最善を尽くしたいと考えております。 

 なお、音声につきましては、学校現場とも協議し、今後検討してまいりたいと思いま

す。 

 ３点目の学校間の交流につきましては、主人公である子供たち同士が相互に交流し、

理解し合うことが何よりも大切なことであると考えております。各学校では、子供相互

の理解を深めるためにさまざまな交流活動の計画を現在立てておりまして、既に西武芸

小学校の１年生が乾小学校の１年生を訪問し、合同授業を行ったというような交流も始

めております。 

 ４点目の地域住民への説明と理解につきましては、統合推進の中心となります山県市

立西武芸小学校、富波小学校、乾小学校統合委員会を本年度５月より開催し、12月現在

で６回目を数えています。統合委員会内にはＰＴＡ部会、通学路部会、スポーツ少年団

部会、記念事業部会、学校運営部会があり、地域の代表、保護者代表、教職員で構成さ

れ、協議を重ねております。校名の募集や通学路の策定等、多様な問題を白熱する議論

の中で調整し、解決を図り、ＰＴＡなどを通して保護者の方々に周知が図れるよう進め

ております。 

 また、どのように広報活動をするのかというお尋ねにつきましては、市民を対象とし

て校名の募集を行ったように、今後においても校章の募集や統合に係る重要な事項につ

きまして、広報紙等を活用して広く市民に情報を発信し、周知を図ってまいりたいと考

えております。 

 （仮称）美山小学校が地域の学校としてよいスタートが切れるよう、皆様の一層の御

支援をお願いいたしまして、答弁とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 梅田基盤整備部長。 
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○基盤整備部長（梅田修一君） 御質問にお答えをいたします。 

 小学校の統合に伴い、周辺整備は必要であると考えます。現在、周辺の市道の山側に

は、狭小ながらも歩道が整備されておりますし、道路反対側には幅員2.5メートルの歩道

が整備をされております。 

 今後におきましては、財政面を考慮の上、市道の歩道未改良区間の整備を検討してま

いります。 

 また、県道においても歩道未整備区間がございますが、今年度、通学路となっており

ます県道の歩道の測量業務が発注されましたので、県へ早期完成を要望してまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 小森英明君。 

○１４番（小森英明君） 再々質問になりますので、嶋井副市長にお尋ねをします。 

 ただいま教育長が皆様一層の御支援をお願いしますと言われましたが、一般市民の方々

に統合への理解が深まるよう工夫して情報をどんどん流してください。市民の皆さんの

中には、何か自分たちで応援できることはないかと思っておられる方もあります。その

例が、登下校時に子供の安全を手助けされている子ども見守り隊です。また、周辺整備

については、学校が統合されると友達も多くなり、児童の行動範囲が広まり、放課後、

休日には徒歩や自転車での往来が多くなります。市道の狭小な部分や未整備区間は統合

されるまでにぜひ整備をしてください。 

 岩佐・富永境の県道については、今月に入ってから、自治会長から測量をするので地

権者の皆さん、お願いしますと話がありました。自治会要望では昨年もことしも出てお

りました。山側には歩道、川側には歩行者用の数メートルの橋が必要だと思います。そ

の場所については、毎日、中学生や高校生が通学しており、統合されると小学生も徒歩

で通学することになると思います。地権者に協力をしていただいて、統合前に安全に通

行できるようになりますか、お聞きいたします。 

 また、国道については、以前から要望のある畑野地内の危険箇所についても徒歩通学

になるのではないかと思います。ぜひとも改良をしてください。 

○議長（藤根圓六君） 嶋井副市長。 

○副市長（嶋井 勉君） 再々質問にお答えします。 

 小森議員が子ども見守り隊員として日ごろから御尽力いただいておりますことに対し

まして、深く感謝を申し上げる次第でございます。 

 御質問の市道の狭小部分及び未整備区間につきましては、現地調査をいたしまして前

向きに検討してまいりたいと考えております。また、県道につきましては、先ほど基盤
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整備部長がお答えしましたとおり、県におきまして歩道設置のための測量業務が発注さ

れたところでございまして、続いて行われます用地買収及び工事につきましては来年度

以降ということになるということでございますので、早期完成を県に要望してまいりた

いと考えております。 

 また、川側の交通量から判断すると、歩道の両側整備は難しく、山側の整備終了後検

討するということでございまして、小学校の統合前には整備が難しいと思われますので

御理解をお願い申し上げます。 

 当面は、橋の東側のガードレールを移動いたしまして歩行者の歩行スペースを確保す

る方向で関係者の方々の御協力をいただくよう調整を行っておりますので、よろしくお

願い申し上げます。 

 また、国道418号線の畑野地内の見通しの悪い危険箇所につきましては、現在進めてお

ります別ルートの整備にあわせまして旧道処理として県のほうで整備していただく予定

になっておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、教育委員会の方針といたしまして、２キロメートル以内は徒歩通学とされてお

りますが、歩道等を整備されるまでの間はスクールバスを利用いたしまして通学してい

ただくこととしておりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（藤根圓六君） 以上で小森英明君の一般質問を終わります。 

 通告順位２番 石神 真君。 

○２番（石神 真君） 議長より御指名をいただきましたので、通告どおり質問のほうを

行わせていただきます。 

 山県市の補助金・負担金・交付金等についてということで、総務部長のほうにお聞き

したいと思います。 

 第３回定例会で19年度の決算認定がされました。また、一般質問では予算編成、税収

などの質問がありました。そこで私は19年度、20年度の予算書の中でも特に関心を持っ

たところが補助金、負担金及び交付金、委託金というところでありました。その中には

どうしてもこのような補助金などをいただかないと運営に差し支えのあるものもありま

した。また、一部では十分に運営ができるのではないかと思われるような団体、組織、

組合があるように思います。 

 私自身も市民の皆さんとの会話を持つときがありますが、その中で、もう少しこうい

った補助金、助成金等のあり方を見直していただくことができないかという市民の声が

多く聞かれております。 
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 そこでお尋ねしますが、この補助金、負担金及び交付金、委託料に山県市が平成19年

度及び20年度にどのぐらいの金額が予算化されているのか、また、前年度との比較はど

うかお答え願います。 

○議長（藤根圓六君） 林総務部長。 

○総務部長（林 宏優君） 御質問にお答えをいたします。 

 平成19年度及び20年度の補助金、負担金、交付金及び委託料の各年度の一般会計当初

予算額につきましては、科目ごとに御説明を申し上げます。 

 まず、補助金でございますが、補助金は特定の事務または事業を助長するために地方

公共団体が公益上必要があると認めた場合に交付するものであります。平成19年度は４

億1,454万1,000円、平成20年度は３億7,369万7,000円で、補助金の見直し等により4,084

万4,000円減額をいたしております。 

 次に、負担金でございますが、負担金は地方公共団体等が自己の利害に関係のある事

務または事業に関して、自己の経費として負担すべきものとして支出するものでござい

ます。平成19年度は３億7,941万円、平成20年度は５億3,117万1,000円で、１億5,176万

1,000円増加いたしております。これは後期高齢者医療制度の開始に伴います療養給付費

負担金２億2,200万円が大きな増加の要因となっておりますが、市のイベント事業負担金

等の見直しを行い、また、その他負担金につきましても削減をいたしております。 

 次に、交付金でございますが、交付金は法令または条例等により団体または組合等に

対して地方公共団体の事務を委託している場合において、当該事務の処理の報償として

支出するものでございます。平成19年度は1,701万3,000円、平成20年度は1,451万4,000

円で、業務内容等を精査いたしまして249万9,000円の削減をいたしております。 

 最後に委託料でございますが、平成19年度は８億9,429万7,000円、平成20年度は10億

4,703万3,000円で、不燃及び粗大ごみ処理委託料や地域情報化事業に係る特別会計から

一般会計へ予算の組みかえによるインターネット業務委託料等で１億5,273万6,000円増

加いたしておりますが、公園等の草刈りや芝刈り、樹木の剪定などは職員対応としてお

り、経費の削減に努めているところでございます。 

 以上が各年度における各科目ごとの当初予算額でございます。 

 申すまでもございませんが、予算編成の段階では、一つ一つの中身を精査いたしまし

て事業の必要性などを十分に検討の上予算化しておりますが、今後におきましても一層

の内容の精査を行ってまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 石神 真君。 
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○２番（石神 真君） 詳しい御答弁ありがとうございました。 

 では、再質問のほうに入らせていただきますが、今の説明で大体いろいろ精査して頑

張っているということでございましたが、その中で１点、１つ目は負担金の中で市のイ

ベント事業の負担金の見直しとありましたが、このイベント事業の中身について、どの

イベントにどのぐらいの削減をしたのか御説明願いたいと思いますし、もう一つ、公園

の草刈り、芝刈り、剪定などの職員対応というお答えでございましたが、これで約4,300

万円ほどの削減をしていると私どもは伺っておる次第でございますが、この事業の内容

でどれだけの金額が、人件費が浮いているのか、また、事業内容が浮いているのかお聞

かせ願いたいと思います。 

○議長（藤根圓六君） 林総務部長。 

○総務部長（林 宏優君） 再質問にお答えをいたします。 

 初めに、１点目の市のイベント事業負担金につきましては、当初予算額で比較いたし

ますと、平成19年度は2,250万円、平成20年度は1,500万円で、750万円削減をいたしてお

ります。これは、３地域で行っておりました祭り事業を、市全域での活性化を図るため、

市の祭りといたしまして、ふるさと栗まつりに一本化したところにより、その祭りに必

要な金額を予算計上し、負担金を減額したところでございます。 

 また、従来行っておりました地域の祭りでございますイベント事業につきましても、

支援をしていくために別枠で100万円を予算化し、今年度は美山地域の川祭りと伊自良地

域のいじら湖もみじ祭りに補助をいたしております。 

 次に、２点目につきましては、経費の削減のため、これまで事業者等に委託をしてい

た業務を職員自らが汗を流しまして実施いたしてきたものでございます。これは職員の

人件費の削減につながるものではございません。また、市税や地方交付税等の歳入の伸

びが見込めない中におきまして、今後予想されます少子高齢化の進展ですとか、社会保

障の関係の経費ですとか、市債の償還金の増加等の歳出の増加が予想されますので、今

後におきましても、こうした財政の健全化に向けた行財政改革の一環としての１つの取

り組みで、こういった内容での運営をいたしてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（藤根圓六君） 石神 真君。 

○２番（石神 真君） なかなか厳しい中、いろいろと削減をしているというお答えでし

たが、再々質問に入らせていただきたいと思います。 

 市税や地方交付税などの歳入の伸びが見込めない中、財政状況が厳しく続くと予測さ

れ、健全化に向けていろいろと取り組んでいるとのお答えでした。その中のイベントの
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中身が削減され、美山、伊自良は100万円と。また、別にふるさと栗まつりの一本化とい

う形になり、山県市をアピールする大事な事業でもあるのは私は知っているのですが、

委託料の中でも、やはり栗まつりの中のイベント、アトラクション等や番組制作費など、

金額的にも非常に高いものがございます。また、このような委託料などの削減を図れば、

本当に手づくり的な山県市の栗まつりをし、山県市以外にアピールできるのではないか

と思っておりますし、財政が厳しいということでございますので、大きな派手な祭りは

ぼちぼちいいんじゃないかというような声も聞かれております。特に、高山市でありま

す、結構テレビでもやります火祭りでも、今年度を最後に廃止というような話も聞いて

おりますが、その点はどうなのか、最後に産業経済部長のほうにお答えを願いたいと思

います。 

○議長（藤根圓六君） 土井産業経済部長。 

○産業経済部長（土井誠司君） 御質問にお答えいたします。 

 議員が申されますように、大変厳しい財政状況でございます。来年度以降におきまし

ても、各種団体からなります山県市の祭り実行委員会におきまして、また、市民の皆様

の意見を取り入れながら、縮小できるものは縮小の検討も図りながら、よりよいイベン

トが開催できますように努めてまいりますので、どうか御理解のほどお願いいたします。 

○議長（藤根圓六君） 石神 真君。 

○２番（石神 真君） それでは、よろしくお願いしたいと思います。 

 続いて、行政改革大綱の集中改革プランについてお聞きします。 

 このプランのことでありますが、山県市では平成16年６月に山県市行政改革大綱の基

本方針と基本目標、それと今後の取り組みなどを策定するとともに、平成16年度から18

年度までの３年間を計画期間とする実施計画を策定されました。 

 また、平成17年12月には行政改革大綱を総務省の指針に沿った形にするとともに、よ

り市民にわかりやすいものにするため、山県市行政改革大綱及び同実施計画を踏襲し、

見直しすることで、第２次山県市行政改革大綱及び平成17年度から平成21年度までを計

画期間とした実施計画を策定し、平成18年６月に第１次の改定、平成20年２月に第２次

の改定を行い、また、このたび第３次改定版が平成20年９月に策定されました。 

 特に、三位一体改革以降、地方分権が推し進められている中で地方交付税などが削減

され、非常に厳しい財源での行政サービスが求められている昨今であり、山県市の実情

に即した行政改革は必要不可欠なものと認識しております。 

 このたび、この第３次改定版の説明を受け、内容的にはよく精査、検討されたものと

受けとっておりますが、実際にどのような目的と、どの範囲において取り組んでいるの
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かまだまだわからない人もみえますし、それに、その中身で人件費をどのように見てお

られるのかお尋ねいたします。 

○議長（藤根圓六君） 林総務部長。 

○総務部長（林 宏優君） 御質問にお答えをいたします。 

 ただいま議員から、先ほどの御説明のとおり、集中改革プランは総務省から示された

指針に沿うように、平成16年度に策定した山県市行政改革大綱を修正しつつ踏襲する形

で、最小の経費で最大の効果を上げるという基本理念のもとに策定をしたものでござい

ます。その後、実施計画につきましては、社会情勢の変化も踏まえつつ、さらなる行政

改革の推進を目指して、実施項目の追加等をしてきております。 

 まず、策定方針でございますが、その場しのぎ的な歳出抑制ではなく、従来以上に個

別の課題に踏み込むとともに、継続的な事務事業及び行政の守備範囲の見直し、事務の

効率化等を進めて事業の重点投資化、定員の適正化などにより持続可能なシステムづく

りとして行財政構造の質的な転換を目指しております。 

 推進体制でございますが、市長を本部長として、市の幹部職員で組織いたします山県

市行政改革推進本部が中心となって、全庁体制で改革を推進するとともに、市民の代表

により構成されます山県市行政改革推進委員会に調査、審議を依頼して助言を得るもの

といたしております。 

 これまでの主な取り組みでございますが、職員数の削減、公共施設のスリム化や各種

イベントの実施方法など事務全般にわたる経常的経費の見直しを行う一方で、受益者負

担の適正化などを行ってまいりました。特に、公共施設については廃止や指定管理者制

度の導入など、より効率的かつ効果的な管理方法を検討してきているところでございま

す。 

 集中改革プラン第３次改訂版の概要について御説明をいたします。 

 集中改革プランにつきましては、行政がかかわっている業務の直接的、間接的を問わ

ず全項目を対象としており、基本目標は総務省の指針に沿った形とするため、事務事業

の再編、整理、廃止、統合や民間委託等の推進、定員管理の適正化、経費節減等の財政

効果、行政サービスの向上など12項目に分類をいたしております。 

 それに対しまして、同実施計画につきましては、部署ごとに実施項目を掲げ、具体的

な取り組み内容と実施計画年度を示しており、それぞれ項目別に前年度の実施状況と成

果、進捗度や効果額を明らかにするとともに、それを踏まえた次年度の取り組み予定等

も示しております。 

 人件費につきましては、事務事業の見直しや事務の効率化に伴って効果があらわれる
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ものと認識していますが、具体的な実施項目や成果等の数値は示しておらず、全庁での

定員管理に基づいて適正化を図ってきております。 

 第３次改訂では、さらなる市民サービスの向上のための自主運行バスの見直し、消防

の広域化の検討、市長及び副市長の期末手当の減額、ふるさと応援寄附制度の創設のほ

か、市民との協働による地域福祉のまちづくりの積極的な支援を新規実施項目として掲

げ、公民館の運営管理方法やごみの減量化及びクリーンセンターの受け入れ体制につい

て、よりわかりやすい表記に改めました。 

 今後につきましても、さらに民間委託等の充実、定員管理の適正化、職員の資質向上

と職場の活性化、行政サービスの向上、市民との協働などを最重点項目として取り組み、

検証していく考えでございますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（藤根圓六君） 石神 真君。 

○２番（石神 真君） それでは、再質問のほうに移らせていただきますが、事務事業等

の見直しをいろいろとされておりますが、これらの見直しをだれもがわかりやすい数値

であらわしたものはございますか。 

 また、現在の達成度はどうか。この改革プランを市民の皆さんは評価しているのか。

また、この改革プランをどれぐらいの市民が知っているのか、知らないのか。また、知

らないとしたら、どのような形でこの取り組みを公表していくのかお答え願いたいと思

います。 

 もう一つとして、定員管理の適正化でございますが、先ほど私が質問した補助金、負

担金、交付金の中の答弁にもありましたが、公園の草刈りや芝刈り、樹木の剪定などは

職員の方が今進められているように見ておりますが、これは経費の削減に努めていると

いう答えの中に、これは単に職員が多いから業務委託の削減という名目で予算を減らし

ている形をとっているのではないかと思われる点がございます。また、合併時は職員数

が443人ありましたが、第３次改訂版の中と、この12月の広報やまがたの人事行政の運営

等の状況についてのところに公表してありましたが、最終的に22年４月１日で364人とし、

合併時から計算しますと、トータル69人の削減目標となっております。若干数字が違う

点がございましたらお許し願いたいと思います。私の仕入れたデータと市のほうに残っ

ているデータが違ったらお許し願いたいと思いますが、実際、このような山間部地域の

多い山県市のような３万人規模の市と、また、岐阜市のような民家の密集した平野部で

は職員数も大分違うと思っておりますが、いかがなものかお答え願います。 

○議長（藤根圓六君） 林総務部長。 

○総務部長（林 宏優君） ただいまの再質問にお答えをいたします。 
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 まず初めに、事務事業等の見直しの進捗度をわかりやすく数値でということでござい

ますが、各部署における実施項目の課題において、それぞれ平成17年度から平成21年度

までの５カ年で目標を設定し、６段階で進捗状況をあらわしております。平成19年度ま

での進捗状況は予定どおり進んでいると評価した取り組みが約53％で、完了している取

り組みが25％となっており、おおむね順調に推移しているものと判断をいたしておりま

す。 

 金額で申し上げますと、平成17年度から平成19年度までの効果額の累計は約８億7,500

万円で、積極的に経常的経費の見直しと職員の削減を図った成果が数値としてあらわれ

ております。 

 また、市民の皆様の評価と周知の方法でございますが、先ほど申し上げました８名の

市民の代表委員で構成をいたします山県市行政改革推進委員会において行政改革の推進

に係る重要事項を調査、審議いただくとともに、適正な助言等をいただいております。

また、この実施計画の進捗状況等は市のホームページ、また、広報等で速やかに公表し、

市民の皆様の声をお聞きする体制を整えております。 

 今回の第３次の改訂版につきましても、計画の策定、実施、検証、見直し、この４つ

のサイクルによりまして点検を行い、山県市行政改革推進委員会に諮った上で作成をい

たしております。 

 職員による公園の草刈りや樹木の剪定、あるいは環境パトロールのごみ拾いにつきま

しては、職員が交代制により行っているものでございまして、現有職員での可能な限り

の経費の削減に努めているものでございます。 

 また、職員数につきましては、合併時の職員数と現在の職員数を比べますと、旧伊自

良村の職員数とほぼ同じだけの職員数を削減しており、合併による人件費の削減効果は

平成20年度まででおおむね６億2,000万円となっております。職員数につきましては、都

市近郊地と山間地域をあわせ持った本市においては、保育園ですとか小中学校が多数設

置されていることや、農業や林業施策の実施、過疎地における福祉サービスの実施など

により、人口比較による職員数は他市と比較するとやや多くなっていますが、これは行

政効率が都市部と比較しますと低いためでございまして、市民に対するこうしたサービ

スの維持は堅持していかなければならないものと考えております。 

 なお、市の適正な職員数は、こうしたさまざまな生活環境や人口、面積などの諸要件

を勘案して推計することとなりますが、平成20年５月に国の地方公共団体定員管理研究

会において、簡単でわかりやすいことを主眼に新たな定員管理指標が策定され、人口、

面積などが同規模の他団体と比べてどのような状況にあるか客観的な判断となる数値が
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示されております。これによりますと、市の現況にて試算いたしますと、職員数は359

人となり、定員適正化計画の数値でございます364人を達成することが職員数の適正化に

つながるものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（藤根圓六君） 石神 真君。 

○２番（石神 真君） ありがとうございました。再々質問はするつもりはございません

が、福祉はもとより、市民サービスを維持していかなくてはとのことでしたが、今後は

職員の資質の向上はもとより、行政サービスの向上とお答えになったあたり、やはり行

政はサービス業の一環だと私は思っておりますが、先ほどもありましたように、市長を

初め、取り組んでいるということでございましたので、市民の声に耳を傾け一層の努力

をしていただくようお願いし、私の質問を終わらせていただきます。御清聴ありがとう

ございました。 

○議長（藤根圓六君） 以上で石神 真君の一般質問を終わります。 

 暫時休憩をとります。再開は議場の時計で11時20分です。 

午前11時06分休憩 

 

午前11時20分再開 

○議長（藤根圓六君） 休憩前に引き続いて会議を再開いたします。 

 通告順位３番 宮田軍作君。 

○６番（宮田軍作君） 議長の発言許可をいただきましたので、通告しております各地域

におけるイベントに対しての基本的な考えと地域支援について、産業経済部長に質問を

いたします。 

 第２次山県市行政改革大綱実施計画（集中改革プラン）がありまして、その第３次改

訂版によれば、イベントの開催を見直し、ふるさと栗まつり、いじら湖夏まつり、やま

がたグリーンフェスタについても再編を検討するとともに、市民が自ら意欲を持って取

り組まれる自主的な活動については、その目的、効果を考慮して必要な支援をすると記

載されています。 

 合併の公害、公の害でございますが、地域格差を取りざたされている自治体が多い中

で、従来行っておられました各地域でのイベントを是正策として評価をする市民も多い

状況でありました。再起できないかと地域間で真剣に検討をされているところでありま

す。 

 旧伊自良村当時、伊自良湖を観光の拠点と位置づけて、さまざまな整備、振興が傾注
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をされて、市民と協働で努力されてきた結果、伊自良湖の名前は広く知られ、他県から

も好評をいただいている、そういう実例がございます。 

 次の５点について質問をいたします。 

 従来、市のイベントとして規模はさまざまで、いろいろであったと思いますが、３地

域で開催されてきたイベントが今年度は市の祭りは１カ所と改められた経緯について。 

 ２つ目、各地域では、住民が何とか活性化していこうと、なくなった祭りの復活に立

ち上がろうとしておられます。知恵と工夫で努力しても、助成面で上限50万とした予算

面で立ち上がれないところに来ているということも聞いております。自治体の規模、財

政規模にも差がある中で、地味でも山県市らしさをアピールできる魅力づくりを検討さ

れる声も多くあります。市の財政難を理解しつつも、限られた予算で上手な配分と最も

効果的な活用方法について。 

 ３点目ですが、自ら意欲を持って取り組もうとしている団体、グループから、よく金

銭面の援助のみではなく、職員の方に企画協議資料作成などの補佐支援協力をしてもら

えないだろうかという声も聞きます。市の支援方法として、財政難でもあることから、

資金助成以外に人的助成をすることはできないか。 

 ４点目として、市としても重要な観光資源である伊自良湖周辺の再整備をする検討委

員会が立ち上げられ、検討を重ねられてきたところであります。その内容はどのような

ものなのか。 

 ５つ目、ことし５月に平井坂トンネルが開通したことで、山県市内循環が容易になっ

た。地域単位だけのイベントではなく、各地区の祭りを基準に市全体に満喫できるよう

な広域計画について。 

 以上、この５つを質問いたします。 

○議長（藤根圓六君） 土井産業経済部長。 

○産業経済部長（土井誠司君） 御質問にお答えします。 

 イベントは人々の生活に非日常的な楽しさと参加する喜びを与える場を創出すると同

時に、消費拡大などの効果をもたらすものと期待されており、地域のＰＲや活性化のた

めの重要な施策と考えております。 

 まず、最初のイベントの一本化についてでございますが、合併から６年が経過し、市

民の交流についても旧町村の枠を超えて盛んになり、山県市は１つであるという観点か

ら、財政的には効率化と合理化等の理由によりまして、ふるさと栗まつりを当市のイベ

ントと位置づけ一本化を行いました。 

 ３地域の持ち回り案なども１つの選択肢として検討をいただきましたけど、イベント
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の会場、駐車場、道路事情、地理的要件等を勘案した結果、その中で四国山香りの森公

園が多くの皆さんに集まっていただく場所としては最適であるとの結論でございました。 

 また、ふるさと栗まつりは知名度も高く、中学生のボランティアを初め、多くの協力

団体の皆さんに参加いただき開催をしていることなども考慮をした上でございます。 

 ２点目、３点目の地域イベントの支援と人的の支援でございますが、厳しい財政状況

であってもイベントを開催し、地域活性化のために汗を流す地域や各種団体を支援する

ため、今年度からイベント等の補助金制度を創設して地域のイベントを支援しておりま

す。 

 今後、地域の活性化には地域の皆さん自身が参加していただき、意欲を持って取り組

まれることが肝要であると考えております。そうした取り組みを持続して、各地域が持

つ特色や魅力を十分にアピールできるイベントが開催していただけるよう企画の相談な

ども含め、市としましても支援していきたいと考えております。 

 次に、４点目の伊自良湖周辺検討委員会の内容でございますが、伊自良湖、キャンプ

場、釜ヶ谷までを含めまして活性化を図るために、平成18年10月に発足いたしました。

この委員会は自治会、地元の施設関係者、観光協会、商工会、生産森林組合の代表、市

議会議員、そして公募者の15名ほどで、今日まで３回開催いたしました。そして検討を

してきました。その委員会の中では、人を呼べる施設の整備、危険箇所の修繕、花飾り

などの景観美化など、いろいろな意見が出されました。具体的には、伊自良村当時から

ございますキャラクターなっちょるくんの活用、遊歩道の整備、あぜくらの家の跡地の

活用など、意見提言がありました。こうした中で、案内板の設置、キャラクター入りの

パンフレット作成、伊自良湖のボートの更新をしたり、ボランティアによる釜ヶ谷の登

山道の整備などを実施しました。このようなものが検討委員会での内容でございます。 

 ５点目の平井坂トンネルの開通に伴います市内循環型の企画等につきましては、現状

においては具体的には考えはございませんが、広域的な視点での研究はしてまいります。

来年度以降におきましても、各種団体の代表者からなりますまつり実行委員会や市民の

皆様の意見をお聞きしながら、期待にこたえられるよう努めてまいりたいと思いますの

で、どうか御理解のほどお願いいたします。 

○議長（藤根圓六君） 宮田軍作君。 

○６番（宮田軍作君） 答弁では、合併６年目にして見直した結果、一本化となりました

と。その結果、財政面では相当削減をされているということですが、市民にはこうした

内容がよく知らされていないゆえに、理解されず、不満となることも心配をしておりま

す。 
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 先ほどのお話で、イベントは人々の生活に非日常的な楽しさと参加する喜びを与える

場を創出すると同時に消費拡大などの効果をもたらすものとされている、こういうこと

が基本で考えられているようでございますが、そろそろ山県市らしさを基本理念に長期

的に祭りのあり方を見直す必要があると考えますが、市の考えはどうでしょうか。 

 ちょっとこのパネルを見てください。 

 これは、毎週日曜日、午後６時半から40年近く続いているアニメ「サザエさん」とい

う放送でございますが、この10月から12月の３カ月間、テーマ音楽が流れるときにこう

いうのが映し出されるわけですね。これはどうして選ばれたのかというのを調べました

ら、県の観光課のほうに話があって、県下で26カ所推薦をされた。フジテレビのほうで、

そこの中で４カ所を選定し、その中に伊自良の連柿が取り上げられているわけです。こ

れは、サザエさんが全国有名箇所を旅するというストーリーの中の干しガキを見学に来

たということであります。こういう、地味でもいいんです。長く続けて、そして皆さん

に認められるというようなことでの山県市のアピール、山県市らしさというものが必要

ではないかということを思うわけであります。 

 山県市には非常にいい箇所が何カ所かある。ことし発足された山県市の「よさ」を見

つけるという会がありますが、若い方が相当参加して、毎回盛況の内容であります。そ

ういうことも含めて、歴史、文化や観光、産業、地域の伝統、特性を磨くような山県市

らしさとしての一層の付加価値をつけていくことが重要ではないかと思っております。 

 よって、次の３点について質問します。 

 昨年度、３会場で開催をされたそれぞれの費用及び今年度開催された栗まつりの費用

を示してください。 

 ２つ目に、異常な経済、景気の悪化で本市もますます厳しい財政状況に入る状況であ

りますが、従来型の祭りのあり方を見直す考えがあるでしょうか。山県市が力を入れて

いる最大のイベント、栗まつりにおいても、多くの方が栗まつりだけに山県市を訪れる

のではなく、いかに山県市全域に再度訪れてもらうことができるか、そんな配慮が必要

になってくるのではないかと思っております。具体的な考えがあったらお聞かせくださ

い。 

 ３つ目、大変厳しい社会情勢であるからこそ地域を衰退させてはならないと、伊自良

地域では各自治会も入って、若者が永住してくれる地域にしたいと、イベント事業に積

極的に支援参加策として各戸300円拠出案を真剣に検討されているところであります。先

ほど、市民が自ら意欲を持って取り組もうとしている、その自主的な活動には必要な支

援をしていくと言われておりますが、今、考えておられるのは、地域ぐるみで取り組も
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うという規模の大きい考えでありますから、一層の拡大をすべきと考えますが、市の考

えを示していただきたい。 

 以上、３点再質問いたします。 

○議長（藤根圓六君） 土井産業経済部長。 

○産業経済部長（土井誠司君） 宮田議員の再質問にお答えいたします。 

 昨年度、山県市のまつり実行委員会の主催で行いました３つのイベントにつきまして

は、６月３日のやまがたグリーンフェスタをグリーンプラザ・みやまコテージ村で行い

まして、市の負担は322万6,000円でございます。同じく８月５日日曜日、いじら湖夏ま

つりを伊自良湖で行いました。このときの市の負担は347万9,000円でございます。また、

同年10月７日、ふるさと栗まつりを四国山香りの森公園で行いました。この市の負担は

1,448万7,000円でございます。３つのイベントの合計額の市の負担分は2,119万2,000円

でございます。 

 そして、今年度、20年度でございますが、10月５日にふるさと栗まつりを四国山香り

の森公園で行いました。この負担額が1,398万円になります。３つの19年度で行いました

イベントと対比しますと700万円近い減になっております。これが現状でございます。 

 そして、２点目の山県市への集客のことについてでございますが、イベントだけでは

なく季節ごとの観光資源や特産品の情報発信をしていきたいと、このように考えており

ます。先ほど、伊自良の連柿の話がございましたが、19年度に岐阜県で飛騨・美濃じま

んといいまして、地域の宝物、地域の自慢できるものを選出する、そういう企画がござ

いまして、岐阜県を５つの圏域に分けてございますから、山県市は岐阜圏域でいろいろ

なものを出展いたしました。その中に、先ほど議員が言われた伊自良大実でつくりまし

た伊自良の干しガキがございます。１列に３個並べまして、その３個並べた列が10列ご

ざいまして、合計30個。これを一連といいまして、これが伊自良地区から平井や長滝地

区から、毎年市場に２万連出ているという話でございます。非常に伝統がありまして、

技術的にもともと伊自良で独特の手法ではぐくまれたもので、お正月には縁起物と。私

ども、いろいろ産業振興課の中でも、この伊自良連柿は非常に地域に密着したもので、

今、地域で30世帯ぐらいの方が連柿をつくって出荷されているという話を聞いておりま

すが、もう高齢化になりまして、担い手で後継者の方が非常に少なくなっていますとい

うことですから、何とか地域でこういう高齢者の方の後を引き継ぐような担い手の方を

育成してはどうかと、そういうことを盛んに役所の課の中ではいろいろ協議を重ねてお

ります。 

 それで、観光の振興とか、伊自良の伊自良大実という銘柄でつくる干しガキが地域で
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ブランド化になりつつある、現実はもうブランド化になっているということでございま

す。ですから、何とかこういうものをもっともっと支援をしていきたいと。先ほど、宮

田議員がおっしゃいましたように、人的な支援もこういうものに関しましてはどんどん

進めていきたいと思っておりますし、また、モニターツアー制度と申しまして、山県市

の観光のいろんな場所を、市内外の方を募集しまして、バスで１日体験してもらうとい

うツアーがございます。その中で一番評判がいいのが、やっぱり伊自良の連柿、伊自良

の干しガキづくり体験、そして四国山香りの森公園、そしてあと、北山地区にございま

す舟伏山登山、この舟伏山というのは非常に、私、山県市の中にいてもこんなに評判が

いいかというような場所でございまして、標高が1,040メートルほどだと思います。その

山に登った方はもう、そのコースが３時間ほどでございますが、１日で日帰りで本格的

な登山体験ができるというのは本当にびっくりするぐらいな場所だと。岐阜市からも近

いし、こんな体験ができたのは本当にすばらしいということで、散策道に生えている草

花も非常にすばらしいと。ですから、私どもも気がつかんモニターツアーのり・ふれっ

旬ツアーという企画でやっておるツアーでいろんなアンケートとか、そういう情報とい

うか、感想をとったときに、山県市にはまだまだ知名度の低い、皆さんが知っていない

ところが市民から見てもありますから、そういうものは本当に、先ほど言われます人的

支援をどんどん進めていきたいと。そして、やっぱり地域でいろんな担い手の方を育成

されましたら、その方はどんどん私どものほうといろんなことで協議しながら進めてい

きたいと、そのように思っております。 

 そして、３点目の、先ほど宮田議員がおっしゃいました自治会のもとに参加支援費を

ということは、伊自良地区のそういう宮田議員や自治会の方の発想のそういういろんな

案だとは思いますが、また詳しいことがもしまとまりましたら、私どものほうにいろい

ろ、どういう経緯でどういうようなことをということを言っていただければ、それはど

ういう対応をさせてもらうかというのは相談させていただきたいと思っておりますけど、

触れ合いを深めるために、地域の活性化のためにイベントというのは行うものでござい

ますから、今年度同様、来年度もイベント事業の補助金の中でいろいろまた検討をさせ

てもらいたいと、そのように思っております。どうか、そういうふうでございますもの

ですから、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤根圓六君） 宮田軍作君。 

○６番（宮田軍作君） ちょっと私の説明不足かもしれませんが、300円拠出というのは自

治体単位ではありません、伊自良地域の自治会連合会でそういう話をされているという

ところですので、規模は大きいということです。 
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 最後に、市長にお尋ねをいたします。 

 このたび、市長自ら陣頭指揮をされて、市政座談会が市内６カ所で開催をされました。

市民がこのことについて、とてもいいことという高い評価をされていますことを、まず

御報告をさせていただきます。各会場においても、祭りに関する多くの意見が出されて

おりました。なくなった地域の思いは大変複雑だと感じました。農協がなくなり、祭り

がなくなり、学校までも危ぶまれている地域に若者が魅力を感じるでしょうか。先ほど、

伊自良の連柿でも後継者不足という懸念がありますが、やはり市民や若者に夢が語れる

山県市になりたいものだと思っております。 

 伊自良、美山各地においては、地域格差の拡大に強い危機感を持って、関係者は真剣

に検討をされているところであります。地域住民は、その危機感を抱く地域の気持ちを

はかれる物差しを持った強いリーダーを切望されておりますので、市長の考えをお尋ね

し、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 平野市長。 

○市長（平野 元君） お答えします。 

 宮田議員からいろいろイベントについてお話がございました。そして、まず最初に、

去る、実施しました市政座談会については、議員各位には大変お世話になりまして、一

応予定のとおり終了しまして、地域の皆さん方の御意見をいろいろお聞きして、それを

市政に反映していくということでございます。大変意義があったかと思いますし、皆さ

ん方に大変お世話になりましたことについて厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

 祭りのその方法ということにつきましては、先ほど担当部長からいろいろ御説明なり

お話をいたしましたが、いずれにしましても、まつり実行委員会という委員会を立ち上

げまして、これは各界各層、各地域からもいろいろ委員の方が出ていただいておりまし

て、いろんな角度から検討していただいたというのが１つと、もう一つは、非常に地方

財政が厳しい時代であるということで、そういうのもかみ合わせまして対応していくと

いうことで、いろいろ何回か検討していただきまして、先ほど、担当部長が申し上げま

したように、今年度は山県市のふるさと栗まつり、これを市の中心的な祭りにとらえる

ということで出発したということでございます。そのために従来からあったいじら湖夏

まつり、あるいは美山のグリーンフェスタ等につきましても何らかの対応をする必要が

あるということで、そういった若干の助成措置を講じて継続をしていただくというよう

な形で進んできたところでございます。 

 美山地域におきましては、川祭りといいますか、灯籠まつりといいますか、非常に盛

大でございました。私もお邪魔しましたが、１万人以上の人出があったかと思いますし、
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それから、今現在進めております谷合のイルミネーション、これも４回目を数えており

ますが、ことしあたり、私はずっと参りますと、谷合の中心地が大分当初からは力を入

れてみえて、そういったイルミネーションの飾ってみえる戸数が増えてきたなというこ

とで、これも活性化につながっておるかというふうにも思っております。 

 何と申しましても、元気な市をつくるということで活性化というのは非常に大切でご

ざいますので、そんなことで、伊自良湖につきましても、いじら湖夏まつりは従来、前

は花火等もあって大変にぎわったというふうに私は承知しておりますが、そういったこ

とも十分委員の方で加味をしていただきながら進めていただきたいなと思っております。 

 祭りにつきましては、合併をしまして、そういった統一的な意見が出て、ことしはそ

ういう形で実施したわけでございますが、他市の状況等を聞きましても、美濃市のあか

りアートもありますし、本巣市の薄墨桜の祭りもございます。非常にそれぞれ伝統的に

進めてみえる祭りがあるわけでございますが、そういった本巣の祭りなんかにしまして

も、音楽家の宗次郎さんというのがオカリナの奏者でございますが、市も相当助成をし

て進めておられると聞いておりますが、大変厳しいことは聞いております。そういうこ

とで、それぞれの地域で、やっぱり市の祭りとしては伝統的に継続をしていきながら絞

っていくというのがこれからの趨勢かと思っております。山県市も、ちょうど私が思い

ますには、香りの森公園というのは市の中心地的なところにもあろうかと思います。非

常に各地から参加していただくのに近いということでございますので、そういったもの

も加味しながら実行委員会で検討した結果、そんな方向づけがあったということでござ

いまして、それに乗っかって、市としましても対応しておるところでございます。 

 いずれにしましても、議員が発言されましたように、地域が非常に寂しくなったとい

う話でございますが、私はそういうことでないように、皆さん方が力を合わせて、各地

域で活性化に努めていただきたいなということを切望するわけでございますが、今、そ

の問題、今後の継続等につきましても、いろいろな観点から、ことしも実行委員会でさ

らに検討を加えていきたいというふうにも思っております。 

 伊自良湖につきましては、かつて、去年、おととしとかけて全部水を落としていろい

ろきれいにしまして、水のきれいな中でボートも毎年１そう程度は更新しながら、子供

さん等のそういった遊びの場にもなりますし、冬場はワカサギ釣り等もございまして、

非常にそういう意味では有名なところになってきたということでございますが、そうい

うことも、それぞれにその特徴を生かしながら発展策を講じていく必要があるというふ

うに思っております。 

 そういうことでございますので、この地域の活性化のために、今後も皆さん方の御意
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見を賜りながら、よりよい方法を模索していきたいというふうに思っております。こと

しはそういうことで実施しましたが、また実行委員会でいろいろ検討を加えていただき

ながら、さらによりよい方針が出れば、それに乗っかって、山県市としましてもそうい

った祭りを継続していくべきだろうと、何か１つぐらいはそういったはっきりした継続

性のあるイベントがあって、市の活性につなげるものがあるのがよいのではないかと私

は思っておりますので、そういうことで今後も続けていきたいということを思っており

ますので、それぞれの地域につきましても、またいろいろお話をお聞きしながら、職員

もそういうことに参加しながら、いろいろ協力をしていきたいというふうなことも思っ

ておりますので、よろしくお願い申し上げたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（藤根圓六君） 以上で宮田軍作君の一般質問を終わります。 

 通告順位４番 尾関律子君。 

○４番（尾関律子君） 議長より発言のお許しをいただきましたので、通告しております

順に質問をさせていただきます。 

 初めに、エコライフの取り組みについて、市民環境部長にお伺いをいたします。 

 地球温暖化防止に対する意識の高まりとともに、多くの取り組みが実施されておりま

す。山県市においても、11月１日よりレジ袋の有料化が始まりました。マイバッグ、バ

イバスケットを持って買い物をすることで、山県市のＣＯ２、二酸化炭素が年間で190ト

ン削減されるとのことです。私たち一人一人が身近なところから今の生活スタイルを環

境に優しいエコライフスタイルに変えていこうと思うことの大きな第１歩がレジ袋の有

料化であると思います。 

 そして、今月１日には、レジ袋有料化全国大会が岐阜県で開催され、先進自治体の富

山県と東京都杉並区の事例発表や事業者の取り組みと住民団体の大垣市環境市民会議と

あいちごみ仲間ネットワーク会議の取り組み発表があり、住民と事業者と自治体の三者

が協力をして、ＣＯ２削減を推進していくことの必要性などをパネルディスカッション

で紹介されておりました。 

 そこで、１点目に、三者の協力で実現されているエコ・アクション・ポイントについ

てお伺いをいたします。 

 ことし７月１日から環境省がＪＣＢに委託をし、北海道で開始され、10月15日よりは

全国展開になった事業です。環境省では身近でわかりやすい形で環境問題への取り組み

を促し、家庭から排出される温室効果ガスを削減することを目的に省エネ商品やサービ

スの購入、利用、または省エネ行動に伴い、商品等に交換可能なポイントがたまるエコ
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ポイント事業を推進しています。このような事業の取り組みの推進と周知についてお尋

ねいたします。 

 ２点目に、キッチンからのエコライフの１つとして、家庭から出る生ごみを段ボール

で処理する段ボールコンポストについてお伺いいたします。 

 段ボールコンポストは、全国各地で普及が進む中、岐阜県内では、昨年６月から大垣

市の市民団体、大垣市環境市民会議が取り組みを始められました。150人の市民モニター

でスタートした実証実験では、手軽さや安さ、においが少ないことが口コミで話題とな

り、今や市内外の1,200世帯に利用の輪が広がっています。段ボールコンポストは土壌改

良剤のピートモスともみ殻薫炭を入れた段ボール箱を使い、家族４人の３カ月分、およ

そ60キロの生ごみを分解、堆肥化でき、土に戻すことができる循環型アイテムです。大

垣市では、生ごみ減量大作戦と銘打って、市民会議へ事業委託し、指導者育成と利用者

拡大を図るため、今年度130万円の予算を組んでいます。 

 私も使い始めましたが、週２回の燃えるごみ収集日には必ず出していたのですが、生

ごみを出さなくなることで、ごみ袋の使用も減りました。また、堆肥は鶏ふん程度の効

果があるので花や野菜を育てることができ、完全なリサイクルとなります。山県市の中

でも段ボールコンポストを使い始めている方が増えています。本市には生ごみ処理機や

コンポスト購入に助成制度があります。この段ボールコンポストも助成の対象に加えて

いくお考えについてお尋ねします。また、段ボールコンポストでできた堆肥の利用拡大

の取り組みへのお考えについてお尋ねします。 

 ３点目に、リサイクル施設についてお伺いいたします。 

 ごみの分別収集は指定された日程のみの現状ですが、自宅に保管しておくことが困難

な方がおられます。常時、資源ごみが出せるエコドームの設置を考えてはと思います。

輪之内町や海津市には同じ規模のエコドームがあり、常時、牛乳パックやペットボトル、

空き缶、割りばし、新聞紙など、不用品のリサイクルも行っています。エコドームの設

置のお考えについてお尋ねをいたします。 

○議長（藤根圓六君） 松影市民環境部長。 

○市民環境部長（松影康司君） 御質問にお答えします。 

 １点目のエコ・アクション・ポイント事業の取り組みについてでございますが、この

事業は温室効果ガスの排出を抑制するために、消費者による環境負荷の少ない商品、サ

ービスの購入や省エネ行動に対して経済的インセンティブを付与することにより、温室

効果ガスの排出抑制を誘導する仕組みでございます。より多くの消費者の参加を得て、

温暖化対策型の商品やサービスの購入が省エネ行動として温室効果ガスの削減を促し、
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ビジネスとして自立、発展させる事業でございます。 

 この対象となる商品は、温室効果ガスの削減につながる省エネ緑マークやエコマーク

基準の商品で、衣料、食料、住宅から家電製品、自動車に至るまで日常生活を営む上で

必要な多くの商品が対象となっております。 

 また、サービスの参加については、レジ袋を使用しない購買、あるいは環境に配慮し

た省エネ設備や自然エネルギー利用施設等を導入されている飲食、宿泊施設等を利用す

るなどの消費者行動が挙げられます。 

 本市におきましても、手法こそ違いますが、二酸化炭素の削減、ライフスタイルの変

革を目的に、市内６事業者の協力により、11月１日よりレジ袋の有料化を実施し、年間

レジ袋使用枚数750万枚で、80％の削減で190トンの二酸化炭素排出を削減できるという

ことで、ただいま進めております。 

 家庭からのＣＯ２の排出量が増加傾向にある中、ただいま御提言いただきましたエコ・

アクション・ポイント事業も温室効果ガスを削減するための大変有効な１つの手段でご

ざいます。 

 この事業につきましては、民間事業者等が多数御参加いただき、自主的に参加する協

力体制を必要とする事業でございます。今後、この事業の立ち上げ方や実施内容につき

まして、モデル事業や先進地事例等を研究し、関係機関とも連携し、本市として実施可

能な方法を調査研究してまいりたいと考えております。 

 ２点目の段ボールコンポストについてでございますが、全国的に広がりを見せており

ます。 

 この段ボールコンポストは、家庭から出る生ごみをピートモス、もみ殻薫炭の素材と

ともに段ボールに入れ、その中で減量、堆肥化を行うものでございます。 

 さて、この段ボールコンポスト購入を現在ある補助制度に加えるということでござい

ますが、現在ある補助要綱では段ボールコンポストは想定しておらず、コンポスト容器

となっております。しかし、段ボールコンポスト購入に補助を行っている自治体がある

のも事実でございます。本市といたしましても、先進地の事例を調査研究し、検討して

まいりたいと考えております。また、段ボールコンポストで出た堆肥の取り扱いは家庭

菜園やプランターなどに利用していただければと考えており、この堆肥の利用拡大まで

は考えておりません。 

 ３点目の、常時資源ごみを出せるエコドームの設置についてでございますが、幾つか

の要件をクリアする必要がございます。要件としては、分別収集のステーションを設け

るために場所の確保が必要なこと、また、ごみ出しマナーが決してよいとは言えない現
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状では最低１人は待機させることが必要なことなどでございます。 

 このようなことから、現時点ではエコドームの設置は考えておりませんが、こうした

要望も一部にはあることを踏まえ、現在、ごみ減量などを審議いただいている廃棄物減

量等推進審議会に諮ってまいりたいと考えております。 

 つきましては、資源ごみの分別収集は毎月第４日曜に市役所で行っている分別収集、

またはＰＴＡ等の資源回収を御利用いただきたいと思っております。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 尾関律子君。 

○４番（尾関律子君） 御答弁ありがとうございました。 

 エコ・アクション・ポイントについては、本市としての実施可能な方法を研究、検討

していきたいということですので、この事業の周知とともに進めていただきたいと思い

ます。 

 段ボールコンポストについては、補助をしている市もあるので、先進地の調査研究を

し、検討されるとのことでしたが、どのくらいの期間で結果は出るのでしょうか。 

 また、エコドームの設置も含めて廃棄物減量等推進審議会に諮っていくとのことでし

たが、廃棄物減量等推進審議会の委員構成と審議内容はどのようでしょうか、お伺いい

たします。 

○議長（藤根圓六君） 松影市民環境部長。 

○市民環境部長（松影康司君） 再質問にお答えします。 

 １点目の段ボールコンポストの助成制度の実施ができるかというような御質問でござ

いますが、この段ボールコンポストにつきましてもごみの減量化につながることは十分

承知しておりますもので、先ほど答弁しました廃棄物減量等推進審議会の中にも御意見

を拝聴しながら、できるだけ早い時期に検討していきたいと思います。 

 それから、２点目の廃棄物減量等推進審議会の委員構成と内容についてでございます

が、委員構成につきましては、市民代表が３名、識見を有する者が３名、事業者が３名、

そして廃棄物処理事業者が２名の11人で構成しております。また、審議内容につきまし

ては、平成19年11月に、市長より山県市が行う処理施設の整備に伴い、本市の事情に応

じた一般廃棄物の減量、裁量の促進とごみ処理手数料のあり方について、市長より諮問

を受けました。これまで４回の審議を重ねました。その中で本市の可燃ごみの水分量が

多いといった話が出まして、ごみ処理機や段ボールコンポストの話題も出ました。その

中で補助や効果の啓発等を積極的に進めていったらどうかというような要請もございま

した。 
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 こうしたことから、先ほど答弁しましたように、ごみ減量化、また、ゴミポストの補

助につきましても、この審議会の中で十分検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（藤根圓六君） 尾関律子君。 

○４番（尾関律子君） ごみの減量化や段ボールコンポストの補助や効果について、審議

会でも話題になっているとのことでした。早い時期に実現できるよう期待をしたいと思

います。また、堆肥の活用についても推進を要望とし、次の質問に移ります。 

 子育て支援について、保健福祉部長にお伺いいたします。 

 子育て支援として、今まで何回も質問をさせていただいております中で、マタニティ

ーマークを駐車場につけていくことが安心・安全につながると要望しておりました。先

ごろ、市内の公共施設21カ所にマークが設置されました。子育て支援がまた一歩推進し、

実現され、子育て世代の皆さんに喜んでいただけるものと思います。 

 さて、今回は21年度の予算編成をされている中で、４点について質問をいたします。 

 １点目は、妊婦健診の無料化についてお伺いいたします。 

 厚生労働省は、妊婦が健診費用を心配せずに、必要な回数、14回程度の妊婦健診を受

けられるよう公費負担の拡充をとの方針を出しています。現在、５回分の補助ですが、

９回分の上乗せが必要となります。この９回分は国と市が２分の１ずつの負担となるよ

うです。本市として９回分上乗せは実施できるのでしょうか。 

 ２点目は、乳幼児医療費の助成についてお伺いいたします。 

 乳幼児医療費の助成は、入院費については毎年拡充され、今年度よりは中学３年生ま

で、義務教育終了までとなりました。けれど、通院費においては、就学前、小学校入学

前までとなっております。他市町村では通院費の助成を拡充しているところが多くなっ

ています。今後の本市の拡充のお考えをお尋ねします。 

 ３点目は、ブックスタート事業についてお伺いいたします。 

 親子の触れ合いと情緒の向上に読み聞かせはとても大切なことです。この事業に関し

ては何度も質問しておりますが、実施されておりません。本市の読み聞かせの機会は充

実してきていると思いますが、県内の他市町村では、42市町村中半数の自治体が実施し

ております。実施のお考えをお尋ねいたします。 

 ４点目は、病後児保育の実施についてお伺いします。 

 働く親さんが、長期にわたって仕事を休めないときの支援として、病気回復時期に保

育する事業です。本市には整備されておらず、岐阜市に預けられている現状です。本市

に設置していく必要があると思いますが、実施のお考えをお尋ねします。 
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○議長（藤根圓六君） 笠原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（笠原秀美君） 御質問にお答えします。 

 現在、本市では平成17年３月に策定いたしました山県市次世代育成支援行動計画、や

まがたっ子すくすくプランに基づき、一時保育や放課後児童健全育成事業、地域子育て

支援拠点事業など、さまざまな子育て支援事業に取り組んでいるところでございます。 

 さて、１点目の妊婦健診の無料化についてですが、妊婦健診は現在５回及び超音波検

査１回を公費で負担しているところでございます。こうした中、平成20年10月30日、政

府において生活安心確保対策の中で安心・安全な出産の確保として、妊婦健診の無料化

に向けた取り組みが発表されました。具体的な内容としましては、妊婦が健診費用の心

配をせずに、必要な回数として14回程度の妊婦健診を無料で受けられるよう公費負担を

拡充するとしております。この費用につきましては、地方財政措置がされていない残り

の９回分につきまして、平成22年までの間、国庫補助２分の１と地方財政措置２分の１

により支援するとしております。 

 こうした発表を受け、現在、県の医師会、県並び市町村の代表者と協議しており、そ

の結果及び今後国から示される情報を踏まえて検討してまいります。 

 次に、２点目の乳幼児医療の助成についてですが、現在、乳幼児医療につきましては、

県の医療補助制度として小学校就学前までの児童の医療費が無料となっています。また、

市単独事業として、平成19年４月１日から小学校修了までの入院費を本年４月１日から

義務教育終了までの入院費の無料を実施しております。 

 外来費の助成年齢の引き上げにつきましては、今後、県並び他市の動向を見ながら医

療費の助成について検討していきたいと考えております。 

 次に、３点目のブックスタート事業についてですが、ことし３月の一般質問において

もお答えさせていただきましたが、この事業は絵本を介して絵本を読む言葉の世界、お

母さんと赤ちゃんの声の世界を親子で楽しく心安らぐ時間として過ごせるようにしても

らうことが大切だと考えております。そのため、現在、ゼロ歳児を対象としたミルキー

キッズ及び６・７か月健康教育などにおいて、絵本の読み聞かせとともに、絵本の読み

聞かせの重要性、進め方、絵本の紹介や選び方などについてお話をしていることから、

絵本の無料配布は考えておりません。 

 次に、４点目の病後児保育についてですが、子育てと就労の両立を支援する観点から、

山県市次世代育成支援行動計画にも掲げています。今年度中にニーズ調査を実施し、今

後、具体化に向けて検討してまいります。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長（藤根圓六君） 尾関律子君。 

○４番（尾関律子君） 今、妊婦健診については今後の情報を踏まえ検討されるとのこと

でしたが、９回分の上乗せをされる市の負担分はどのくらいでしょうか。 

 ブックスタート事業については、親子のきっかけをつくる機会は多く推進されておる

ことは理解しております。出生時には社会福祉協議会より記念樹が贈られています。関

係機関との協議もしていただき、推進を要望しておきます。 

 病後児保育については、年度内に調査し、検討されるとのことでした。利用希望者が

多いと判断された場合には、実施時期はいつごろの予定でしょうか、お伺いいたします。 

○議長（藤根圓六君） 笠原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（笠原秀美君） 再質問にお答えしたいと思います。 

 妊婦健診の市の公費負担の概算につきましては、具体的な単価は決まっておりません

が、１人当たりの健診単価を今年度の単価で積算してまいりますと、約260万円程度と思

います。 

 それから、２点目の病後児保育について具体的なめどをということですが、今年度中

にニーズ調査を実施いたしまして、集計まで進めさせていただきたいと思っております。

来年度に入りまして、その数字をもとに結果の分析、もしくは具体的な実施方法、内容

的には場所とか予算、人の問題なども、中には数的なものも含めて委託することも視野

に入れながら、来年度中にはめどをつけてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（藤根圓六君） 尾関律子君。 

○４番（尾関律子君） 妊婦健診の費用については260万円程度と計算をしておられるとい

うことで、このぐらいの費用なら何とかこの本市でも14回が実施できるのではないかと

いうふうに思います。 

 また、病後児保育については早期の実施を期待したいと思います。 

 乳幼児医療費の助成について、他市の状況を見ながら検討するということでございま

した。それで、ことし５月現在での県内の42市町村の通院費の助成を見ると、小学校入

学前までという自治体が６、小学校４年生までという自治体は１、小学校６年までとい

う自治体が９、中学３年までという自治体が25となっており、半数以上の自治体が通院

費の助成を中学３年まで実施しています。このような状況ですが、通院費の助成につい

ての市長の御所見をお伺いいたします。 

○議長（藤根圓六君） 平野市長。 

○市長（平野 元君） 御質問にお答えします。 

 子育て支援事業といいますか、これにつきましては国、県も積極的に進めております



－ 73 － 

 

し、山県市としましても、この子育て支援につきましては最重要課題の１つとしてとら

え、積極的に取り組んでいるところでございます。今、議員御指摘のありました乳幼児

の医療費の助成につきましては、ことしの４月から義務教育終了までそういった入院費

用を見るということで踏み切ってきておるわけでございますが、今、御発言のありまし

たような外来費の助成制度の引き上げといいますか、そういうものにつきましても、他

市の状況等も十分検討してまいりますし、他市も、私も大分日を追って充実を図られて

きておるということは認識しておりますので、その辺も考慮しながら外来費の助成制度

の年齢の引き上げにつきましても、今後、県もですが、他市の状況を見ながら対応して

まいりたいというふうに考えておりますので、よろしく御理解いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（藤根圓六君） 尾関律子君。 

○４番（尾関律子君） 財政的にも非常に厳しいという点では理解をしておりますが、少

しずつでも学年齢を上げていくということが大切ではないかというふうに思いますので、

要望をして、次の質問に移りたいと思います。 

 次に、中小・小規模企業への支援について、産業経済部長にお伺いいたします。 

 アメリカ発の金融危機の影響で、年末に向けて中小企業の資金繰りは大変厳しい状況

にあります。中小企業は全国で420万社あり、日本の企業の99％、従業員の７割を占めて

いる状況です。このたび、中小・小規模企業の資金繰りを支援するため、緊急保証やセ

ーフティネット貸し付けによる緊急支援が30兆円に拡大することになり、信用保証協会

が100％保証する緊急保証制度が10月31日からスタートしました。 

 制度の対象となる業種は、公明党の強い主張により、従来の185業種から618業種まで

に大幅に拡充しました。さらに対象となる業種が拡大される見込みで、今現在では698

業種になっています。 

 対象企業の制度利用要件としては、１、対象となる事業を経営している、２、売り上

げが昨年よりも減少している、この２点で、売り上げ減少率も５％から３％へ緩和され

ました。保証額は一般保証とは別枠で、無担保で8,000万円、有担保で２億円まで利用可

能となり、財務内容にもよりますが、最大５億6,000万円まで利用可能となりました。 

 制度の利用手続は主たる事業所がある市区町村の窓口に認定申請書を提出し、対象業

種に該当するかの認定を受け、保証申し込み書類一式と決算書などを添付します。11月

26日での利用状況は２万2,000件、5,500億円となっております。本市においての利用状

況はどのようでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（藤根圓六君） 土井産業経済部長。 
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○産業経済部長（土井誠司君） 御質問にお答えいたします。 

 議員御指摘の原材料価格高騰対応等緊急保証制度につきましては、業種によって原材

料や仕入れ価格等の高騰により経営環境が悪化し、必要な事業資金の調達に支障を来し

ている中小・小規模事業者の方々に対しまして、その事業資金を供給するために設けら

れた全国一律の制度でございます。現在、698業種がその対象になっております。 

 平成20年８月29日に政府・与党が決定しました安心実現のための緊急総合対策におき

まして、平成22年３月31日までの時限措置として、この10月31日より開始されました。 

 この保証制度は、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で行う保証で、金融機関

等が融資を拒否することがないように責任共有制度の対象外となっており、信用保証協

会が100％保証し、保証期間は10年以内となっております。 

 本市の利用状況としましては、12月16日現在、昨日のデータでございますが、売上高

減少で44件、利益率の減少で12件の合計56件が認定をいたしております。この認定事務

の流れにつきましては、事業者の方々から認定申請書を本市に提出していただきまして、

認定要件に該当するか否かを確認し、認定要領に基づいて実施しております。 

 この事務の実施に当たりましては、認定書が事業者の方に速やかに交付できるよう努

めておりますから、どうか御理解のほど、お願いいたします。 

○議長（藤根圓六君） 尾関律子君。 

○４番（尾関律子君） 今、利用状況を教えていただきましたが、私が最初に通告を出し

たときよりも、きょうまでにすごく増えているという状況です。そこで、認定事務は本

庁舎のみで行われているかと思いますが、支所及び商工会等での取り扱いはできないの

でしょうか、お伺いいたします。 

○議長（藤根圓六君） 土井産業経済部長。 

○産業経済部長（土井誠司君） 再質問にお答えいたします。 

 認定申請書の提出に関しましては、提出先は山県市役所の産業振興課の窓口でござい

ますが、提出に関しますいろいろな事務の書き方、協議等は市内の各金融機関、そして

商工会の本部、商工会の美山支所、この箇所では私どもと担当のほうで協議済みでござ

いますから、提出に当たりましての書類の書き方、また説明はすべてそちらのほうで対

応できますから、協議をされましたら提出先は山県市役所の産業振興課の窓口に提出し

ていただきますようお願いいたします。 

 ちなみに、このセーフネット関連の保証制度は平成22年３月までが期限でございます。

まだ１年と３カ月ほどございますから、事業者の方で御希望される方は提出していただ

きますようお願いいたします。早期にできる限り対応させていただきます。 
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 以上でございます。 

○議長（藤根圓六君） 尾関律子君。 

○４番（尾関律子君） ありがとうございました。事業者の方々への迅速な支援を要望い

たしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（藤根圓六君） 以上で尾関律子君の一般質問は終わります。 

 議場の時計で１時15分まで休憩といたします。 

午後０時26分休憩 

 

午後１時15分再開 

○議長（藤根圓六君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

 通告順位５番 上野欣也君。 

○１番（上野欣也君） 質問のお許しをいただきましたので、通告書に沿いまして御質問

をさせていただきます。 

 まず、第１に、山県市が目指すまちづくりの進捗状況について、基盤整備部長にお尋

ねをいたします。 

 市は、平成18年３月に、各戸に山県市の都市計画マスタープランというのを配布して

いると思います。これによりますと、おおむね20年先の山県市のあるべき姿というもの

を考えて、そして山県市のまちづくりのビジョンを示していると私はとらえています。 

 まちづくりの基本方針として３つの大きな柱立てがされて、さらに分野別のまちづく

り方針と、地域別のまちづくりの構想がかなり具体的にあらわされていると思います。

中でも、地域別のまちづくりの中では、高富南・北、伊自良南・北、美山南・北と、こ

ういう順序で山県市を６つの地域に分けて、その地域の自然、あるいは文化、歴史を踏

まえてまちづくりがデザイン化されております。 

 私もいろいろ全国的なまちづくりのうまく進んでいる事例とか、あるいは方法につい

て調べながら、山県市のこのマスタープランと比較してみましたけれども、このマスタ

ープランというのはよく検討されていると思って評価をするものです。 

 まちづくりの基本というのは幾つか挙げられておりますけど、簡単に言えば、その地

域が持っている教育とか産業とか、あるいは伝統的なもの、歴史的なものを踏まえて地

域社会をベースにある程度時間をかけながらつくり上げていくもの、練り上げていくも

のということが第一義だと言われております。地域に根差して、地域らしさ、それから

オリジナリティーというものが大切にされるのがまちづくりだというふうに考えること

ができるかと思います。 
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 まちづくりが直ちに成果となってあらわれるものでないということはよく承知してお

りますけれども、こういったものを市民に示して、３年弱経過しておりますけど、この

間、どういった取り組みをされてきたのか、全国的な事例で見ますと、往々にしてこう

いった計画まではされているんだけれども、計画倒れになったり、ビジョン倒れになっ

たりしやすいのが、また、まちづくりの特性といいますか、特質だと言われております。

全国的な自治体の例なんかを見ましても、途中で消えてなくなっていると、計画倒れに

なったという事例もあるわけでございます。したがいまして、山県市としては、短い期

間かもしれませんけど、やはり具体的、着実な取り組みをなされなければビジョン倒れ

になるわけでございますので、これまでどんな具体的で着実な取り組みをなされたのか、

この具体について、基盤整備部長にお伺いをしたいと思います。 

○議長（藤根圓六君） 梅田基盤整備部長。 

○基盤整備部長（梅田修一君） 御質問にお答えをいたします。 

 都市計画マスタープランは、町村合併の平成15年度から平成17年度までの３カ年をか

けて策定をいたしました。策定に当たっては、上位計画の山県市第１次総合計画を基本

として、アンケート調査、聞き取り調査、ワークショップなどを行っております。特に

ワークショップにつきましては、高富地域14名、伊自良地域８名、美山地域12名、山県

高校生５名の合計39名の住民の方々に、各種調査をもとに検討をしていただきました。 

 マスタープランの重要施策につきましては、短期、中期、長期の目標を掲げ実施をし

ております。主立った施策の進捗状況につきましては、交通の利便性と快適性の向上の

一環として、東海環状自動車道の早期完成を国、県に要望しており、現在の進捗状況は

東深瀬地区において用地幅ぐいの設置が完了し、西深瀬地区については予備設計が実施

をされております。国道256号高富バイパス、国道418号、主要地方道関本巣線など幹線

道路については、順次工事が実施をされております。また、主要地方道岐阜・美山線は、

平井坂トンネルの完成によりまして、本年５月18日全線開通となり、鳥羽川サイクリン

グロードにつきましても本年度完成予定となっております。 

 林道関ケ原八幡線美山区間につきましては、緑資源機構の廃止に伴い事業は中止とな

っておりますが、岐阜県が事業を継承し、現在計画の見直しを実施しております。 

 次に、居住環境の充実の一環としましては、平成15年度から平成29年度までの３期15

年計画で、高富・富岡校区を対象とした公共下水道事業に着手をし、平成19年度には第

１期整備区域が完成し、平成20年４月から部分供用を開始しております。現在は平成29

年度の事業完成を目指し、第２期整備区域の整備を進めております。公共下水道事業計

画のない地区につきましては、合併浄化槽設置補助を実施しております。 
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 鳥羽川改修につきましては、本年度、新川橋かけかえに伴う仮橋の工事を行う段階と

なり、今後、新川橋のかけかえ等、順次工事を進め、平成23年度までには三田叉川の切

りかえまで実施してもらう予定となっております。 

 その他、砂防、治山事業などは県に対して強く要望し、早期完成を目指しております。 

 また、災害に強いまちづくりを進めるため、平成16年度に土砂災害ハザードマップ、

平成19年度に地震防災マップを作成し、危険箇所の把握周知、自主防災組織の強化活性

等、ソフト面を含めた総合的な防災対策を進めております。 

 次に、にぎわいと活力のある空間の形成の一環としまして、本年度から山県市企業立

地促進条例を施行し、市内全域において企業立地を促進するため必要な措置を講じ、産

業の振興に取り組んでおります。 

 また、地域資源ＰＲ事業として、各種史跡や施設をパンフレットに掲載し、県内外各

地で行われる物産展に特産品の出展を行うとともに、市内外から参加者を募集して、観

光名所めぐりやクリ拾い、連柿づくり、カモハムづくりなどを実際に体験できるり・ふ

れっ旬バスツアーなどの方法でＰＲを行っております。 

 次に、計画的な拠点づくりと都市型土地利用の一環としまして、平成18年度に文化の

里と図書館を結ぶ花咲き橋が完成し、古田紹欽記念館、花咲きホール、図書館等の利便

性が進み、文化の発信拠点とするとともに、市の西の玄関口としての特性を考慮し、地

元産品の販売を含めて地域のＰＲを行う集客・交流拠点として、てんこもり農産物直売

所の整備を行いました。 

 また、青波保育園の廃止に伴い、青波福祉プラザとして市の福祉事業全般の発信拠点

として活用をしております。 

 次に、身近な自然の保全と活用の一環としましては、広葉樹の植栽を行う水源の森づ

くり事業、作業道の整備を行う森林の安全管理事業など、地域の自然素材を生かした事

業を中期計画として実施しております。 

 次に、地域コミュニティーの育成の一環事業としましては、公共施設の地域管理につ

いて、山県市まち美化パートナー制度実施要綱により、現在、４団体258人の住民の方々

に地域の清掃などの事業を行っていただいております。 

 以上のように、山県市第１次総合計画及び都市計画マスタープランをもとに、各地域

の特色を生かしながら事業を行っているところでございます。 

 今後におきましても、よりよいまちづくりを目指し、各種事業を推進してまいります

ので、よろしくお願いをいたします。 

 以上、答弁とさせていただきます。 
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○議長（藤根圓六君） 上野欣也君。 

○１番（上野欣也君） 今、お聞きしましたけれども、大変盛りだくさんでございまして、

かなり時間もかかる内容だと思いますが、内容的に言うと、行政がイニシアチブをとっ

て進めるという形になっております。まちづくりの基本としては、いかに住民とタイア

ップして進めていくかというところが大事でございますので、その辺の考え方を少し、

それから今、お話を聞くと、短期のものは何か重点化されてやる計画があるかどうかと

いうことについて、ちょっと再質問させていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 梅田基盤整備部長。 

○基盤整備部長（梅田修一君） 再質問にお答えをいたします。 

 今の御質問ですと、行政主導型でこのまちづくりが行われており、もう少し住民とタ

イアップをとって行ってはどうかというような御質問だったかと思いますが、その件に

つきましては、まだ、先ほど申し上げましたけども、この計画をつくるときに特に重要

視しましたのは、ワークショップといいまして、住民の方々の参加を得てこのプランを

策定いたしております。そういう点から、住民とタイアップをするということを考慮し

ておりますが、形で申し上げますとなかなか難しい点があるわけでございますけども、

先ほど申しました中で、一番最後に申しました山県市まち美化パートナー制度、こうい

ったものにつきましては、住民の方々が主となりまして、いろんな事業に協力をいただ

いておるというようなことでございます。そういった点で、また、今後におきましても、

こういったものを住民の方々と連携を密にしまして、タイアップをしてこのまちづくり

に取り組んでまいりたいと考えております。 

 それと、この計画というのは、先ほど議員が申されましたように、平成17年度から平

成36年度までの20年間のプランでございます。それを短期、中期、長期、この３つに分

けて実施時期を定めておるというようなことでございます。短期につきましては、おお

むね５年以内に着手、中期につきましては、おおむね10年以内に着手、長期につきまし

ては着手時期は未定というようなことになっておりますけども、現在は主におおむね５

年以内の短期、こういったものに取り組んでおりまして、おおむね計画を上げておるも

のにつきましては何らかの形で取り組みがされておるものと思っておりますが、今後に

おきましては、中期、長期、こういったものにつきましてもいろいろな方面からよりよ

いまちづくりを目指して取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い

をいたします。 

○議長（藤根圓六君） 上野欣也君。 

○１番（上野欣也君） ちょっと私の構想している、考えているまちづくとは方向が若干
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違うのかなという思いはしないでもないわけですけれども、ぜひ、今、短期、中期、長

期ということで計画されていることについて着実に取り組みをしていただきたいと思い

ます。 

 次に、２つ目の質問で、まちづくりが山県市の総合的な施策として位置づいているか

ということについて、副市長にお伺いをしたいと思います。 

 まちづくりの基本目標というのは、いろいろあろうかと思いますけれども、集約して

言えば、だれもが安心して住み続けられる持続可能な地域社会を形成することというこ

とになろうかと思います。そういった基本目標を踏まえて、この都市計画マスタープラ

ンというのは作成されていると、私は読んでおります。したがって、そのマスタープラ

ンの中に目標人口というのが定められております。現状の維持を目指すもの、約３万人

設定するとうたわれています。少子高齢化の時代にあって難しさも伴う設定であるとい

うことも言えますけれども、しかし、地域別のまちづくり構想、掲げられている内容に

即して言えば、この高富、伊自良、美山の地域がそれぞれバランスよく発展していけば

可能な数字だと思いますし、また、市民もそれを期待していると思います。 

 そこで、伊自良南地域のまちづくりをちょっと読んでみますと、健やかでたくましい

暮らしと豊かな文化をはぐくむまちづくりというふうにありまして、さらに、生活の拠

点づくりにおいては、大門地区ときちんと銘打って、美山においては富永、西武芸地区、

それから谷合地区の公共サービスの機能の維持向上と、それから計画的な宅地化誘導と

いうことがきちんとうたわれております。 

 そこで、現実の市政がそういった描かれたまちづくりの方向で流れているかどうかと

いうことになりますと、ちょっと逆の流れになっているということはないかなというと

らえもしております。 

 特に、伊自良地区では、昨年の８月と10月に新聞報道がされました。そのコピーを持

ってきておりますけれども、伊自良中学校と高富中学校を統廃合する。その報道がされ

て以後、私は何人かの住民の方にお話を聞いたのでございますけど、仲よくしているお

友達が伊自良へ行き来している間に、伊自良は自然がいっぱいだしいいところだから、

何とか土地を探して移住したいなという話ができて、そして土地も何回も来て、見て、

大体決まっていた。だけども、この新聞報道を見て、奥さんがちょっと中学校がなくな

るというのは不安だから見合わせるということになったが、現実はどうなっていますか

というお話がありました。 

 大門地区で本当にあった、３世帯にあったお話ですけど、１世帯は５年ほど前に移住

してきた方なんですけど、あとのお二方は前から伊自良に住んでいらっしゃった方。し
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かし、仕事の関係等でお子さんが岐阜市に住んでいらっしゃる。しかし、子供が１軒は

１年生だった上の子が、もう１人は２年生だったと。この小学校に通っているんですよ

ということまでおっしゃいましたけれども、人のつき合いも大事になってくるし、自然

環境のいいところで子供たちを育てたいということで、地元へ帰ってくるという話にな

っていた。だけども、これもこの新聞報道をされてから、中学校がなくなるんだったら、

ちょっと心配だからということでやめになっているということをおじいちゃんがおっし

ゃってみえました。どうなっておるんやなと。私は、若い人たちは、お子さんを持った

ら、やっぱり小学校が近くにあるとか、中学校が近くにあるということは非常に安心感

を持って育てられる。だけども中学校がなくなるということは心理的に不安感があると

いうのは自然な状況ではないかなと思います。 

 また、最近のアンケート調査、11月の調査なんですけれども、世帯に対してアンケー

ト調査をやりました。設問の中に伊自良中学校がなくなることについて困るというよう

な設問がありまして、その調査結果が最近はっきり出ました。世帯数でいうと７割が困

る、反対と。中には鉛筆で絶対反対と書き直して提出されたものも何枚かあったよとい

う話を聞きました。その７割の反対の第１理由は何かと言いますと、中学校がなくなる

ことは伊自良の過疎化につながるんだと、そういう要因で困るという人が一番ありまし

たということを聞いております。 

 私は、こういったもので魅力あるまちづくりというものを１つ市として上げながら、

一方で過疎化になっていくような心配のあるようなことを出してくるということは、住

民にとっては矛盾を感ずることではないでしょうか。 

 私は、いろいろまちづくりの全国的な事例を調べてみますと、うまくまちづくりが進

んだ、そのもとは住民と行政のパートナーシップの強さだと、ちゃんと書いてあるんで

すね。しかも、そういった行政と住民の意思疎通が不十分なところでまちづくりが進ん

だ例は皆無だと書いてあるんです。これ、まちづくりの教科書に書いてあるんですよ、

『まちづくり教科書』という本にきちんと書いてあります。やっぱり信頼関係が非常に

まちづくりにとってはベースになるということなんです。 

 そこで、私は、このまちづくりを本当に進めるに当たって、市としてはやはり一貫し

た理念が必要だと思います。だって、人口が減っていけば、この山県市の存続そのもの

も危ぶまれていくわけですから、３万人というものを少なくとも目標にしていく以上は、

まちづくりは極めて大事だと、そこで各課、教育委員会も含めてですよ。各課が一丸と

なってまちづくりに取り組む、協働してまちづくりに取り組むという総合政策がどうし

ても必要だというふうに思っております。そして、政策としては一貫したものを市民に
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示して、官民一体となってやりましょうというところがないと、私はここに描いたまち

づくりというのはビジョン倒れに陥るのではないかなと思います。 

 そこで、市を挙げてまちづくりを総合的に取り組む、そういう意気込みについて、さ

らには住民と一体になって、期待感と安心感を持って住民が意欲的にまちづくりに参画

してくれる、そういう意欲化について、お考えを副市長にお尋ねいたします。 

○議長（藤根圓六君） 嶋井副市長。 

○副市長（嶋井 勉君） 御質問にお答えします。 

 よりよいまちづくりの推進、実現に当たりましては、市民の皆さんや各種団体などの

主体的な活動が不可欠でありますので、さまざまな事業の共有化に努めまして、さらに

は、互いに協力し、知恵を出し合う協働の視点を持って取り組むことが重要であると考

えております。 

 山県市が誕生いたしまして６年目に入っておりますが、合併に際しましては、新しい

まちづくりの基本方針であります新市まちづくり計画を策定しております。この計画は

合併後の３町村の速やかな一体化を促進し、地域の発展と住民福祉の向上を図るための

方策を示すもので、平成15年度から24年度までの10年間を計画期間とし、これまで、こ

の計画に基づきまして、各種事業の推進を図ってきたところでございます。 

 平成16年度に策定いたしました第１次山県市総合計画は、山県市の最初の総合計画と

して、ただいま申し上げました新市まちづくり計画の考え方や方針を踏まえまして、平

成17年度から26年度までの10年間のまちづくりの将来像や重点的な施策及び分野別の施

策を明らかにした基本構想と、それを受けまして、平成17年度から21年度までと、平成

22年度から26年度までの前期、後期の２期に分けて基本的な施策を分野別に体系化した

基本計画を策定することとしております。 

 計画の実施に当たりましては、基本構想に挙げてあります健やかで安らかなまちづく

り、便利で快適なまちづくり、豊かで美しい自然を守るまちづくり、活力あふれる産業

のまちづくり、豊かな心と文化をはぐくむまちづくり、美しい未来をつくるまちづくり

の６つの柱に基づきまして、市民の皆さんに安心して暮らしていただけるよう住みよい

まちづくり、よりよい地域づくりに向け、毎年、各種の事業を展開してまいりました。 

 来年度は、後期基本計画を策定する予定でございますが、前期の基本計画の内容及び

実施状況を踏まえまして、市民の皆さんの声をお聞きしながら、計画づくりに取り組ん

でまいりたいと考えております。 

 また、平成17年度に策定いたしました都市計画マスタープランにつきましては、先ほ

ど基盤整備部長の答弁のとおりでございますが、議員御発言のとおり、山県市を６つの
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地域に分け、それぞれの地域で実施する主な施策につきまして、各地域の特色を生かし、

また、地域の皆さんの御協力をいただきながら事業を実施しておりまして、ここに掲げ

てあります事業項目につきましても、ほとんどの事業を着手あるいは事業完了しており

まして、不平等やアンバランスにならないよう努力しているところでございます。 

 今後も、新市まちづくり計画、都市計画マスタープラン、地域福祉計画などのあらゆ

る計画とリンクしながら、地域の実情や特色を生かしたまちづくり、地域活性化のため

に一層努力してまいりたいと考えております。 

 また、御発言の各課が一丸となって取り組むことが必要であるとの御意見についてで

ございますが、各課の一つ一つの事業そのものがまちづくりの根幹であることは申し上

げるまでもございません。現在も他の課との横断的な取り組みや調整が必要な案件につ

きましては、各種プロジェクトチームを立ち上げ、進めているところでございます。 

 そしてまた、住民の皆様に首尾一貫した政策を提示してまちづくりを進めるようにと

の御意見につきましては、今までもその理念で取り組んでまいりましたし、これからも

いささか変わるものではございません。 

 現在、日本はもとより世界的に目まぐるしい社会情勢の変化が起きておりまして、先

行き不透明な状況が今後も続くと思われますが、まちづくりは総合的な施策として位置

づけまして、山県市総合計画に掲げてありますまちづくりの基本理念、安らかで快適な

21世紀の住みよいまちづくりに向けて、市民の皆さんとともに計画の実現、推進に一層

努めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 上野欣也君。 

○１番（上野欣也君） 例えば、今、御返事いただいた内容でいいますと、人口問題とい

うものをどういうふうに踏まえていらっしゃるのかなということをちょっと心配するわ

けですね。まちづくりは、この人づくりと非常に重なる、一貫性のあるものということ

で、このまちづくりを進めていくことによって、人口が増加したり、安定的なところへ

来るというふうに言われております。実際にそういう自治体も多いわけでございます。

そうすると、今の現状でいいますと、３万人を目標にして進めていく中で、現実的には

月に30人強、減っているわけです。そうすると、どうですか、来年の、21年の末になり

ますと３万人切ってくるというような状況が生まれるわけですね。そういう中で、もう

少しまちづくりというものに対する重要性というのを認識して、目標人口に到達できる

ように施策を推進していくということは非常に大事なことだと思います。 

 20年度の予算を見ましても、このマスタープランに掲げてある内容に即して確かに予
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算化してあるなということは、私には見えてこない。 

 それから、もう一つ、まちづくりとして大事だと言われているのは、別に私、行政だ

けが責任あるということではありません。市民も巻き込んでやるのがまちづくりの基本

ですので、もう一つ大事なところが抜けているのは、最初は専門家が入ってこれをつく

っておるんですね、専門家も入れて。ところが、プロセスの中に専門家が入っていない

わけですよ。今、まちづくりの基本として大事にされているのは、うまくいっているの

は、プロセスのプログラム化ということが言われておるんです。だから、改編しながら、

ここはもう一回プログラムを組み直そうかというのを行政と市民と専門を入れた中で話

し合って進んでいかないと、まちづくりはプランどおりになりますよということがはっ

きりしているわけですから。ぜひ、その辺の住民を巻き込んで、私、人材は豊富にある

と思っています。向こうを向いている人もこっちを向かせれば、かなり先ほどおっしゃ

った知恵も出てくるというふうに見ておりますので、ぜひ、これを総合的に位置づけて、

もっと深く位置づけて、住民を巻き込みながらそれぞれ地域のまちづくりを、むしろ住

民がリーダーシップをとらせるようにして進めていくということが非常に大事ではない

かと思います。 

 その点について、副市長にもう一度お尋ねをしたいと思います。 

○議長（藤根圓六君） 嶋井副市長。 

○副市長（嶋井 勉君） 再質問にお答えします。 

 先ほど私が答弁いたしましたけれども、少し聞いていただけなかったような部分もご

ざいますので、もう一度申し上げますけれども、来年度、総合計画の後期基本計画を策

定する予定なんですね。先ほど申し上げましたが、前期の基本計画の内容及び実施状況

を踏まえまして、そしてまた市民の皆さんにもお聞きしながら計画づくりに取り組んで

いくということでございまして、今、議員御発言のとおり、時代に合ったものを見直し

ながら、市民とともにやっていきなさいよという御意見でございましたが、まさに私は

そのようにお答えしておるわけでございますので、御理解をお願いしたいと思います。 

 ２点目の人口問題でございますが、議員の御発言のとおりでございまして、私、ちょ

っと調査しましたけれども、平成15年度の人口は住基人口で３万1,694人でございまして、

平成20年を見ますと、３万521人でございます。これで20年と15年と比較しますと1,173

人減少しておりまして、これはパーセントで言いますと3.7％でございまして、これを地

域別に見ますと、伊自良地域が68人の減少で1.9％、高富地域では302人減少の1.6％、美

山地域では803人の減少で8.9％でございまして、全体で申し上げましたのは、先ほど申

し上げました1,173人の減少で3.7％でございます。 
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 この中を見てみますと、伊自良の地区で特に申し上げますと、68人の減少でございま

すが、この中で掛は８名の増加、そして大森では10名増加しております。藤倉では25名

増加しておりまして、トータルしましてマイナス68でございますが、地域によってはこ

うした増加になっている地域もございまして、こうした背景もございますので、この辺

も後期計画の中に取り入れながら、またその施策を展開していきたいというふうに思っ

ておりますし、市民を巻き込んで行っていかなければならないということも当然、私の

ほうも認識しておりますので、そうした背景をあらゆる角度から調査し、研究しながら、

市民の意見を聞きながら、不平等とか、そういう声が出ないように頑張っていきたいと

思っておりますので、議員もこうした背景を十分研究していらっしゃいますので、また

御意見をちょうだいしながら、さらには現在ある短期的な事業につきましても進めます

し、先ほど申し上げましたけれども、いろんな計画をリンクしながら中長期に向けて頑

張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○議長（藤根圓六君） 上野欣也君。 

○１番（上野欣也君） 人口が減少していくということは、なかなか活性化が難しいわけ

でございますので、これに危機意識を持っていただきまして、この山県市が持続可能性

を持った活力ある安心できるまちづくりになっていくように御尽力いただきたいと思い

ますし、私たちもその方向で頑張りたいと思います。どうもありがとうございました。 

○議長（藤根圓六君） 以上で上野欣也君の一般質問を終わります。 

 通告順位６番 谷村松男君。 

○８番（谷村松男君） 発言のお許しをいただきましたので、ただいまより太陽光発電設

置助成について、産業経済部長にお尋ねします。 

 地球温暖化問題が国際的に大きく取り上げられましたのは、今から23年前の1985年に

オーストリアのフィラハで地球温暖化を議題とし、科学者や政策担当者が一堂に会した

ときが最初と言われています。1988年には、Ｇ７サミットで気候変動問題が国際政治の

課題として取り上げられ、1990年代になると各国が条約に基づいて地球温暖化問題の解

決に向けて協力して取り組むことになりました気候変動枠組条約、先進国の温室効果ガ

スの削減目標を掲げた京都議定書が実現いたしました。また、ことし開催されました北

海道洞爺湖サミットでも、この地球温暖化問題が検討されたところであります。 

 地球温暖化は科学者の予想をはるかに超えるスピードで進んでおります。このまま進

めば、気温が上昇し、動植物の生存域が変わってまいりますし、海水面の上昇により高

波の発生がしやすくなります。また、異常気象による干ばつの被害や集中豪雨による災
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害が発生するなど、私たちの生活に変化をもたらし、支障を来すこととなります。温室

効果ガスには水蒸気、二酸化炭素、メタン、フロン等がありますが、その主役は何とい

いましても二酸化炭素であり、ＣＯ２の削減は避けて通ることはできません。 

 ことし10月19日の新聞報道によりますと、経済産業省は、地球温暖化防止の観点から、

家庭用の太陽光発電の導入を支援する制度を本年度から始めることにいたしました。そ

こで、政府は７月に低炭素社会づくり行動計画で太陽光発電量を平成32年までの12年間

に10倍に増やす、こうした目標を閣議決定し、目標達成に向けて補助金制度を復活させ、

太陽光発電設備の設置者に対しまして、出力１キロワット当たり７万円の補助をするこ

とにいたしました。 

 また、資源エネルギー庁の調べによりますと、現在、独自の補助制度を実施している

自治体、これは全国で12府県、284市町村あり、国と市町村の重複利用が認められており

ますので、設置費の３分の１近くを補助金で賄える住民も出てくる見込み、こんなこと

も新聞に報じられております。 

 ぜひ、山県市も思い切った助成制度を制定し、クリーンな電力の使用を強力に推進し、

山県市のシンボルとしての太陽光発電のまち、オールソーラーのまち、こんな宣言をし

てはどうかと思います。 

 住宅用太陽光発電は、御案内のとおり、太陽光を電気エネルギーに変える太陽電池を

屋根に設置し発電するシステムで、地球温暖化をもたらすＣＯ２や騒音が発生しない上、

設備の寿命がない点も特徴で、発電された電気は電力会社の電線とつながっておりまし

て、発電した電力が消費する電力より多い場合は電力会社に買ってもらいます。夜間な

どで発電できないときに使います電気につきましては、電力会社の電気を使用する、こ

ういうものであります。 

 太陽光発電は、３キロワットの設備をすれば、年間3,000キロワットアワーの発電をす

ると言われています。これは、４人家族が１年間に使用する電気の約80％に当たると言

われております。ちなみに、私の家で調べてみましたが、この１年間に私のうちで使い

ました電気は3,739キロワットアワーでありました。その80％は2,991キロワットアワー

になりまして、ほぼ3,000キロワットアワーに一致することになりました。 

 ３キロワットの太陽光発電を設置しようとすれば、設備費は１キロワット約70万円と

言われておりますので、210万円の設備費が必要になります。これに対して国の補助金は

１キロワット７万円、したがって、３キロつけますと21万円が補助されることになり、

実質189万円の費用で済むということになります。 

 さらに、山県市も国と同じように１キロワット７万円を補助していただきますと、実
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質168万円で設置できることになります。私の家の１年間の電気代を集計してみますと、

約８万7,000円になります。太陽光発電ですべて賄うことができれば、補助金を除いた設

置費の168万円はおおむね20年で還元できることになります。さらに、このシステムを利

用すれば、夜間に使う電気料金は安く、昼間に発電して売ります電気の料金につきまし

ては単価が高いということで、非常に有利になります。また、余った電気が売れる、こ

ういうことで節電に努めることになりますので、年間の電力使用量が少なくなり、非常

に経済的であると言われております。現に設置されました方に二、三聞いてみましたけ

れども、10年あるいは５年前につけた方々も非常に順調にこの発電がされているという

ふうに聞いております。 

 現在、山県市で太陽光発電が設置されている家庭は100戸ほどと言われておりまして、

他の市に比べ非常に少ないと思われます。国の補助制度は今年度より実施することにな

っており、国は平成20年度補正予算で90億円を計上しておりますし、平成21年度は当初

予算で238億円を要求していると聞いております。また、政府は住宅用太陽光発電の設置

を現在の40万戸から平成42年までの22年間で全世帯の３割に当たる1,400万戸に拡大する

方針であるとも発表しております。山県市の世帯数は約9,000世帯でありまして、その３

割といいますと、2,700戸になります。 

 そこで、山県市としても、今年度予算を現在編成中でありまして、当面、100戸を目標

に設置することにしてはどうかと思います。その場合、必要な予算は１キロワット７万

円を助成するとして2,100万円となりますが、山県市で設置に投資されるお金は２億1,000

万円になります。たんすの引き出しや預金通帳で眠っているお金を活用することになり

まして、その経済効果ははかり知れないものがあろうかと思います。 

 経済が低迷している今こそ、思い切った施策を実施し、市の活性化を図るべきと考え

ますし、市民の地球温暖化防止の認識を高め、ＣＯ２の削減に協力していただく絶好の

機会であると考えますが、産業経済部長の所見をお聞かせください。 

○議長（藤根圓六君） 土井産業経済部長。 

○産業経済部長（土井誠司君） 御質問にお答えいたします。 

 太陽光発電は90年代初頭から普及し始めましたが、当時は装置が高額であったため、

国では94年度から１キロワット当たり90万円の補助金をつけたことで、人気が一気に高

まりました。その後、装置の価格が５分の１程度まで値下がりしたことから補助金も引

き下げられ、2005年を最後に打ち切られました。そのような経緯の中、今回、低炭素社

会づくり行動計画の実現に向け、国では平成21年の年明け早々には、住宅用太陽光発電

導入支援のための補助制度が復活すると認識をしております。 
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 岐阜県内では、本年４月現在、養老町が１キロワットにつき３万円で上限が12万円、

安八町では１キロワットにつき８万円で上限が48万円の補助制度を設けております。 

 低炭素社会づくり行動計画では、今後３年から５年後に太陽光発電システムの価格を

現在の半額程度にすることを目指しております。太陽光発電システムはクリーンエネル

ギーとして高い普及率が見込まれ、今回の国制度などもあり、今後は導入の動きが加速

するものと考えております。 

 本市としましても、地球温暖化対策は避けて通ることができない問題であり、クリー

ンエネルギーとしての太陽光発電は大変重要なものであると考えておりますので、国の

補助制度をＰＲし、太陽光発電の普及に努めるとともに、本市独自の補助制度につきま

しても、県や他の市町村の動向も踏まえながら検討してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（藤根圓六君） 谷村松男君。 

○８番（谷村松男君） ただいま産業経済部長より太陽光発電の重要性と市独自の補助制

度を検討していきたい、こんな前向きの回答をいただきました。そこで私は、さらに踏

み込んだ質問を市長にしたいと思います。 

 先ほどもお話がありましたように、平成６年度に導入されました、平成17年度に廃止

になりました前回の国の補助制度によりますと、住宅用太陽光発電導入状況は太陽光発

電協会の資料がございまして、その発電設備の容量ということで見てみますと、平成９

年度は２万キロワット、平成11年度６万キロワット、平成13年度９万キロワット、平成

15年度17万キロワット、それから平成17年度につきましては26万キロワットということ

で、１年飛びの集計ではございますが、右肩上がりにざっと増えてまいっておりますが、

平成17年度の末に、この補助金制度が廃止になると、途端に翌年度の平成18年度は22万

キロワット、それから平成19年度に至りましては18万キロワットと急激に減少しており

ます。いかに補助金制度が太陽光発電の普及に寄与していたかが歴然としています。 

 ちなみに、当時の県内の補助制度は大垣市、中津川市、多治見市、下呂市、安八町、

上石津町が１キロワット当たり４万5,000円から10万円の補助をしておりました。現在は、

先ほども話がありましたように、安八町が１キロワット８万円いうことで当時の補助制

度がそのまま残っておりますし、新たに養老町が１キロワット３万円を助成する、こん

なことを聞いております。また、聞いておりますところによりますと、中津川市が助成

を検討しているようでございますし、そのほか二、三の市がやはり検討をしているよう

であります。特に、隣の愛知県を見てみますと、愛知県は大半の市と町の一部で１キロ

ワット当たり４万円から、多いところでは15万円の助成をしておりました前回の補助制
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度を今も続けているようであります。 

 私は、太陽光発電を普及させるには、どうしても市が助成制度を設け、積極的な取り

組み姿勢を示すことが一番大事ではないかと思っております。太陽光発電の設置を検討

しておられる市民は、市の積極的な姿勢を見て、安心して設置に踏み切ることができる

のではないかと思っております。 

 一方、電力会社でつくる電気事業連合会、この資料によりますと、ＣＯ２の削減効果

が見込める太陽光発電所を平成32年度までに全国で30カ所つくり、14万キロワットを供

給する、そういった目標を掲げております。既に、関西電力がシャープと共同するなど

して２万8,000キロワットの発電所を堺市に設置しておりますし、東京電力も川崎市と共

同で２万キロワットの発電所を同市に建設することを決めていると報じられております。

また、昨年末の新聞の報道ですので見られた方も大勢あろうかと思いますが、中部電力

も愛知県武豊町にメガソーラー、これは１メガというのは1,000キロワットでございます

けれども、メガソーラーと呼ばれる大規模な太陽光発電所を建設すると発表しておりま

す。出力は7,000キロワットで、来年着工し、平成23年の稼働を目指すことになっており

ます。そのほかに、静岡市清水区での建設も検討されております。中部電力としては、

太陽光発電所をつくるのは初めてでありますが、環境問題への関心が高まる中、ＣＯ２

の削減に積極的に取り組む姿勢をアピールする。こうした太陽光発電は電力会社で需要

も増えてまいります。また、太陽電池はドイツを中心にした欧州各国や中国の需要の伸

び率が非常に大きく、世界的な需要の拡大を受け、太陽電池市場は年間３割のペースで

拡大すると言われております。日本の京セラ、あるいは三洋電機、シャープなどは、既

に増産に向け、工場の新設や増設を進めているところであります。 

 山県市もこの機会に乗りおくれることなく、太陽光発電の普及に力を注ぎ、オールソ

ーラーのまち、環境のまちとしてＰＲし、今後、太陽電池の需要の増加に伴いまして、

工場の増設、あるいは新設が増えることは確実であります。それに伴いまして、部品を

つくる下請の工場も必要になってまいります。そうしたとき、ソーラーのまちを売りに

し、企業誘致を図り、山県市発展につなぐことができればこれにこしたことはないと考

えております。 

 厳しい財政状況の中ではありますが、この太陽光発電の助成を山県市発展の起爆剤と

して平成21年度予算の目玉にする考えはないか、市長にお尋ねいたします。 

○議長（藤根圓六君） 平野市長。 

○市長（平野 元君） 谷村議員の御質問にお答えします。 

 今、熱のこもった質問でございまして、大変感動したところでございますが、いずれ
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にしましても、地球温暖化の対策については避けて通れない重要な問題でございますし、

これは山県市に限らず全世界、全日本が対応していくべき極めて重要な問題であろうか

と思っています。そんな中で、今こういった太陽光発電の普及といいますか、そういっ

たことで、この地球温暖化のＣＯ２の削減等についても十分効果のあるものでございま

すし、今、いろいろるる御説明をされまして十分お聞きしたわけでございますが、いず

れにしましても、国もそういうことにことしから踏み切ったということでございますし、

過去の例にもございますが、山県市としましても、この対策につきまして、県とか、あ

るいは他の市の状況等も踏まえることが大前提でございますが、そんな点も見まして、

また、市の財政力ということも十分勘案しながら対応を検討していきたいと考えており

ます。 

 いずれにしましても、こういった施設費の装置等につきましては、今後、どの程度発

展していくかということによりまして、また、設置単価等の値下げも見込まれるかと思

いますし、電力会社等がそういった研究が進めば、そういった設置単価等についても値

下げがされてくるだろうということも予測されます。そんなことも踏まえながら、十分

検討してまいりたいというふうに思っておりますので、今後、市の財政を見ながら十分

対応していきたいということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（藤根圓六君） 谷村松男君。 

○８番（谷村松男君） 最後ですけれども、平野市政の発展と山県市の発展を祈念しなが

ら、この太陽光発電の設置に対する質問を終わりにさせていただきます。どうもありが

とうございました。 

○議長（藤根圓六君） 以上で谷村松男君の一般質問を終わります。 

 通告順位７番 杉山正樹君。 

○３番（杉山正樹君） それでは、通告に従いまして、小学校、中学校の教育問題につき

まして、教育長さんにお尋ねをいたします。 

 子供たちの教育の場として、学校教育、家庭教育、社会教育に大別されるかと思いま

す。 

 まず、学校教育についてお尋ねをいたします。 

 高富小学校、高富中学校校舎の完成、さらに美山中学校の改築と立派な校舎ができて、

さぞかし児童・生徒並びに保護者の方たちの喜びと期待は大きいものと思います。我々

は、ひたすら子供たちが学校教育の中で元気に勉学に取り組み成長してくれることを望

むわけでございますが、子供たちを取り巻く環境や子供たちの考え方の変化は理解しが
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たい部分もあります。昨年の児童・生徒による暴力行為、いじめ、不登校など、全国的

にも増加傾向にあり、ことしの11月21日の新聞発表では暴力行為は初めて５万件を突破

し、いじめについては、岐阜県は1,000人当たり33.4件と全国最悪の残念な状況にござい

ます。 

 そこで、まず１番目といたしまして、山県市の小中学校において、暴力、いじめ、不

登校はどのような状況にありますか。 

 ２番目といたしまして、仮にあるとすれば、それぞれの問題とどのように向き合って

いこうとしておられるかをお尋ねいたします。 

○議長（藤根圓六君） 森田教育長。 

○教育長（森田正男君） 御質問にお答えします。 

 山県市の学校教育におきましては、校舎の建築や改築等、施設設備の充実のみならず、

地域や学校の実態を踏まえた指導内容の見直し、体験活動の充実、一人一人に応じた指

導の工夫、授業の改善を進め、生きる力をはぐくむ指導に努力をしているところでござ

います。 

 議員御指摘の平成20年11月21日に、文部科学省が発表しました問題行動調査につきま

しては、暴力、いじめ、不登校が増加しているという結果について、本市においても危

機感を持ち、さらに指導の充実を図っていきたいというふうに思っております。 

 また、岐阜県がいじめ認知件数で全国３番目に多いことについては、県教育委員会に

も問い合せお聞きしますと、学校現場がどんな小さないじめも見逃さず、一刻も早く解

決しようとする姿勢のあらわれであると、こういう分析を逆にしております。 

 御質問でございますが、小中学校における暴力、いじめ、不登校の状況につきまして

は、本市におきましても校内における生徒間暴力、対教師暴力などの暴力は数件ござい

ます。いじめにつきましても数件ございます。不登校につきましては十数名の者がいる

という状況が現状でございます。 

 こうした問題に対処していくということにつきましては、起きない、起こさないとい

う積極的な指導を基本的の構えとしております。常に児童・生徒の行動や様子に対し目

を向け、小さな変化も見逃さない対応をし、未然防止に努めています。 

 また、不幸に起きてしまった場合は、学校だけでなく、家庭や地域社会、関係諸機関

と連携を図り、ケース会を早く開くなど、素早い対応に心がけ、児童・生徒の心のケア、

または再発防止に努めております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 杉山正樹君。 
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○３番（杉山正樹君） 暴力問題、いじめ、不登校実態が山県市内の学校にあるのは残念

ではございますが、先生方と関係諸機関の情熱と連携をもって、明るい学校教育に一層

の御努力をお願いしたいと思います。 

 ２点目に、家庭や社会教育についてお尋ねをいたします。 

 そうした暴力行為やいじめ問題、また不登校行為などの問題や子育てやしつけなど、

子供の家庭教育について悩みを持つ家庭が少なくないと思いますが、特に心の変化が著

しい中学生や高校生の家庭教育は大変重要であり、同時に、家庭の構成等、同じ条件で

語れない複雑で難しい問題であろうと思いますが、教育者の立場から見て、家庭や社会

に対して何かお伝えし、理解をしていただこうとしておられることがあればお聞かせを

いただきたいと思います。 

○議長（藤根圓六君） 森田教育長。 

○教育長（森田正男君） 再質問にお答えをいたします。 

 社会や家庭教育においてのお尋ねにつきましては、児童・生徒の速やかな成長への支

援や、さまざまな問題行動への対応等は、先にも申しましたように、学校だけでなく、

家庭、地域社会、関係諸機関が連携して対応することが最も大切であると考えておりま

す。 

 具体的には、学校での教育相談活動などを中心に問題の早期発見をし、関係者がそれ

ぞれの問題や悩みについて心を開き、話し合い、理解し、共有化して解決できるよう関

係の方々の御協力をお願いするとともに、学校、教育委員会としても、さらに早期発見、

早期対応を目指し、今のシステムを随時見直してまいりたいと考えております。 

 また、地域の力を学校で活用させてもらうような学校の応援団となっていただく機会

を多くし、学校、家庭、地域社会が一体となって子育てが行えるよう、市民の皆様の御

協力をお願いしたいとも考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 杉山正樹君。 

○３番（杉山正樹君） 教育問題の難しさから、なかなか本音の部分を腹いっぱいお話し

いただくということができませんが、現在、学校を訪ねてみますと、教壇がないのに気

づきました。先生も生徒も平等という考えであろうかと思います。教育に関する限り、

親と子、教師と生徒は横の関係ではなく、教える者と教えられる者との縦の関係でなく

てはなりません。学校には、時として教えることをちゅうちょする傾向があり、そのこ

とが教育現場をゆがめているのでないかと思います。 

 ある本を見ましたら、先生が、騒ぐ生徒がいるので、うるさいから外で立っていろと
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言えませんと。子供には授業を聞く権利があるという記述がありました。これは、履き

違えた悪しき平等と自由と権利の考え方であります。遅刻する権利、宿題や掃除をしな

い自由などないと思います。今後一層、責任と義務の教育を期待したいと思います。 

 また、我が子を愛する余り、すべてをかなえてやろうとする親、守り抜こうとする親

の愛が、つまり社会性の欠如した親の態度が教育現場をより難しくしているのではない

かと思いますが、教育長さんの所見をお伺いし、質問を終わらせてもらいます。 

○議長（藤根圓六君） 森田教育長。 

○教育長（森田正男君） 再々質問にお答えをいたします。 

 教育は、可能性を持つ一人一人の子供たちが能力を開花させ、自己実現を図るよう指

導、援助をする営みであると、私はこんなふうに考えております。指導、援助の営みと

今申し上げましたけれども、その営みは教え、引き出し、身につけていくと、こういう

過程を通して確かな力をつけていくんだというふうに考えております。確かな力は知、

徳、体のバランスのとれた力でございまして、子供たちの成長発達に応じて、保護者、

教師、子供たちの仲間、さらには地域の人々とのコミュニケーションの中で生きる力と

して身につけていくものだとも考えております。 

 こうした教育の営みでは、まずお互いの信頼関係を構築することが基であるというふ

うに私は考えております。児童・生徒理解に徹する姿勢がそこには必要でございます。

児童・生徒を見届け切る、こういう姿勢でございます。こうした教師は教育内容に精通

をし、子供たちに確かな力をつけるための研究と修養を通じて自らの専門性と人間性を

磨き、さらには常に自分の指導力というものの向上に対して努力をしているというふう

に思っておりますし、山県市の教員も今、まさにこれをやっておってくれるというふう

に思っております。 

 また、学校では教科、道徳、特別活動等の教育内容の指導と学校生活全体を通しての

指導の中で自主性、自立性、責任感、協調性、意欲、もう少し大きく言えば学び方、こ

うしたものも心の教育、この充実によって指導を進めているということでございます。 

 一方、この教育の営みを子供の側から見ますと、生まれたときから生まれた家庭の中

で子供の学びは始まっております。生活のために必要な基本的生活習慣を身につけさせ、

自分のことは自分でするというような自立心を育成していく。家庭の中での教育はまさ

にそういった意味で大変重要なものであるというふうに考えております。 

 これは家庭教育で、ここまでは学校教育でというようなお互いに批判をし合う、そう

いう風潮があるわけでございますけれども、お互いに役割を持つということは大事にし

ながらも、子供の成長、発達のために、子供の成長を軸にして、もっと言えば子供のた
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めにという言葉に置きかえられるかもしれませんが、ともに育てる、ともに育て合うと

いう意識を持って進んでいけるような、そういう仕組みにしていきたいと、こんなふう

に今考えております。 

 また、地域からも、ともに育てるための力を活用させていただくということで、先ほ

ども述べましたが、学校の応援団として、学校支援、地域本部事業というものも、今立

ち上げようとしております。これは県教育委員会の力もかりながら、これから推進して

いこうというふうに今、考えております。 

 やや間違った表現をするかもしれませんが、国民皆教育評論家時代と言われる時代で

はなかろうかと私は思っておりますが、子供たちのよりよい成長のために、教育への応

援団として行動を始める、動き始める、活動を始めるというような、私は山県市の教育

にしていきたいと、それに努力をしていきたいと、こんなふうに思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 以上で杉山正樹君の一般質問を終わります。 

 暫時休憩をとりたいと思います。再開は議場の時計で２時45分です。お願いします。 

午後２時33分休憩 

 

午後２時45分再開 

○議長（藤根圓六君） 休憩前に引き続いて会議を再開いたします。 

 通告順位８番 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） それでは、通告に従って３問質問させていただきます。 

 まず最初ですけれども、保育の関係ということで、保健福祉部長にお尋ねします。 

 若者世代に対応し、少子化対策の推進と今後の施策ということで伺います。 

 保育は、法令によって市の責務とされています。そもそも若者世代対応、少子化対策

の推進の観点でも保育行政における積極的な施策が不可欠であり、かつ山県市の人口が

減る、そういう見込みからすれば、少なくとも若い世代に魅力ある方向性をアピールし、

他の自治体より前に進む必要があると思います。 

 そこで質問です。 

 まず１番目ですけれども、保育所に行きたいが受け入れ側の事情で入れないケースを

待機児童といい、特に都市部ではその対策が課題となっています。山県市の場合、年度

初めからの入所は希望がかなうとして、年度途中の場合、どのように対処し希望をかな

えているのでしょうか。 

 ２つ目ですが、広域、いわゆる管外保育委託、そういう事業はいつからどのような趣
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旨で始まったのでしょうか。利用者の人数と職業はどのようでしょうか。一般市民、民

間会社勤務の人の利用に供されていると言えますか。そして、今後、周知し、利用促進

を図る必要があるのではないでしょうか。今後は拡大できる方向にありますか。 

 ３問目ですけれども、保育園における延長保育の希望が増加していることは認識され

ています。現在の朝７時半からの早朝保育、19時までの長時間保育、延長保育に関して、

前に延ばす、あるいは後ろに延ばすということについて対応すべきだと思いますが、現

状は受け入れているのでしょうか。そもそも市からニーズの確認をするべきであるし、

実は市民のニーズの開拓が必要な分野であると指摘されています。今後、どうしていく

のでしょうか。 

 ４つ目ですが、山県市の行政改革大綱の実施計画、17年から21年ですけども、これで

は保育園の民営化や調理業務の民間委託を検討し、児童館、子どもげんきはうす、放課

後児童クラブ等の外部委託及び指定管理者制度の導入検討とされています。検討状況を

完結にまとめてください。単なる施設管理運営の委託や指定管理における合理性はとも

かく、学校、保育、図書館など文化的、教育的な分野への民間委託や指定管理の導入に

は市の主体性や将来の市民への責任の意味においても強い懸念を持っています。市の考

えはどうでしょうか。 

 ５つ目ですが、保育所の保育指針の改定によって、来年４月からすべての保育所入所

児童に保育所から就学先となる小学校へ保育指導要録を送付することになりました。こ

の指針改定に関して、市の現状の認識と今後の取り組みはどのようでしょうか。要録等、

個人情報として適切に取り扱うことが不可欠であることは当然として、改定によって保

育士の公務員性や専門性が高まると考えますが、いかがでしょうか。 

 以上、お尋ねします。 

○議長（藤根圓六君） 笠原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（笠原秀美君） 御質問にお答えします。 

 この待機児童の解消につきましては、喫緊の課題となっており、国においても保育所

の施設基準や保育士の配置基準を緩和し、用地の確保が難しい都市部の自治体にも柔軟

に施設を整備できるようにするなど、待機児童問題の改善のために検討されてきました。 

 山県市においては待機児童はなく、これまでも年度当初に希望する保育園に入園いた

だいております。 

 なお、年度途中の入園希望者に対しては、保育士の確保等、適切な受け入れ体制が必

要なことから、申込書をすぐに提出いただくのではなく、事前に入園相談という形で希

望される方の実情に応じて、第１希望に沿えない場合は、第２希望の保育園に入所いた
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だき、次年度には希望の保育園に入園いただくなど、ニーズにできるだけ沿えるよう対

応しております。 

 ２点目の広域保育についての御質問にお答えします。 

 保育所は、居住している自治体の保育所を利用するのが原則ですが、保護者の勤務地

等の広域化に伴い、居住地の保育所に預けることが困難な家庭が増加してきました。こ

うしたことから、平成10年度から広域入所の需要が見込まれる市町村は、あらかじめ関

係市町村間で十分に連絡調整を図り、広域入所の体制整備に努めることとされ、当時、

山県郡３町村においても協議され、同年度から始まったと記憶しております。なお、広

域保育には自治体間で要件が定められています。 

 利用者数は、年度により異なりますが、山県市外から市内の保育園へ入園している児

童、いわゆる受託児童は平成18年度が２名、19年度が７名、20年度が７名、また、山県

市外への委託児童については、平成18年度が６名、平成19年度が７名、20年度が３名と

なっております。 

 利用される方の職業は、民間会社、公務員等、いわゆる会社勤めの方がほとんどです。

このため、当然、会社勤務の方に供するものと考えており、今後、少子化対策を推進し

ていく上で周知、利用促進は必要と考えていますが、各自治体において待機児童問題が

解消しないと、この広域保育の受け入れができないなど、保育サービス全体を考慮して

推進していく必要があると考えております。 

 ３点目の延長保育についての御質問にお答えします。 

 この延長保育につきましても、近年の就業形態の多様化に伴い、ニーズも増加し、開

所時間も拡大されてきております。 

 山県市においては、現在、全10保育園において、午前７時30分から午後７時までの利

用が可能ですが、そのニーズは保育園により異なり、延長保育を固定的に利用してみえ

る方はおおむね２％で、時期にもよりますが、午前７時30分から利用してみえる方は約

1.5％、午後７時まで利用してみえる方は１％に満たない状況です。また、平成19年度と

今年度を対比してみますと、常時的に利用される方は減り、臨時的に利用される方が増

加しているように見えます。 

 こうした現状は、子育て支援に対して社会全体の理解、特に会社等においても、子育

て支援に対する理解が高まってきていることも要因の１つではないかと考えております。

この延長保育についても、広域保育との関係、各種保育サービスともかかわっていると

考えます。 

 こうしたニーズも変化してきており、その把握については山県市次世代育成支援行動
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計画の後期計画策定が平成21年に実施する予定で、今年度中にニーズ調査を実施し、そ

の中で把握する予定をしております。 

 ４点目の保育園等の民営化についてお答えします。 

 まず、保育園の民営化につきましては、これまで児童福祉審議会で審議されてきまし

た。その中では、利用者ニーズが迅速かつ的確にこたえていく必要性があり、民間の力

により、よりきめ細かな対応が可能となるが、行政の責務として保育サービスの後退、

質の低下をしないように推進していく必要があるなどの答申をいただいております。 

 しかし、現在、具体的にはなっておりませんが、市における定住化の促進や人口流出

対策、地域の活性化のための方策として、幅広い行政計画の一環として体制化した施策

として考えていく必要があると考えております。 

 また、保育園の調理業務につきましては、当然、質の低下とならないことを前提に、

学校ともあわせて具体的に検討しましたが、現時点においてはその効果は少なく、今後

も継続して検討していく予定でございます。 

 児童館、放課後児童クラブ等の民営化については、具体的な検討とはなっておりませ

ん。 

 いずれにいたしましても、議員の御指摘のとおり、この民営化等につきましては、市

としての責務、主体性を明確にすることは当然重要な責務と考えておりますので、御理

解いただきますようお願いいたします。 

 第５点目の保育所保育指針改定に伴う取り組みについてお答えします。 

 これまでも、保育所においては子育て支援の重要な拠点として、多様化するニーズに

より保育サービスの充実や保育士の資質向上に努めてまいりました。また、保育士の専

門性も年々高まり、その役割も重要となってまいりました。このため、平成22年度から

の保育指針の改定も踏まえて、保育所と学校の連携、交流等も増やし、保育士は専門的

な研修や子育て支援関連の研修等を経て、山県市保育研究会において市内の保育園保育

士、調理員も含め全職員が共通の認識のもと、来年度に向けて取り組んでまいりました。 

 また、今年度からは、具体的に保育要録等についてなど、部会の中でも検討をされて

おります。当然、これまでも個人情報の多くある保育園であるため、この取り扱い等に

ついても保護者の理解や周知、小学校への送付における適切な取り扱いを徹底してまい

りましたが、今後もさらに注意を促してまいります。 

 いずれにいたしましても、子供の発達や生活の連続性等を踏まえて、保育所から小学

校を通じて子供たちの育ちを支えていくため、また、保育所の社会的責任を果たすため

に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようよろしくお願いい
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たします。 

 以上をもちまして、答弁とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） それでは、保健福祉部長に再質問いたしますけれども、まず、

１番目の待機児童のことですけれども、第１希望に沿えない場合に、入園相談をして、

第２希望のところでまず一たんかなえていこうというふうに対処しているということで

した。実は、これ、12月の初めに通告したんですけど、偶然ですが、その数日後に岐阜

から山県に転入したいという人の相談があって、保育所に希望を出したら、来年の４月

までだめですと言われたと来られた。それだったら第２希望という形があるはずですよ

と言ったら、もう一度行かれたそうですが、言ったところが定員がいっぱいでねという

趣旨を言われたとか、もう一つのところに行っても同じようなことで、一時保育ならで

きないことはないですがと言われたとかという話でまた来たんです。そうすると、先ほ

どの答弁と比べると、現場ではかなり伴っていないと思って、そういう意味では実質的

に待機児童になる人がいるのではないかという心配をするんですが、その点、いかが思

われますか。 

 それから、２番目ですけれども、広域の保育ということについて、先ほどのお答えで

は、民間と公務員がほとんどという答えでしたけど、どうもほとんど周知されていない

ように思いますので、そうすると私は公務員の人が多いんじゃないかと思うし、９月の

議会、議場でそんな趣旨の答弁があったように思うんですが、どうでしょう、民間と公

務員という並列の答えでしたけれども、公務員がほとんどじゃないんですか。 

 それから、待機児童の問題が解決しないとなかなか先に進めないニュアンスの答弁も

含まれていましたけれども、実は岐阜県というのは待機児童がほとんどいない、インタ

ーネットには過去10年間のデータも出ていますが、例えば、岐阜市でもずっとゼロなん

ですよね。ということは、山県市と関係するその自治体というのは、みんな待機児童の

問題がないわけですから、先ほどの答弁で待機児童の問題が解決しないと広域の保育が

広げにくいということは全く根拠にならない。結局、周知が十分にされていないし、皆

さんが、行政がＰＲしなければいけない部分じゃないかなというふうに思うんですが、

その点、いかがですか。 

 それから、３つ目の延長保育などの関係ですけれども、今年度中に２次の調査という

ことですが、もう12月の下旬まで来ているわけですよね。残り３カ月で一体、いつ、ど

のように調査するのかということと、先ほども申し上げたけれども、ただ聞くアンケー

トをとるだけじゃなくて、市民の人のニーズを開拓していくという問いかけ、設問の方
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法が大事じゃないかなと思うんですが、そのようなことができますか。 

 それと、今後の民営化などについてですけれども、諮問があって答申があったという

わけですね。私も諮問も答申も見ましたけれども、やっぱり市長のほうが民営化の方向

をうたって、それを投げかけて、それに対してそうですねと、民営化が必要ですと、た

だし幾つか注意しましょうよという答申になっているわけですよね。そうすると、やっ

ぱり市長がそういうふうに出したから答えが来るのは当然なんですよ。 

 ところが、最近いろんな問題があって、例えば、指定管理でも取り消しということが

起きている事態があちこちにある。それから、つい先日、関東地区で二十幾つの保育園

を指定管理でやっているところが突然倒産した。朝、行ったら張り紙がしてあってだめ

ですと。どこかの自動車学校と一緒なんです。指定管理でそういうことが起きてしまう

んです。そういった取り消しの事例とか、指定管理を受けたところが倒産した保育園の

話、部長は御存じでしょうか。 

○議長（藤根圓六君） 笠原保健福祉部長。 

○保健福祉部長（笠原秀美君） 再質問にお答えします。 

 第１点の待機児童の問題につきましては、保育園の入園相談に関しましては、子ども

家庭課または各保育園で相談を受けているのが現状で、現時点ではそういった事例はな

いと私は聞いております。もし、先ほど議員がおっしゃいましたことがあるとすれば、

子育て支援をしていく拠点施設としての機能の重要性を再度認識させる必要があるとい

うふうに思い、職員一同、そういった認識に立って事業を進めてまいりたいというふう

に考えておりますので、御理解いただきたいと思っております。 

 ２点目の広域保育に関しましては、保護者の方に向けて、現在、ホームページ等で周

知はしておりますが、全保護者の方が集まっていただけるような場というと、やっぱり

健診等の場が一番いいのかと思いますが、そういった健診の場とか、保護者の親グルー

プの交流等を通して、そういった周知のほうに徹底してまいりたいというふうに考えて

おります。 

 それから、３つ目のニーズ調査につきましては、次世代育成支援行動計画の後期計画

としまして、来年度、その計画をつくる基礎資料として、今年度、その準備に入るわけ

でございますが、具体的には来年の１月上旬に実施する予定をしております。 

 ４点目の民営化等、指定管理の問題については全国的にそういった問題も起きて、問

題に対しては承知しておりますが、現在は具体的な民営化については検討には至ってお

りませんが、保育行政のあり方を根本にどうあるべきかを考えながら、受け手である社

会福祉法人等の能力を見きわめながら、きちんとした方法で検討できるよう考えてまい
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りたいというふうに考えております。 

○１２番（寺町知正君） 倒産とか、取り消しの事例は知っていますかという質問です。 

○保健福祉部長（笠原秀美君） 先日というか、テレビで報道されておりましたので、承

知はしております。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 再々質問しますけれども、今の指定管理や民間委託、外部の話

ですね、これについてですけれども、先ほども通告で使いましたが、行政改革大綱とい

うことですね、これについては、副市長が取りまとめをずっとされて、改定もされてき

ていると思うんです。そこで、再々質問は副市長にお聞きしたいので、ちょっとお聞き

ください。 

 今、申し上げたように、指定管理とか民間委託というふうに、自治体の外に委託する

わけですよね。その場合に相手方が民間ですから、当然、いろんな予定が狂って倒産し

たりとか、そういったこともある。あるいは不法行為をして取り消しという事例も実際

にあるわけです、部長は御存じだということですけれども。そういったことが起きる可

能性があり、しかも指定管理が始まって、最近、そういうのがあちこちで出てきている

わけです。そういった中で、従来、１つの検討材料であったし、この中でも、まずは考

えてみようという大前提が十分読み取れます。考えた結果、それぞれ方針を今固めてい

るんでしょうけど、保育については、げんきはうすなどは出さないような方向、給食も

当面は直接ということです。逆に、保育の部分についてはまだ検討する余地がかなりあ

るような答弁でしたので、私はこの改定も進む今の段階でお聞きしたいんですけれども、

非常に経営という意味で、申し上げたように、破綻という状況が起きてしまったら、施

設管理なら、それはどこかにかわってもらう、職員が行く、それはできるんですけど、

学校とか図書館とか保育というのは急遽かわりができないんですよね。そうすると、い

いかげんな質になってしまうことは当然です。そういった問題。それから、経営と質の

両方の問題があるということを特徴的に考えなきゃいけない部門だろうというふうに言

えます。 

 それから、先ほど保育要録という話をしました。こういう学校の内申書と同じような

ものです。いろんな行動について保育士の所見が出てくる。それを学校に出すわけです。

そういった意味で、従来の保育するということとは違って、非常に中身も専門性、それ

から責任も高まってきているんです、制度上。そういった中で、簡単に外部に出してい

いのかなという懸念をより強く持つ必要が出てきたと思うんです。 

 例えば、岐阜の県立図書館、これについて、岐阜県は都道府県では全国で２番目の指
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定管理を検討してきたんです、ことしずっと。ところが、先日、古田知事は議会で答え

たんですけれども、図書館の中枢機能は重要だと、だからそこは出さないと。だけど、

施設としてのものの管理については、一回教育委員会で是非を検討してもらいましょう

という非常に小さな持って行き方を今検討しています。それを、もちろん出すかどうか

も含めてですが、そういった意味で、内容によっては、これは絶対直営でいくんだとい

う、そういう見きわめが必要な時期だと思うんです。ですから、山県市が次にこのプラ

ンを改定するときに、やはり一定の検討の成果として、もうここは民営化、指定管理は

考える必要はないよという姿勢は明確にする部分があるのではないかと思うんですが、

その点について、実質的にチーフになる副市長のお考え、いかがでしょうか。 

○議長（藤根圓六君） 嶋井副市長。 

○副市長（嶋井 勉君） 指定管理と民営化についての御質問でございますが、私個人の

考え方としましては、民営化も指定管理も紙一重のものだというふうに思っておりまし

て、指定管理はもちろん行政が関与していくというようなパーセントにしては高いと思

いますが、しかし、民営化にしても、議員も御存じだと思いますけれども、ほとんどの

ものを金銭面からして、保育の面からしてもそれぞれ市の条例に従ってやっていくとい

うのが基本姿勢なんです。ですから、市の責任というのは民営化しても市の責任という

のはかなりパーセントを多く占めるんじゃないかというふうに私は思っておりまして、

その辺のことは、破綻の問題も含めまして、民営化、指定管理、それとも市営でやって

いくのか、この辺は、行政改革の一環に挙げてはございますけれども、十分勉強してい

かなければならない、こうした時代において最もどれが必要なのかということを考えな

がら進めてまいりたいというふうに思っております。 

 あと、保育指針の改定ですか、個人情報の問題ですけれども、これも、私、まだ勉強

不足で申しわけございませんが、時代に合った、そういう方法を望んでいる次第でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 特に、本当に保育や教育というところは、市の責任を十分に持

っていただきたいというふうに思います。 

 ２番目ですけれども、分別収集など市のごみ処理事業の収益は的確に確保されている

かという観点で、市民環境部長にお尋ねします。 

 全国の市町村は、住民のごみの収集処理をその市町村の責任として行うことになって

います。民法の239条の定めからも、それから一般に回収で所有権を区に継承したものと
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考えられるという判決があるんですが、ごみとして出したら自治体のものになるという

ことです。それから、市はここにごみを出せば市が収集しますというステーションをつ

くっているわけですね。そういった形態を指定していることも考えますと、市民の皆さ

んが出したごみというのは、その時点で所有権がなくなり、有価物は自治体の財産とい

うふうに認識されているわけです。 

 ところで、市は市民が分別して出したビンや缶、ペットボトル、トレーについて、年

間約5,300万円で収集を委託しています。予算も決算もほとんど毎年変動がないというこ

とです。委託の契約では、ペットボトルを除いて売り払い収入を市に納入するとの規定

はありませんから、収集物の中の有価物の売却益は業者の申告のままもらっているだけ

です。この売却益は昨年度の実績では、ペットボトルは250万円、ビンは約５万円、アル

ミ缶は約450万円、スチール缶は約120万円、白のトレーはゼロ円と、こういった収入が

入っています。 

 これらの状況や収支などを見ていると、自治体の広報にまで企業の広告を掲載して収

入を上げようと努力している時代に、行政の姿勢に甘さを感じるのは私だけではないで

しょう。 

 そこで質問ですが、１番として、業者の選定に関して、熱心な自治体は競争性を相応

に確保しています。しかし、山県市の場合、長年、実質１社と随意契約をし続けていま

す。業者が多い岐阜市に隣接する山県市の状況なども考えれば、地方自治法が定める契

約の原則への適合に強い懸念があります。この収集に関して、市が認識する問題点は何

でしょうか。 

 ２番目ですけど、あちこちのデータで見て、山県市の規模で収集費１年間約5,300万円

は高いと私は感じますが、他と比較して高い部分は損害というべきだと考えます。市の

見解はいかがでしょうか。 

 ３番目ですが、正当に有価物の売却益が歳入とされていると考えますか。私は差額が

あるように思われ、その差額は損害だというふうに考えますが、市の見解はいかがでし

ょうか。 

 それから、４番目、有価物の売却先についても入札で決めている自治体もありますが、

市は売却先もお任せであります。競争性、透明性、経済性、いずれからも売却方法に関

して見直すべきではないでしょうか。 

 以上、お尋ねします。 

○議長（藤根圓六君） 松影市民環境部長。 

○市民環境部長（松影康司君） 御質問にお答えします。 
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 １点目の一般廃棄物処理運搬委託業者の選定に関することでございますが、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律、以下廃掃法と言います。この廃掃法は第６条の２第３項及

び廃掃法施行令第４条において委託の基準を示しておりまして、現在の委託業者はこの

基準に適合しています。 

 また、地方自治法の定める契約の原則への適合に強い懸念があるということでござい

ますが、札幌高裁の判決では、廃掃法は、一般廃棄物の収集等の業務の公共性をかんが

み、経済性の確保等の要請よりも、業務の遂行の適正を重視しているものと解され、す

なわち、廃掃法は最低価格の入札と契約を締結する一般競争入札の制度とは異なる建前

をとっているのであるとして、廃掃法は、地方自治法の適用を前提としているからでな

く、契約締結方法を市町村の裁量にゆだねている趣旨を解することが適当であるとして

います。 

 また、廃掃法第６条の２には、市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域に

おける一般廃棄物を生活環境の保全上支障の生じないうちに収集・運搬・処分しなけれ

ばならないとしており、この計画に沿って行っているものであります。 

 以上のことから、本市における一般廃棄物の収集、運搬については、何ら問題がない

ものと考えております。 

 ２点目の委託費用5,300万円で、この金額が高いのではということでございますが、収

集、運搬は単に人口規模だけでは比較することはできません。その自治体の地形、道路

事情、収集場所の形態や数などの違いによる効率性や収集形態などを勘案する必要があ

ります。 

 例えば、本市が委託している業者は、缶、ペットボトルの一時保管、または圧縮を行

っており、こうしたことも費用に含まれています。また、収集かごの設置、回収も行っ

ています。ある市では、缶やペットボトルなどを可燃ごみと同じ場所に出し、収集かご

がない場合もあります。こうしたことから、本市の収集運搬委託費用が高いものとは考

えておりません。 

 ３点目の有価物の売却益が正当に歳入とされているかということでございますが、他

の自治体の状況を見てみますと、10月現在ということでございますが、15の自治体のア

ンケートの結果を申し上げますと、アルミ缶の最高がキロ当たり195円、最低でございま

すが30円、本市の場合は138円です。スチール缶につきましては、最高が42円、最低が逆

有償ということでマイナス９円、本市の場合は13円です。ビンは無色で最高が１円、最

低が無償、本市は0.5円といった状況であり、かなりのばらつきがあります。これは、そ

れぞれの再生処理業者の販路等などの違いなどから生じるものと思います。 
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 本市については、収集運搬業者から再生処理業者、それぞれ再商品化業者の販路も明

確で、売却益についても正当に歳入され、損害はないものと考えております。 

 ４点目の有価物の売却先の選定についてでございますが、議員も御承知のように、自

治体によっては入札、随意契約、また本市のような形態をとっているところもさまざま

でございます。このことにつきましては、他市の状況などを調査し、検討してまいりた

いと考えております。 

 以上で答弁とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 部長に再質問いたしますけど、まず最初の随意契約の競争性と

いうことです。市としては問題がないという趣旨の答弁で、判例は地方自治法が適用さ

れないからいいんだというふうに言っているわけですけれども、単にそれはどこを選ぶ

かとして、その観点から違法ではないよと言っただけであって、競争性があるなしがい

い、悪いと言っているわけじゃないんです。単に随契でもいいですよと言っただけであ

ってということです。私の懸念は経済性の問題なんです。財政が厳しい山県市として、

ほかの業者はないのかという検討をしたかどうか、これは非常に重要な観点だというふ

うに考えています。あるいは、毎年同じところに頼むという関係であれば、相手もそれ

だけメリットがあるわけだから、もっと安くならないのかとか、厳しく対応するという

ことができるはずなんです。そういった意味で、市の財政に寄与し、貢献するためには

もっと経済性が高い方法はどこかという、そういった契約をすること、実際に過去にや

ってみたのでしょうか。 

 それから、２番目ですけれども、具体的なケースを言われましたけど、確かにごみの

収集、いろんなケースがあるわけですけれども、だけどいろんなケースがあるからとい

って、それが高いものとは考えていないというふうには直結しないはずなんです。実際

に高くない低いんだというデータが出てくればともかくということで、これだけのデー

タがあって、このとおり高くないというデータがあるんでしょうか。 

 それから、３つ目に関してですけれども、損害があるかないかという評価は、とらえ

方にもよりますけども、実際に、少なくとも事実として差額があるはずですよね、もっ

と高く売っていればもっと入っていった、その差額はあるはずですよね。そこは市は認

めるんですか。 

 それと、もちろん通告したことでいろんな自治体のデータも集めたそうですし、先ほ

ど、そこの高い低いも述べました。そういう中で山県市は確かに最高のレベルにはいな

いけど最低にもいない、いわば中間にいるということです。ということは、やはりまだ
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もっとより有利な契約方法、取引ができる、そういう余地があるということでもありま

すので、実際、市は現状を見直していくのかいかないのか、そのあたり、いかがでしょ

うか。 

○議長（藤根圓六君） 松影市民環境部長。 

○市民環境部長（松影康司君） １点目にお答えします。 

 １点目につきましては、競争入札を実施している自治体は、条件として許可業者であ

ることを求めています。これは一般廃棄物処理計画が生活に密着したものでありまして、

適正な処理、運搬が継続的かつ安定に行われる必要があることと思われますもので、本

市の場合におきましては、このようなことから、委託の前提となる許可業者が１社でご

ざいますので、随意契約となっております。先ほど議員が申し上げましたように、こう

したことは試しておりません。 

 ２点目につきましては、他の自治体との委託の比較のデータはございませんが、比較

を行おうとすると、その収集運搬体系など、詳細な内訳が必要となり、それを本市の状

況とすり合わせ、調整を行わなければなりませんので、単純に比較することはできない

と考えております。 

 ３点目につきましては、確かに高価で売却するということで比較すれば、差額が生じ

ていますが、そのことは事実であると思います。これまでに信頼できる再生処理業者と

して収集運搬業者にお任せしていたものでございますが、このことにより安定的に資源

を処理できるということも考えておりますので、損害とは考えておりません。 

 また、４点目につきましては、見直しするとか見直ししないといったことは現時点で

は明言できませんが、議員の申されますように、時代の要請から、いかに高価に、また、

逆有償であればいかに安価にといった、見据えなければなりませんので、入札を行って

いる自治体の情報収集を行い、時代の要請にこたえることが必要だと思っています。 

 以上でございます。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） いろんなデータを集めて、言葉とは違いますけど、多分見直す

という意味でしょうね。 

 改めてお尋ねしますけれども、その信頼できる業者、私も業者が信頼できないなんて

一言も言っていないんですよ。ただ、経済性の問題として、特に今の時代、本当にそこ

がいいのかという検討は常々しなければならないという一般論で言っているわけです。

先ほど、県内のデータ、私も見せてもらいましたけれども、やっぱり入札にしていると

ころは高く売れているわけです。それから随契でやっているところ、１社しかやってい
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ないところは低いです。もうデータがそこまで出てきているわけですから、やはり随契

でやっている山県はもっと厳しく業者と話し合いをしていくべきだということが当然出

てくるわけです。業者の皆さんは貴重な市民の税金を使っているわけですし、ごみも一

たん市が回収した段階で市の財産ですから、やはり、より高価な売却を考えていくとい

うことはどうしても求められるわけです。 

 そういった意味で、収集運搬業者を１つにしていくなら、もちろん許可をして複数に

するなら、またそこで競争性が出るわけですし、競走性が出るやり方をしているところ

は業者任せでいいとして、随意契約の山県市は、やはりその業者と、信頼がないと言っ

ているんじゃないんですよ、さっきから言っているように。厳しく交渉することは当然

必要でしょうと、毎年随契なんですから、そこの観点がどうも足らないんじゃないかと

いうことで今回の質問をとっていますので、その点について、今までの対応姿勢、１社

しかないからというお互いの持ちつ持たれつではなく、厳しく見ていくということにつ

いていかがでしょうか。 

○議長（藤根圓六君） 松影市民環境部長。 

○市民環境部長（松影康司君） 再々質問にお答えします。 

 先ほど答弁しましたように、随意契約がどうのこうのと言いますのは、私ども、今、

新年度予算をつくっておりますもので、その時点で業者のほうといろいろ折衝をしてお

りますし、随意契約が適合であるかないかということも、今チェック機能を十分発揮し

まして、今後、そういうのがないように……。山県市につきましては、先ほど答弁しま

したように、廃掃法にのっとりまして、現在につきましては１社で随意契約を行ってい

ますが、何度も言いますように、チェック機能を十分に発揮しまして、今後、そういう

ふうに努めてまいりますのでよろしくお願いします。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 部長のところだけじゃない、どこもすべからくそうですけど、

厳しい観点で臨んでほしいと思います。 

 次に、３問目ですけれども、市民要望への対応の方針の転換についてということで、

副市長にお尋ねします。 

 市は、市民の皆さんの身近な生活圏の土木関係などの改修や整備について、要望を自

治会単位で出していただいて、市が現地確認などをした後に採否を決めています。この

際の当初予算の残りが出た場合には、採択に漏れた事業を追加で実施すべきという声は

議員の中にも根強くあります。 

 私は、２年半前の６月議会で、次の趣旨で一般質問しました。要望に対する件数で見
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た達成率はおおよそ25％から35％ぐらい。予算が残っても次年度に回すという原則を適

用している市の方針は、かえって不合理で要望達成度を低くしている。追加して要望を

達成すべきだと、このように聞きましたが、担当する部の答弁は、全体の不用額がわか

るのは１月ごろのため、この時期から発注するには規定の工期がとれないため、他の要

望箇所への流用は難しいという趣旨でした。 

 ところが、2007年度は、12月ごろ予算の残が出たので約10件の要望事業を追加したと

いいます。その理由は、財政側から使うように指示があったからという趣旨の説明が、

ことしの９月に議会でされました。では、ことしの12月はというと、ことしも予算の残

はあるが、ことしは使う予定はないと聞きました。 

 財政が厳しい中、予算を厳格に絞り込むので予算の残も少なくなる、それ自体はよい

ことだというふうに考えます。通常の単独事業とか大規模事業であれば、残額が出たか

らといって新たなことを計画するのは不自然で不合理です。しかし、市民の要望案件の

達成という事業についてだけは、年度内の総額予算の満額執行を目指して、柔軟な対応

をして、市民の要望にこたえるよう政策転換、方針転換すべきではないでしょうか。 

 もちろん、そのためには予算の残りが今より早い時期に見えてくるように、若干の努

力が必要でしょう。努力によって新たな支出の増額なしに市民の要望がより達成される

なら望ましいことではないでしょうか、お尋ねします。 

○議長（藤根圓六君） 嶋井副市長。 

○副市長（嶋井 勉君） 御質問にお答えします。 

 当初予算の執行に対しまして、工事費、委託料等の入札差金が発生した場合は、新た

な事業に充当することなく、翌年度の予算の財源確保のために剰余金、いわゆる繰越金

として対応してまいりました。 

 御質問の自治会要望に基づく市単独の道路改良等の工事費につきましては、合併当初

は山県市の一体化を図るため、議会の皆様、市民の皆様の御理解、御協力のもと、数億

円の予算を確保し、設計及び工事を実施してまいりました。 

 しかしながら、国の三位一体改革等により、各種の補助金及び地方交付税が削減され

まして、本市の財政状況も厳しくなりました。こうした市単独事業に対する財源確保が

困難な状況となってきたわけでございます。平成19年度は平成18年度の予算の半額であ

ります１億4,000万円、さらに20年度は7,000万円の予想額となってまいりました。そこ

で、この大幅な減額を緩和するために、平成19年度は入札差金が発生した場合は、予算

の範囲内で未採択の要望事業に対し、前倒しして満額執行する方針を立てたわけでござ

います。 
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 議員御発言のとおり、平成19年度におきましては、年度内で完成できる工事につきま

して10件の要望箇所を追加工事として施工いたしました。平成20年度におきましても、

昨年度と同様に自治会から要望いただいております工事に対しまして、入札差金を活用

し、必要性、緊急性を考慮しまして、年度内に完成できる工事につきまして、予算の範

囲内で追加工事を施工してまいりたいと考えておりますので、議員の皆様の御理解をお

願い申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 実質的に今までの方針を変えて、一応、予算がある限りは要望

にこたえたいというふうに受けとめます。そこで自治会要望という今の関係ですけれど

も、これ、副市長に再度お尋ねしますけれども、自治会要望を毎年とっているわけです

けれども、自治会ごと、あるいは地域ごとに見たときに、その希望に対する達成度、い

わば充足度ですね、市が採択するところにむらがあるのではないかという懸念が住民か

らよく聞かれるんです。市はもちろん意図的なことはしていないだろうということは思

うんですが、しかし、住んでいる住民の方からは、私のところは要望を出しても通じな

い、例えば、１つは自治会の中で通らないということがある。それから市に上げても通

らないというふうに不満を持つ地域、逆にそうじゃない地域があるんですが、そのあた

りを十分に、市のところは単純に仕事として現場を見るんじゃなくて、充足度、この地

域は十分に達してきているのか、この地域は少ないんじゃないかとか、従来からの歴史

的なところを見る必要があると思うんですが、そういったところのチェックは十分にで

きているのかというところ、あるいは今後どうされるのかというところ、いかがでしょ

うか。 

○議長（藤根圓六君） 嶋井副市長。 

○副市長（嶋井 勉君） 自治会さんのほうからたくさんの要望箇所をいただいておるわ

けでございます。確かに、議員おっしゃるように、アンバランスとか不公平であるとか

という声も時々お聞きしますけれども、これは担当部局におきまして、その辺は十分調

査しまして行っているわけでございます。やっぱり合併前、十分に整備された町、村、

いろいろ差がありまして、現況で具体的に申し上げますと、伊自良村自体は結構、道路、

農道につきましては整備されておりまして、土木事業に係る要望箇所も少なくなってま

いりまして、確かに金額的には少ないわけでございまして、美山地域におきましては、

やっぱり山林地域でございますので、かかる費用も大きくなってきますので、その点、

額については下がるかと思いますが、全体的にかんがみまして、特に不公平、アンバラ

ンスという感覚はございません。旧高富町は、御存じのように金額的にも多くございま
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すが、それなりに川とか水田とか排水路等々ございますので、そうしたこともかんがみ

ながら、先ほどからくどくなりますけれども、不公平はないというふうに十分検討しな

がら行っている次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長（藤根圓六君） 以上で寺町知正君の一般質問を終わります。 

                                         

○議長（藤根圓六君） これで、本日予定しております一般質問はすべて終了いたしまし

た。 

 お諮りいたします。18日に予定しておりました一般質問は本日すべて終了いたしまし

たので、18日は休会としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。したがって、18日は休会とすることに決定

いたしました。 

 19日は午前10時より会議を再開いたします。 

 本日散会後、議会運営委員会が開催されますので、委員の皆さんはよろしくお願いし

ます。 

 本日はこれにて会議を閉じ、散会いたします。大変御苦労さまでした。 

午後３時31分散会 
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平成２０年第４回 

山県市議会定例会会議録 

第４号 １２月１９日（金曜日） 

                                         

○議事日程  第４号 平成２０年１２月１９日 

 日程第１ 常任委員会委員長報告 

      議第74号  山県市税条例の一部を改正する条例について 

      議第75号  山県市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

      議第76号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第４号） 

      議第77号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

      議第78号  平成20年度山県市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

      議第79号  平成20年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

      議第80号  平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号） 

      議第81号  山県市土地開発公社定款の一部を変更する定款について 

      議第82号  山県市青波福祉プラザの指定管理者の指定について 

      議第84号  山県市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

      議第85号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第５号） 

      議第86号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第２ 質  疑 

      議第74号  山県市税条例の一部を改正する条例について 

      議第75号  山県市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

      議第76号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第４号） 

      議第77号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

      議第78号  平成20年度山県市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

      議第79号  平成20年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

      議第80号  平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号） 

      議第81号  山県市土地開発公社定款の一部を変更する定款について 

      議第82号  山県市青波福祉プラザの指定管理者の指定について 

      議第84号  山県市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

      議第85号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第５号） 
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      議第86号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第３ 討  論 

      議第74号  山県市税条例の一部を改正する条例について 

      議第75号  山県市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

      議第76号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第４号） 

      議第77号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

      議第78号  平成20年度山県市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

      議第79号  平成20年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

      議第80号  平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号） 

      議第81号  山県市土地開発公社定款の一部を変更する定款について 

      議第82号  山県市青波福祉プラザの指定管理者の指定について 

      議第84号  山県市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

      議第85号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第５号） 

      議第86号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第４ 採  決 

      議第74号  山県市税条例の一部を改正する条例について 

      議第75号  山県市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

      議第76号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第４号） 

      議第77号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

      議第78号  平成20年度山県市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

      議第79号  平成20年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

      議第80号  平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号） 

      議第81号  山県市土地開発公社定款の一部を変更する定款について 

      議第82号  山県市青波福祉プラザの指定管理者の指定について 

      議第84号  山県市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

      議第85号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第５号） 

      議第86号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第５ 産業建設委員会委員長報告 

      議第83号  土地の取得について 

 日程第６ 質  疑 
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 日程第７ 討  論 

 日程第８ 採  決 

 日程第９ 議会運営委員会委員長報告 

      請願第２号 議会運営における法令の遵守を求める請願 

 日程第10 質  疑 

 日程第11 討  論 

 日程第12 採  決 

 日程第13 発議第12号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開を求める意見書につ

いて 

 日程第14 質  疑 

 日程第15 討  論 

 日程第16 採  決 

 日程第17 議員派遣の件 

                                         

○本日の会議に付した事件 

 日程第１ 常任委員会委員長報告 

      議第74号  山県市税条例の一部を改正する条例について 

      議第75号  山県市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

      議第76号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第４号） 

      議第77号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

      議第78号  平成20年度山県市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

      議第79号  平成20年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

      議第80号  平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号） 

      議第81号  山県市土地開発公社定款の一部を変更する定款について 

      議第82号  山県市青波福祉プラザの指定管理者の指定について 

      議第84号  山県市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

      議第85号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第５号） 

      議第86号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第２ 質  疑 

      議第74号  山県市税条例の一部を改正する条例について 

      議第75号  山県市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ
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いて 

      議第76号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第４号） 

      議第77号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

      議第78号  平成20年度山県市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

      議第79号  平成20年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

      議第80号  平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号） 

      議第81号  山県市土地開発公社定款の一部を変更する定款について 

      議第82号  山県市青波福祉プラザの指定管理者の指定について 

      議第84号  山県市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

      議第85号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第５号） 

      議第86号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第３ 討  論 

      議第74号  山県市税条例の一部を改正する条例について 

      議第75号  山県市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

      議第76号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第４号） 

      議第77号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

      議第78号  平成20年度山県市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

      議第79号  平成20年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

      議第80号  平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号） 

      議第81号  山県市土地開発公社定款の一部を変更する定款について 

      議第82号  山県市青波福祉プラザの指定管理者の指定について 

      議第84号  山県市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

      議第85号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第５号） 

      議第86号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第４ 採  決 

      議第74号  山県市税条例の一部を改正する条例について 

      議第75号  山県市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

      議第76号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第４号） 

      議第77号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

      議第78号  平成20年度山県市介護保険特別会計補正予算（第２号） 
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      議第79号  平成20年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

      議第80号  平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号） 

      議第81号  山県市土地開発公社定款の一部を変更する定款について 

      議第82号  山県市青波福祉プラザの指定管理者の指定について 

      議第84号  山県市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

      議第85号  平成20年度山県市一般会計補正予算（第５号） 

      議第86号  平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第５ 産業建設委員会委員長報告 

      議第83号  土地の取得について 

 日程第６ 質  疑 

 日程第７ 討  論 

 日程第８ 採  決 

 日程第９ 議会運営委員会委員長報告 

      請願第２号 議会運営における法令の遵守を求める請願 

 日程第10 質  疑 

 日程第11 討  論 

 日程第12 採  決 

 日程第13 発議第12号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開を求める意見書につ

いて 

 日程第14 質  疑 

 日程第15 討  論 

 日程第16 採  決 

 日程第17 議員派遣の件 

                                         

○出席議員（１６名） 

    １番  上 野 欣 也 君    ２番  石 神   真 君 

    ３番  杉 山 正 樹 君    ４番  尾 関 律 子 君 

    ５番  横 山 哲 夫 君    ６番  宮 田 軍 作 君 

    ７番  田 垣 隆 司 君    ８番  谷 村 松 男 君 

    ９番  武 藤 孝 成 君   １０番  影 山 春 男 君 

   １１番  後 藤 利 ﾃﾙ 君   １２番  寺 町 知 正 君 

   １３番  藤 根 圓 六 君   １４番  小 森 英 明 君 
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   １５番  村 瀬 伊 織 君   １６番  久保田   均 君 

                                         

○欠席議員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

  市  長  平 野   元 君  副 市 長  嶋 井   勉 君 

  教 育 長  森 田 正 男 君  総務部長  林   宏 優 君 

  市民環境             保健福祉 
        松 影 康 司 君        笠 原 秀 美 君   部  長             部  長 

  産業経済             基盤整備 
        土 井 誠 司 君        梅 田 修 一 君   部  長             部  長 

  教育委員会                  
        恩 田   健 君  会計管理者  山 田 利 朗 君 
  事務局長                  

  消 防 長  上 野 敏 信 君  総務部次長  城戸脇 研 一 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員の職氏名 

  事務局長  舩 戸 時 夫    書  記  髙 橋 幸 弘 

  書  記  林   強 臣 
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午前10時00分開議 

○議長（藤根圓六君） ただいまの出席議員数は16名であります。定足数に達しておりま

すので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

                                         

 日程第１ 常任委員会委員長報告 

○議長（藤根圓六君） 日程第１、常任委員会委員長報告の件を議題とします。 

 議第74号から議第82号までの９議案及び議第84号から議第86号までの３議案について、

各常任委員会委員長の報告を求めます。 

 初めに、総務文教委員長 谷村松男君。 

○総務文教常任委員会委員長（谷村松男君） 発言のお許しをいただきましたので、総務

文教委員会委員長報告をいたします。 

 本委員会は、12月12日午前10時より委員会を開催し、審査を付託されました議第75号

から議第81号までの所管に属する条例案件１件、補正予算案件１件、その他の案件１件

の３議案を議題とし、審議を行いました。 

 質疑では、議第76号 平成20年度山県市一般会計補正予算（第４号）（総務文教関係）

では、歳入の財産収入の有価物売り払い収入の発生理由と物件内容について、議第81号

 山県市土地開発公社定款の一部を変更する定款についてでは、定款変更の効果と変更

理由について質疑応答がありました。 

 採決の結果、全議案とも全会一致で原案どおり可決すべきと決定いたしました。 

 以上、総務文教委員会の審査及び調査報告とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 御苦労さまでした。 

 続きまして、産業建設委員長 村瀬伊織君。 

○産業建設常任委員会委員長（村瀬伊織君） お許しをいただきましたので、産業建設委

員会委員長報告をいたします。 

 本委員会は、12月15日午前10時より委員会を開催し、審査を付託されました議第79号、

議第80号及び議第85号の所管に属する補正予算案件３件並びに意見書１件を議題とし、

審議及び調査を行いました。 

 質疑では、議第80号 平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号）では、歳入

の中濃用水補償金の内容について、議第85号 平成20年度山県市一般会計補正予算（第

５号）（産業建設関係）では、債務負担行為補正の農業経営基盤強化資金利子補給金の

制度と内容について質疑応答がありました。 
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 採決の結果、全議案とも全会一致で原案どおり可決すべきと決定いたしました。 

 続いて、森林・林業・木材産業施策の積極的な展開を求める意見書について委員会の

取り扱いを審議した結果、質疑、討論もなく、全会一致で採択し、発議として議長に提

出することに決定しました。 

 以上、産業建設委員会の審査報告とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 御苦労さまでした。 

 続きまして、厚生委員長 小森英明君。 

○厚生常任委員会委員長（小森英明君） 厚生委員会委員長報告をいたします。 

 本委員会は、12月16日午前10時より委員会を開催し、審査を付託されました議第74号

から議第82号までの５議案及び議第84号から議第86号までの３議案の所管に属する条例

案件２件、補正予算案件５件、その他案件１件の８議案を議題とし、審査を行いました。 

 質疑では、議第76号 平成20年度山県市一般会計補正予算（第４号）（厚生関係）に

ついてでは、美山老人福祉センター管理での施設管理委託料の内訳及び児童福祉費の出

産祝い金の内訳について、議第78号 平成20年度山県市介護保険特別会計補正予算（第

２号）では、介護保険システム改修委託料の内容と金額の内訳、特定入所者介護サービ

ス給付費負担金のその他財源317万8,000円の内容について、議第82号 山県市青波福祉

プラザの指定管理者の指定についてでは、指定管理者となるどんぐり会の事務所移転の

可能性と指定管理の内容について質疑応答がありました。 

 採決の結果、全議案とも全会一致で原案どおり可決すべきと決定いたしました。 

 以上、厚生委員会の審査報告とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 御苦労さまでした。各常任委員会委員長の報告が終わりました。 

                                         

 日程第２ 質疑 

○議長（藤根圓六君） 日程第２、質疑。 

 ただいまから、各常任委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 

 発言を許します。どうぞ。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 質疑はないものと認めます。よって、これをもちまして、質疑を

終結いたします。 

                                         

 日程第３ 討論 

○議長（藤根圓六君） 日程第３、討論。 
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 ただいまから、討論を行います。 

 発言通告による討論はありませんでした。 

 討論はありませんか。 

 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 議第84号、国保関係の条例改正の議案について反対する立場で

討論いたします。 

 この議案については、定例会の中間日、12月11日ですね、この日に突然出てきたとい

うことで、その日、私は初めての内容で提案者の説明をこの議場で聞いて、その場で思

いついたことを聞いたわけですが、その後、担当課に聞いたりいろいろと調べました。

そうすると、非常に大きな重大問題をはらんでいる。例えば、これは出産の場合の手当

を増額するということですが、それについても日本産婦人科医会は、この制度はだめな

んだよという意見を国に出している。それは何がいけないかというと、今回の制度は、

脳性麻痺などの障害が起きる出産事故、そういったものの場合に補償制度をつくろうと

いうことです。それ自体は非常にいいことなんですが、それを決めたのは国会を通って

いない、国の機関が政令だけつくったんですね。それで、たしか12月５日に決まったの

でということで提案説明があったと思います。そういう意味で、期間が短かったことは

わかりますが、議員には何ら知らされずに来たということで、その後わかったわけです

けど、基本的には国が補償制度をつくる、そのために300億円、今回使うわけですが、そ

れを出産した人に一たん渡す、出産する人はそれぞれの医療機関にそれを払う、医療機

関は保険機構に払うというバイパスをつくってあるわけです。その中で保険が達成され

るわけですけど、もともと産婦人科医会がやっているのは、直接国が保険機構に払えば

いいじゃないかと、途中の問題がないですから。そういうふうになっているわけです。 

 実際に、産む人には何らお金のプラス、メリットがない、マイナスもないです。とい

うことですから、やはり、複雑な制度をつくるということの問題で医療機関では加入し

ていないところがある。その理由は、産む人が出産費用を納めてくれないという事例が

実際にあるんです。そういうときに上乗せ分が増えてくれば、医療機関が立てかえなけ

ればならないものが増えてくる、そういう懸念もあって、制度自体に加入しないところ

もまだ実際に何パーセントかある。ですから、加入していない医院で産んだ人は、もし

そういった事故、あるいは脳性麻痺などがあった場合には、その制度に加入できないと

いう事態になってしまうんですね。だから、直接国が保険機構に払えばいいということ

が指摘されています。 

 しかし、提案説明では一切そういった問題があるということは説明がなかったです。
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その後、議場では質疑できずに、その後調べてこういったことがわかりました。 

 それで、本来なら山県市を通らずに、市民の手を通らずに行ける制度なのに、この議

会がこの条例改正をしてやらなければいけない。山県市はもちろん支出が増えるわけじ

ゃない、国から来て、それを産んだ人に渡すだけですから、それはいいとして、制度自

体が必要ないというふうにとらえるべきだと考えています。 

 もし早目にこれがわかっていれば、例えば、山県市議会として国に意見書を出して、

地方を通すんじゃなくて直接払えばいいでしょうと、だれもプラスマイナスないわけで

すから。そういうことの提案もできたと思うんですが、きょうまでそれがなされなくな

ってしまったという意味では、市長がもっと早く私たちに資料を出して、今度、11日に

こういう議案を出しますから勉強しておいてくださいと一言事前に資料をくれれば、私

は勉強できたと思って悔やんでいます。そういった議事手続の問題もありますが、とも

かく制度上の非常に大きな欠陥があるということです。 

 実は、これはやっと社会でも注目されてきて、けさの中日新聞社会面に大きく出てい

ます。産科医不足、打開に期待。確かに期待されている制度なんです。訴訟回避へ補償

制度と。今まで医療事故があった、特に出産のときの医療事故というのはけた違いに他

の医療よりも多いんですね。でも、それは裁判をして当事者が勝たないと補償はもらえ

なかった。ですから、それを保険機構でうまくやろうというんですが、それが一部漏れ

が出てくる制度、あるいはどういった対象を範囲にするかもまだはっきりしていないと

いうことで懸念があるということも専門家が言われているわけです。そういった意味で、

これはやはり完璧ではない、制度そのものはいいけれども、非常に問題があるというこ

とであります。 

 それから、300億というふうに国が出すわけですけど、実際に想定されるのは240億で

あろうという数字も出ているわけです。それが残り60億はというと、保険会社にどうも

入っていくようだという意味で、何となく不透明なところもあるという指摘もあります。 

 それから、この制度ができることによって、実はもともと脳性麻痺という障害の人た

ちはもっとたくさんいたわけです。そういう人たちに対して広く補償しようという観点

が全くない。いわば医療事故対策、医療機関が訴えられることを防いでいこうという趣

旨だけが前に出ていて、本質的な問題の解決にもなっていかないという指摘もされてい

ます。 

 そういった意味でも非常に問題であり、国会議員もやっと今、勉強を始めたというよ

うな制度なんです。そういった意味で、なぜ、山県市議会が今これを通さなければなら

ないのか、そこに必然性がないです。もちろん、議第85号、議第86号、これについては
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補正予算が関連で組まれていますので、これは広い意味で補助金と考えれば、出産され

た方にその分を余分にお渡しして、それを医療機関に納めれば機構に加盟できるわけで

すから、それは補償の対象になるというので、その意味の支出という意味では、私は反

対しませんけど、この条例改正自体は本質的な問題の解決にならない制度を各自治体に

要求しているということで、私は反対といたします。 

○議長（藤根圓六君） 次に、賛成討論をどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 討論はないものと認めます。これをもちまして、討論を終結いた

します。 

                                         

 日程第４ 採決 

○議長（藤根圓六君） 日程第４、採決。 

 ただいまから、議第74号から議第82号及び議第84号から議第86号までの採決を行いま

す。 

 最初に、議第74号 山県市税条例の一部を改正する条例について、お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

 議第75号 山県市立学校の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、お諮

りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

 議第76号 平成20年度山県市一般会計補正予算（第４号）、お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 
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 議第77号 平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）、お諮りいた

します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

 議第78号 平成20年度山県市介護保険特別会計補正予算（第２号）、お諮りいたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

 議第79号 平成20年度山県市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）、お諮りいた

します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

 議第80号 平成20年度山県市水道事業会計補正予算（第２号）、お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

 議第81号 山県市土地開発公社定款の一部を変更する定款について、お諮りいたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

 議第82号 山県市青波福祉プラザの指定管理者の指定について、お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

 議第84号 山県市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、お諮りいたしま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議がありますので、本案を原案のとおり可決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤根圓六君） お座りください。起立多数であります。よって、本案は原案のと

おり可決されました。 

 議第85号 平成20年度山県市一般会計補正予算（第５号）、お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

 議第86号 平成20年度山県市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）、お諮りいた

します。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

                                         

 日程第５ 産業建設委員会委員長報告 

○議長（藤根圓六君） 日程第５、産業建設常任委員会委員長の件を議題とします。 

 地方自治法第117条の規定により、石神 真君、杉山正樹君、尾関律子君の除斥を求め

ます。 

〔石神 真議員、杉山正樹議員、尾関律子議員 退場〕 

○議長（藤根圓六君） 議第83号 土地の取得についての報告を求めます。 

 産業建設委員長 村瀬伊織君。 

○産業建設常任委員会委員長（村瀬伊織君） お許しをいただきましたので、議第83号 土
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地取得について委員長報告をいたします。 

 本案につきましては、山県市土地開発公社の理事である杉山委員の除斥を求めた後、

審議を行いました。 

 質疑では、土地の取得金額で市の実質的な持ち出し金額、合併特例債の起債の償還内

容、取得目的となる福祉健康広場の詳細計画について質疑応答がありました。 

 その後、（仮称）福祉健康広場の事業計画について、財政状況も大変厳しい状況の折、

お金をかけないで有効活用できる（仮称）福祉健康広場とする○○○○○要望がありま

した。 

 採決の結果、○○○○○全会一致で原案どおり可決すべきと決定いたしました。 

 以上、産業建設委員会の審査報告とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 産業建設委員長の報告が終わりました。 

                                         

 日程第６ 質疑 

○議長（藤根圓六君） 日程第６、質疑。 

 産業建設委員長の報告に対する質疑を行います。 

 発言を許します。どうぞ。 

 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） 今の委員長報告に対して質疑します。 

 ・・・・・・・。 

○議長（藤根圓六君） 村瀬伊織君。 

○産業建設常任委員会委員長（村瀬伊織君） ・・・・・・・。 

○議長（藤根圓六君） 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） ・・・・・・・。 

○議長（藤根圓六君） 村瀬伊織君。 

○産業建設常任委員会委員長（村瀬伊織君） 暫時休憩をお願いします。 

○議長（藤根圓六君） 暫時休憩します。 

午前10時31分休憩 

 

午前10時42分再開 

○議長（藤根圓六君） 会議を再開いたします。 

 寺町知正君の質疑に対して、村瀬伊織君、お願いします。 

○産業建設常任委員会委員長（村瀬伊織君） ・・・・・・・。 
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○議長（藤根圓六君） 暫時休憩します。 

午前10時42分休憩 

 

午前10時43分再開 

○議長（藤根圓六君） 会議を再開いたします。 

 村瀬伊織君。 

○産業建設常任委員会委員長（村瀬伊織君） ・・・・・・・。 

○議長（藤根圓六君） 質疑はありませんか。 

 寺町知正君。 

○１２番（寺町知正君） ・・・・・・・。 

○議長（藤根圓六君） 村瀬伊織君。 

○産業建設常任委員会委員長（村瀬伊織君） ・・・・・・・。 

 再度委員長報告をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（藤根圓六君） どうぞ。 

○産業建設常任委員会委員長（村瀬伊織君） 議長よりお許しをいただきましたので、さ

きの委員長報告で、「○○○○○」の部分の取り消しをお願いします。 

                                         

 発言の取消し 

○議長（藤根圓六君） 村瀬伊織君から、会議規則第65条の規定によって、さきの委員長

報告で、「○○○○○」の部分を取り消したいとの申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 これを許可することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、さきの報告は取り消しすることに

決定しました。 

                                         

 日程第７ 討論 

○議長（藤根圓六君） 日程第７、討論を行います。 

 最初に、反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 次に、賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（藤根圓六君） 討論はないものと認めます。これをもちまして、討論を終結いた

します。 

                                         

 日程第８ 採決 

○議長（藤根圓六君） 日程第８、採決を行います。 

 お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

 石神 真君、杉山正樹君、尾関律子君の入場を許可します。 

〔石神 真議員、杉山正樹議員、尾関律子議員 入場〕 

                                         

 日程第９ 議会運営委員会委員長報告 

○議長（藤根圓六君） 日程第９、議会運営委員会委員長の報告の件を議題とします。 

 請願第２号 議会運営における法令の遵守を求める請願の報告を求めます。 

 議会運営委員長 久保田 均君。 

○議会運営委員会委員長（久保田 均君） 議会運営委員会の委員長報告をいたします。 

 本委員会は、12月17日午後３時35分より委員会を開催し、審査を付託されました請願

第２号 議会運営における法令の遵守を求める請願を議題とし、審議を行いました。 

 本請願につきましては、質疑、討論もなく、採決の結果、全会一致で採択すべきもの

と決定をいたしました。 

 以上、議会運営委員会の審査報告とさせていただきます。 

○議長（藤根圓六君） 議会運営委員長の報告が終わりました。 

                                         

 日程第10 質疑 

○議長（藤根圓六君） 日程第10、質疑。 

 議会運営委員長の報告に対する質疑を行います。 

 発言を許します。どうぞ。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 質疑はないものと認めます。よって、これをもちまして、質疑を

終結いたします。 
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 日程第11 討論 

○議長（藤根圓六君） 日程第11、討論を行います。 

 最初に、反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 次に、賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 討論はないものと認めます。これをもちまして、討論を終結いた

します。 

                                         

 日程第12 採決 

○議長（藤根圓六君） 日程第12、採決を行います。 

 お諮りいたします。この請願に対する委員長の報告は採択であります。この請願は委

員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、委員長の報告のとおり採択するこ

とに決定しました。 

                                         

 日程第13 発議第12号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開を求める意見書につ

いて 

○議長（藤根圓六君） 日程第13、発議第12号 森林・林業・木材産業施策の積極的な展

開を求める意見書について。 

 提出者の説明を求めます。 

 産業建設委員会委員長 村瀬伊織君。 

○産業建設常任委員会委員長（村瀬伊織君） 議長より御指名をいただきましたので、発

議12号につきまして、案文を朗読し、趣旨説明にかえさせていただきます。 

 森林・林業・木材産業施策の積極的な展開を求める意見書 

 近年、地球温暖化が深刻な環境問題となる中でグローバル化する森林の役割に対する

要請が高まるなど、環境資源として森林に対し強い期待が寄せられている。 

 一方、林業を取り巻く厳しい状況の中で、森林経営は脆弱化し、その担い手である山

村は崩壊の危機に立っている。 

 このような中、森林整備を推進していくために、森林所有者の森林経営意欲を創出す
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るための施策の推進はもとより、民間による整備が困難な水源林等公益森林の整備に対

する公的機関の役割の強化、さらには、過疎化・高齢化が進む中で、森林・林業の担い

手である山村の再生に向けた積極的な取り組みが極めて重要となっている。 

 このような時期に、国有林野事業は、いわゆる「行政改革推進法（平成18年６月）」

に基づき業務・組織の見直しが予定されており、また、旧独立行政法人緑資源機構は「独

立行政法人整理合理化計画（19年12月）」に基づき19年度末までに解散し、水源林造成

事業等は独立行政法人森林総合研究所に継承される措置を講ぜられたところである。 

 今後の林政の展開に当たっては、森林吸収源対策の推進はもとより、特に、国有林野

事業等において、安全で安心できる国民の暮らしを守るために、重要な役割を果たす水

源林等公益森林の整備、さらには、地域林業・木材産業の振興を通じた山村の活性化に

十分に寄与できるよう、下記事項の実現を強く要請する。 

記 

 １、森林吸収源対策を着実に推進するため環境税等税制上の措置を含め安定的な財源

を確保するとともに、林業・木材産業の振興施策の推進と森林所有者の負担軽減措置に

よる森林経営意欲の創出を図ること。 

 ２、緑の雇用対策等森林・林業の担い手対策の拡充、施業の集約化、路網の整備、機

械化推進等による効率的・安定的な木材の供給体制の確保、さらには木材のバイオマス

利用の促進等により間伐材を含む地域材の需要拡大対策の推進による地域林業・木材産

業の振興を図ること。 

 ３、計画的に水源林造成事業を含めた公的森林整備を推進するための組織体制の確保

及び施業放棄地等民間による森林整備が困難な地域における国の関与のもとでの森林整

備制度を創設すること。 

 ４、国有林野事業については、国民共有の財産である国有林を適正に管理するととも

に、公益的機能の一層の発揮を図るため国による管理運営体制の堅持及びその管理運営

を通じて地域における森林・林業担い手の育成と地域活性化への寄与を図ること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 平成20年12月19日、衆議院議長様、参議院議長様、内閣総理大臣様、総務大臣様、外

務大臣様、農林水産大臣様、林野庁長官様。 

 以上の趣旨説明で御賛同いただくよう、よろしくお願いを申し上げます。 

                                         

 日程第14 質疑 

○議長（藤根圓六君） 日程第14、質疑を行います。 
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 発言を許します。どうぞ。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 質疑はないものと認めます。これをもちまして、質疑を終了いた

します。 

                                         

 日程第15 討論 

○議長（藤根圓六君） 日程第15、討論を行います。 

 最初に、反対討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 次に、賛成討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 討論はないものと認めます。これをもちまして、討論を終結いた

します。 

                                         

 日程第16 採決 

○議長（藤根圓六君） 日程第16、採決を行います。 

 お諮りいたします。本案を原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決しました。 

                                         

 日程第17 議員派遣の件 

○議長（藤根圓六君） 日程第17、議員派遣の件を議題といたします。 

 お手元に配付のとおり、会議規則第160条の規定により、議員を派遣したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤根圓六君） 異議なしと認めます。よって、議員派遣の件につきましては、お

手元に配付のとおり議員を派遣することに決定いたしました。 

                                         

○議長（藤根圓六君） これをもちまして、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

 これにて会議を閉じます。 

 提案されました全議案につきまして、慎重に御審議、御決定を賜り、まことにありが
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とうございました。 

 これにて平成20年第４回山県市議会定例会を閉会といたします。長期間、大変御苦労

さまでした。 

午前11時01分閉会 

                                         

地方自治法第129条の規定によりここに署名する。 

 

山県市議会議長   藤  根  圓  六 

 

４ 番 議 員   尾  関  律  子 

 

16 番 議 員   久 保 田     均 
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